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１ 

午前１０時００分開議 

○長沢興祐委員長 定刻になりましたので、ただい

まより予算特別委員会を開会いたします。 

  開会前に申し上げます。本日３月１０日は東京

都平和の日に当たり、その行事の一環として、午

後２時より、本特別委員会室にて１分間黙祷を実

施いたします。委員をはじめ、委員会出席者の皆

様におかれましても、御協力のほどよろしくお願

い申し上げます。 

  これより予算特別委員会を開会いたします。 

  それでは、５議案並びに修正案に対する総括質

疑を行います。 

  最初に、公明党から質疑があります。石毛委員。 

○石毛かずあき委員 皆様おはようございます。前

半１５分担当させていただきます。石毛かずあき

です。どうぞよろしくお願いいたします。 

  まず、私の方からは、社会や、そして企業にお

いて、多様性を尊重して、そして全ての人々を包

摂的な環境で受け入れられるＤＥＩについてお伺

いをさせていただきます。 

  足立区でも、ダイバー＆インクルージョン、Ｄ

＆Ｉの取組が進められております。例えば女性管

理職の登用や育児と仕事の両立を支援する制度を

整備するなど女性の活躍を推進していることや、

また障がい者の方々が働きやすい環境の整備、そ

して職場でのサポート体制を強化して障がい者の

雇用促進に取り組んでおります。 

  また、一人一人の個性や多様な生き方を尊重し

て、多様な性を認め合うことのできる社会を醸成

するための施策の一つとして、足立区パートナー

シップ・ファミリーシップ宣誓制度を開始してい

ます。 

  更に、ＳＤＧｓの先進区として様々な事業の取

組が評価されて、内閣府が選ぶＳＤＧｓ未来都市

と自治体ＳＤＧｓモデル事業のダブルで選定され

ております。 

  そこで、足立区だからできること、それがＤ＆

Ｉから進化したＤＥＩの取組の検討をいただきた

いと思っております。 

  ＤＥＩについてですが、まず、Ｄ＆Ｉについて

は、執行部の皆様も御存じのことと思いますが、

確認する意味でお聞きいただければと思います。

Ｄはダイバーシティ、多様性、個人や集団に存在

する様々な違いのことです。年齢や性別、セクシ

ャリティー、人種、国籍、民族、宗教、障がいの

違いにかかわらず、全ての人にとって心地よい居

場所があることを意味しております。次のＩはイ

ンクルージョン、包摂性や一人一人の多様性が認

められ、誰もが組織に貢献できるという包括性を

意味いたします。 

  グローバル化が進み、異なる文化背景を持つ同

僚と働く機会が増える中、企業には多様な人材が

活躍できる場を提供することが進められています。 

  そして、新たにＤＥＩのＥについて、これはエ

クイティー、公平、公正性、公平な扱いや不均等

の調整を行う公平性を意味いたします。 

  どういうことかと申し上げますと、（資料を示

す）昨日作りました。私もたまにこういうことを

やりたいと思って頑張ったのですが、まず、Ｄ＆

Ｉに加わったエクイティーを実現するためには、

エクオリティーという平等との違いを十分に理解

することが大切になります。この２つは、一見意

味が同じように見えても、実際には大きく異なる

ものになっています。 

  例えばこの図のように、２ｍ上にある果実を取

ろうと思ったら、前に身長１８０㎝の方、次に１

５０㎝の方、そして１２０㎝の方がいますが、こ

の時点では、Ａさん、身長１８０㎝の高い方だっ

たら今取れる現状にあります。これでは皆さんが

果実を取れないので、ここで支援として、この３

人に３０㎝の同じ台を支援いたします。そうする

と、Ａさんはもともと取れますからいいですね。

Ｂさんも何とか１８０㎝になりますから、何とか

手を出せば届く状況になります。でも、この１２
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０㎝のＣさんだけは、やはり果実を取ることがで

きないのです。そこで、Ｂさんには３０㎝の台と、

Ｃさんには２つの台を与えることによって、公平

に高さがそろうので３人とも果実が取れますと、

これがエクイティーとエクオリティーの違いにな

ってまいります。 

  Ｄ＆Ｉというのは、そもそも社会には不平等な

構造があって、誰もが同じスタートラインに立っ

ているわけではないということを前提にしていま

す。ですから、一人一人のこうした違い、状況に

配慮して提供して、公平になる環境を整備するこ

とで、多様性と包括性のある組織にしていこうと

いう考え方があります。 

  このような要素を示す頭文字の頭を取ってＤＥ

Ｉというのですが、企業などの組織や社会におい

て、性別や性自認、年齢、国籍、障がいの有無な

どといった個性を多様性として尊重し、全ての

人々を差別なく、公平な包摂的環境で受け入れら

れるという考え方を示すものとなっています。 

  現在、Ｄ＆Ｉを掲げる自治体や企業が増えてお

りますけれども、社会構造の不均等がある中では、

全ての人に同じ支援を行っても不均等はそのまま

持続することになってしまって、公平な扱いや不

均等の調整を行う公平性の確保、エクイティーを

加えたＤＥＩという考え方が、今、一般的になっ

てきているというふうにも伺っています。 

  私たちは一人一人が異なっていますから、全員

が能力を発揮するためには、一人一人に合った環

境を整えることが重要と考えますが、まず、区の

見解をお伺いいたします。 

○総務課長 石毛委員がおっしゃるような今のＤＥ

Ｉ、もともとの多様性であるとか包括性、あるい

は今特におっしゃられた公平性などの観点から事

業を進めるというのは、重要な点と思うところで

ございます。 

  区の方でも、今後、新しい基本計画で、人権の

部分では、互いを尊重し認め合えるというような、

今後改めて目指していくところとか、それに対し

て区民の方や企業の方へも活動を引き続きしてい

こうと考えておりますので、その中でそういった

公平性とかエクイティーの部分の観点も含めて、

今後、改めて啓発していればと思います。 

○石毛かずあき委員 ＤＥＩでは、お互いを認め尊

重しながら働くだけではなく、それぞれの状況に

合わせた育成や挑戦の機会を設けて、誰もが公平

に活躍できる環境をつくっていきます。一人一人

が受け入れられていることを実感して力を発揮で

きる、そうした環境では、ビジネスのイノベーシ

ョンも促され、事業にポジティブな影響があると

されています。 

  企業イメージの向上やＤＥＩに関心の高い優秀

な人材を確保するといった面でも、効果が認めら

れているというふうにも聞いております。 

  企業経営にとって、このＤＥＩは多様な人材が

能力を最大に発揮でき、イノベーションが生まれ

やすくする点が挙げられていると考えていますが、

子育て世代の従業員の方々が働きやすい職場環境

を整えるほか、ＤＥＩの障壁となるアンコンシャ

スバイアス、無意識のうちに偏見や思い込みをし

てしまう、こうした対処法を学んで、全ての人に

公平に接して、個々人の違いに十分に配慮するこ

とによって、誰もが貢献できる社会を目指す企業

も増加していると伺っています。 

  そこでお伺いをいたしますけれども、インクル

ーシブな働き方について、障がいがある社員と障

がいがない社員が一緒になって取り組める働き方、

そうした改革や社内システムのアクセシビリティ

ー、誰にとっても円滑に利用できるもの、そうし

たものを改善できる、そういうことができる社会

や職場となるよう、ＤＥＩの考え方を足立区や区

内の企業の方々、区民の皆様に周知する取組を行

ってはどうか、お伺いをいたします。 

○総務課長 先ほど申しました新基本計画に基づく

人権の推進に加えまして、今お話があった例えば
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区内の企業で申しますと、こちら人権の部門でも、

区内の企業様向けに公正採用の関係での説明会な

ども行っておりますので、そういったところも通

して、改めてそのＤＥＩの考え方も含めて周知で

きればと考えております。 

  また、区民向けにもそういったことを周知でき

る機会を捉えてやっていければと思います。 

○石毛かずあき委員 企業団体の活性化という意味

においても、多様な人材が活躍できる環境である

ことが重要な要素であると考えます。働き手の人

材不足は深刻であり、旧態依然の働き方のままで

は人材の採用や確保も容易ではないと思っていま

す。 

  近年、足立区においても外国人人口は年々増加

しており、また、それに加えて新たな在留資格と

して特定技能が創設されて、外国人人材の更なる

受入れを期待する声もあります。 

  このような状況の中にあって、外国人の人材が

その能力を最大限に発揮し、地域における新たな

担い手として★★、活躍できるよう、外国人人材

やその受入れ機関等に対する積極的な支援の重要

性が高まっております。 

  足立区としても、他自治体の先進事例に関する

調査や、また事例集の作成を行っている自治体も

ありますから、そうした特定産業分野における外

国人人材の受入れ拡大に向けた支援のためにも、

外国人留学生の採用な入社後の活躍に向けた民間

企業向けのハンドブックなどを作成して、ホーム

ページ等でも案内する取組を行うべきと思います

けれども、その点いかがでしょうか。 

○企業経営支援課長 東京都では、企業向けに採用

や受入れ体制について記載した「外国人材と働く

ためのハンドブック」を作成しております。 

  外国人の採用は、今後重要となってくると思い

ますので、区ホームページなどで広く周知を図っ

てまいります。 

○石毛かずあき委員 外国人労働者は、日本の労働

法制や雇用環境などに関する知識の不足、そして

言語の違いなどから、労働条件、解雇などに関す

るトラブルが生じやすい傾向にあります。ですか

ら、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備

が必要と考えます。 

  例えば外国人雇用の労務責任者の選任や就業規

則等の社内規程の多言語化、社内マニュアル、標

識類等の多言語化や苦情の相談体制の整備、一時

帰国のための休暇制度の整備など、外国人労働者

の職場定着等に取り組む事業者に対する助成金の

案内や、また新たな技能実習制度の周知など、区

としてもバックアップをすべきだと思いますが、

いかがでしょうか。 

○企業経営支援課長 石毛委員おっしゃいますよう

に、国や東京都では、外国人の雇用や職場定着に

対する助成金がございますので、新たな技能実習

制度として今後法施行される育成就労制度、そち

らの動向と併せまして案内や周知を行い、区内企

業の外国人雇用をバックアップしてまいります。 

○石毛かずあき委員 既に先進的に取り組む企業で

は、育児・介護と仕事の両立、自己実現など、従

業員の方々がそれぞれのライフスタイルに応じて

能力を発揮できるよう、リモートワークや短時間

勤務など柔軟な働き方を選ぶ制度を設けられる取

組を区としても働き掛けるべきだと思いますけれ

ども、その点についてもいかがでしょうか。 

○多様性社会推進課長 今、石毛委員の御発言にあ

りました従業員が柔軟な働き方を選べる制度、こ

ちらに関しましては、従業員に限らず、企業にと

っても人材の確保・定着につながるという点で大

変重要と考えております。 

  今回予算をおまとめいただけた場合には、新た

な支援事業として、育児・介護と仕事の両立支援

といったものを図る企業に対して、東京都の奨励

金に区独自で上乗せをするなど、様々な取組を通

じて区内企業に働き掛けていきたいと考えてござ

います。 
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４ 

○石毛かずあき委員 ありがとうございます。公明

党は、党内にＤＥＩタスクフォースを設置して、

政治分野における男女共同参画の推進や多様性の

ある社会の実現に向けて議論を加速させています。

党として方針を打ち出しました政治分野における

男女共同参画の推進や、また多様性のある社会の

実現、特に女性や障がいのある人がより活躍しや

すくなるような環境整備に向けて推進しておりま

す。 

  アメリカでは、大変残念ですけれども、第２次

トランプ政権が誕生した中で、米国の経営者が心

配しているのが、このＤＥＩに関する社内ポリシ

ーの扱い方だそうです。トランプ政権ではマイノ

リティーや女性への優遇は逆差別といった声もあ

ったりして、また同時に、これまで企業が積極的

に進めてきたＤＥＩポリシーを撤回あるいは縮小

させるような圧力が明らかになっているのではな

いかというふうにも言われております。 

  国際女性デーでグテーレス事務総長は、愛国主

義と女性蔑視が主流になろうとしていると、進歩

が逆戻りするのを黙認するわけにはいかないとい

うふうにもスピーチしております。 

  公明党は、個の尊厳を守って多様性を尊重する

社会の実現に向けて、これからも一生懸命頑張っ

てまいりますので、どうかお取組の方よろしくお

願い申し上げます。 

  私の時間終わりましたので、代わります。終わ

ります。よろしくお願いいたします。 

○長沢興祐委員長 佐々木委員。 

○佐々木まさひこ委員 おはようございます。残り

の３０分、公明党の佐々木の方から質疑をさせて

いただきたいと思います。どうぞよろしくお願い

いたします。 

  まず最初に、あらましの２８ページ、防犯力向

上施策についてお伺いをいたします。 

  防犯対策物品購入費用助成、令和６年度は４８

種でしたけれども、３９種に絞って多種多様な防

犯物品等を対象とし、区民の自主防犯力向上を目

指すということでございます。 

  特に防犯カメラの補助率、２分の１から３分の

２に上げるとのことですけれども、東京都の防犯

カメラは２分の１、上限２万円まで助成しますの

で、これを使って３分の２にするということでご

ざいますか。 

○危機管理課長 佐々木委員おっしゃるとおりでご

ざいます。 

○佐々木まさひこ委員 これは思い切って、東京都

２分の１出してくれるわけですから、その自己負

担分の３分の２というのが、２分の１掛けるの３

分の１で６分の１、だから６分の５ぐらいにして

くれると非常にインパクトがあるのですけれども、

そこらのお取組というか、考えはございませんか。 

○危機管理課長 今、最終的な調整を図っていると

ころですけれども、区民の皆様に分かりやすく、

東京都の補助もしっかり入っているのだというこ

とを御理解いただくために、２段階方式といって、

まず都の補助金、例えば８万円の防犯カメラを購

入した場合に、都の補助金２分の１、上限２万円

の２万円を出して、あと残りの６万円に対して区

が３分の２の４万円を出すとか、そういうのも都

と調整しながら、最終的な調整に入っているとこ

ろです。 

○佐々木まさひこ委員 防犯カメラはなかなか高額

であるという印象もある。そういったことも含め

て、防犯カメラは侵入盗といったところには非常

に有効な対策になりますので、思い切ったインパ

クトがある助成率で頑張っていただきたいなと思

います。 

  令和６年度に非常に申請の多かったカメラ付イ

ンターホンですが、この助成についてはどのよう

なお考えでいらっしゃいますか。 

○危機管理課長 確かに、カメラ、録画機能付イン

ターホンかなり人気が高く、申請数も多かったで

す。ただ、６５歳以上の方は本当に有効ですけれ
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ども、それ以外の若い方にとってはそれほど需要

もなく、あまり費用対効果も低いことが認められ

るので、その辺は見直しを考えているところでご

ざいます。 

○佐々木まさひこ委員 そうすると、６５歳未満の

方は、東京都の助成のみ、２分の１になってしま

うということですかね。 

○危機管理課長 その辺も最終的な調整に入ってい

るところです。また、決まり次第御報告したいと

思います。 

○佐々木まさひこ委員 あまり今までやってきた助

成を下げないでほしいなと。６５歳以上の方が４

分の３、それ以下の方は３分の２ですので、東京

都の助成が２分の１入りますので、完全な区の持

ち出しというのは大分減ってくるわけでもござい

ますので、なるべく今の助成率は下げないでほし

いなと思いますので、これは要望しておきます。 

  次に、災害医療対策についてお伺いいたします。 

  阪神・淡路大震災のときに、いわゆる初期の医

療体制が整っていて、普通の医療体制ができてい

れば、約５００人の人が助かったのではないかと

言われております。この教訓を契機として、災害

時に対する救急医療、それから建築、設備や通信

機器など多くの課題が明らかとなって、災害拠点

病院等の整備が行われてきたところでございます。 

  令和３年度版の足立区地域防災計画の１８８ペ

ージには、区は災害拠点病院及び災害拠点連携病

院等の近接地等に緊急医療救護所の設置場所を確

保すると規定されています。 

  この緊急医療救護所は、資料編で見ると、下井

病院とか足立東部病院とか１９か所が指定されて

います。発災時には多くの負傷者が発生して、一

斉に病院や診療所にけが人が殺到することが予想

されます。そこで、この緊急医療救護所でトリア

ージを行って、軽傷者等はここで治療することに

なる。 

  この緊急医療救護所というのは、その指定され

た病院だけで運営するのですか。マンパワー的な

ことを聞いていますけれども。 

○危機管理課長 基本は、今、その指定された病院

だけの運営ということで想定されていると思いま

す。 

○佐々木まさひこ委員 近接の葛飾区とか荒川区の

災害医療の計画を見ますと、医師会と連携しなが

ら、医師会の先生方が発災後の緊急医療救護所に

駆け付けて治療に当たる体制になっているという

ことです。もちろんトリアージは、日頃から訓練

を受けている救急のドクターがやらなければいけ

ないのだろうと思いますけれども、その後の軽傷

者の治療とか、そういったことは医師会の先生方

に、やはりマンパワーが足りませんので、発災直

後というのは。 

  そういったところでは、医師会ともそういう駆

け付けるとかいう連携体制というのはあるのでし

ょうか、どうなのでしょう。 

○危機管理部長 今のところ、そういった計画の中

に書き込まれている具体的なものはない状態でご

ざいます。 

○佐々木まさひこ委員 そこら辺もしっかり取組を

進めていただければなと思っています。 

  医療関係者等のマンパワー確保については、医

師会が調査を過去にやっていますけれども、区外

にお住まいのお医者さんが多いのです。そういう

実態がある。これを踏まえて、医療関係者が迅速

に参集できる体制の構築というのも必要だろうと

思います。 

  大規模災害時には、基本的には車両の流入規制

が実施されます。これ医療関係者は入ってこれる

のでしょうか。 

○危機管理部長 今、警察の交通規制の方には、医

療従事者というのはたしか入っていなかったよう

に記憶しています。すみません、そこについては、

ちゃんと確認、後ほどしたいと思います。 

○佐々木まさひこ委員 ２０２３年９月１日から、
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緊急通行車両の標章等が災害発生前に交付を受け

付けることができるようになっていますので、こ

れも医師会と連携しながら、どうしても駆け付け

なきゃいけない先生には、事前に標章を発行して

もらうという段取りもやっておいていただければ

なと思いますので、よろしくお願いします。 

  この緊急医療救護所ですけれども、基本はトリ

アージ体制を実施するということが大事な任務に

なるわけですけれども、これはいつまでやるので

すか。この緊急医療救護所というのはいつまでや

っているのですか。 

○危機管理部長 明確にいつまでというのは、我々

の計画では決めてはいないのですが、基本、救命

が必要な医療体制が通常モードに戻るまでの一定

期間は必要だという認識ではいます。 

○佐々木まさひこ委員 そのとおりですね。荒川区

は、発災後６時間以内に立ち上げて、一応７２時

間までは運営するという決まりになっています。

基本的に傷病者の命を保てる限界が７２時間と言

われていますので、そういったところも含めなが

ら、そういったところも定義していっていただけ

ればなと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

  それから、足立区の地域防災計画、医療救護所

というのも立ち上げることになっていますけれど

も、地域防災計画でも、どこの施設が、誰が立ち

上げるというのが全然分からないのですが、医療

救護所は誰が立ち上げるというか、どの施設が立

ち上がってくるのでしょうか。 

○衛生部長 主に、二次救急医療機関に立ち上げて

いただきます。衛生部というか、区の方の本部か

ら医師会にそういった指示を出して立ち上げてい

ただくことになりますが、正直、今、見ていただ

いている資料には詳しく書き込んでありませんで、

今回、改定に合わせてそこが書き込めるように、

現在、医師会と協議しているところでございます。 

○佐々木まさひこ委員 二次救急医療機関というこ

とであれば、いずれは災害医療支援病院とかそう

いう形になっているのではないか。 

○衛生部長 女子医大をはじめとした中核病院、あ

るいは災害拠点病院、あと拠点に対する災害拠点

連携病院、これら３種類ございまして、それらの

ところにそれぞれお願いしていく予定です。 

○佐々木まさひこ委員 先ほど申し上げましたとお

り、阪神・淡路大震災を教訓として国がこういう

災害医療に対する立て分けをきちんと組み直して

おります。ですから、この足立区の災害医療体制

も、そういったものに合わせてきちっと組み直し、

そして誰が何をやるのかということもはっきりと

させて、そして今度の地域防災計画の中に正しく

組み込んでいっていただきたいと思いますけれど

も、そのような答弁されましたけれども、再度お

願いします。 

○衛生部長 その点詳細にきちんと分かりやすく示

せるように、医師会と協議してまいります。 

○佐々木まさひこ委員 広域災害救急情報システム

というのは、災害時に被災した都道府県を超えて

被災地の災害拠点病院、救急病院の被災状況、現

時点での受入れ状況、受入れ可能人数など情報を

一元的に管理するものですけれども、東日本大震

災のときには、被災地の中でインターネット回線

が途絶したためにこのシステムが使えなくなりま

した。 

  このため災害拠点病院には衛星通信設備が備え

られていますけれども、災害拠点病院と連携する

災害拠点連携病院、災害医療支援病院に衛星通信

設備というのはあるのでしょうか、ないのでしょ

うか。 

○衛生部長 現在、医師会ですとか拠点になるとこ

ろには、そういった衛星の無線を設置しておりま

す。現在、そのほかのもう少し簡易版でスマホな

どでも使えるものを幾つか試験的に設置している

ところです。 

○佐々木まさひこ委員 分かりました。では、そう
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いったところも進めていっていただきたいと思い

ます。 

  また、区内の災害拠点病院等の水道管耐震継ぎ

手化、前にも要望しましたけれども、上下水道の

耐震化というのはもう済んでいるのですよね。 

○危機管理部長 先日も東京都の水道局と下水道局

が来まして、区内の耐震化されている場所を確認

しております。どこの病院のそばがまだかという

のは、細かく今記憶はしていないのですが、災害

のとき機能させるべき病院については、東京都の

方に要望はしてまいりたいと考えております。 

○佐々木まさひこ委員 病院は、非常に医療も高度

化して電気が通らないとほぼ難しい。それから水

を大量に使いますので、水がなければ厳しい。そ

ういったところも含めて、しっかりと対策をお願

いしたいと思います。 

  次に、あだち脳活ラボについて伺います。 

  「いつでも・どこでも・何回でも」気軽に介護・

認知症予防ということで、ＩＣＴを活用した新た

な高齢者施策への挑戦と、意気込みが分かるよう

なタイトルになっているのですが、この事業の成

果目標、どのように設定しているのでしょうか。 

  例えばスマホの登録人数の目標何人とか、Ｊ－

ＭＣＩなどで認知機能が疑われ認知症検診を受診

される方はどのくらい目標としているか。 

○高齢者施策推進室長 ＬＩＮＥの公式アカウント

の登録者数は、令和７年度、８年度実施して８年

度末で７，０００名、Ｊ－ＭＣＩの実施者数は４，

０００名、オンラインで介護予防プログラム利用

できますので、その利用者数は２，０００名とい

うことで指標を立てております。 

○佐々木まさひこ委員 かなり意欲的な目標ですね。

所管の意気込みを感じるところでございますけれ

ども、これから行っていく上で、課題はいろいろ

あろうかなと思っています。 

  まず１番目に、Ｊ－ＭＣＩ、「もの忘れチェッ

ク」「暮らしの脳トレ」など記載がありますが、

こういったもののやり方、取り組んでいくことで

の楽しみ方、徹底的に分かりやすくアピールしな

いと取り組んでいただく高齢者の方には刺さらな

いだろうなと思っています。 

  高齢者にとって、認知症というのは嫌な病気で

す。忌むべき病気の代表格です。 

  私、昨年、認知症検診の頭の健康度測定を区が

実施しましたけれども、ある高齢の御婦人のお宅

で、この検診のお知らせの封筒、黄色い非常に目

立つ封筒、あれをプッと一瞥して、「ふん、ばか

にすんじゃないわよ」って、ごみ箱にポンと捨て

るお姿を拝見したことがございます。吐き捨てる

ようにおっしゃいました。嫌なのですね、そうい

うふうに言われることが。 

  区は、このようにアプローチが結構難しいとい

うことは認識していらっしゃいますよね。 

○高齢者施策推進室長 はい、認識しております。 

○佐々木まさひこ委員 頭の健康度測定、今はその

言葉使っていないですけれども、柔らかな表現を

使ったところで、認知症の検診であることはすぐ

分かる。この検診は、物忘れがひどくなったなと

いう強い自覚があるとか、もしくは家族からいろ

いろ言われてしまって、そのような方が受診され

ているだろうなと思います。 

  どのような方が受診されているか、過去の検診

に関しては、その階層とか、そういうのは調査さ

れましたか。そういうことはしていない。 

○高齢者施策推進室長 受診票をお送りする際に、

簡単な物忘れのチェックができるようなリストも

入れておりまして、そこで、あれっと思った方は

是非受診してくださいという形でこれまで取り組

んでまいりました。 

○佐々木まさひこ委員 高齢者でスマホを持ってい

る方が７割という調査でしたけれども、ただ、多

いといっても、使いこなしているかというとまた

別問題なのですね。 

  キャッシュレス還元事業があるからＰａｙＰａ
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ｙ入れませんかと私が御高齢の方に申し上げても、

「私はいいわ」という方が結構多いという実感が

あります。「入れてあげますよ」と言ってやっと

ですよね。 

  つまり、このあだち脳活ラボの魅力を徹底的に

アピールして、浸透させないといけないと思うの

です。活用するのはスマホでデジタルですけれど

も、入り口は、チラシも何か作るようですけれど

も、魅力あふれるチラシ、こういうことができま

すよ、こんなことができるんだというようなこと

をチラシでアピールする、高齢者サロンで説明会

をやる、口コミ作戦など、徹底的に入り口はアナ

ログでアプローチしないと利用者は広がらないと

思いますが、いかがですか。 

○高齢者施策推進室長 佐々木委員おっしゃるとお

りだと思っております。今、チラシも作成してお

りますし、あとイベント、３月末にやります舎人

の千本桜まつりでも、ブースを設けて口頭で説明

をしていく予定です。 

  また、いろいろな会にもこちらから出張って、

高齢者の方々に分かりやすく説明をして、楽しそ

うだ、やってみようというふうに思っていただく

ような、足で稼ぐということをやっていきたいと

思います。 

○佐々木まさひこ委員 いいことおっしゃいました

ね、足で稼ぐ。しっかり足で稼いでいただきたい

と思いますので、よろしくお願いします。 

  専用端末無償貸与、約２年間で１００台とのこ

とですが、今のところ申込みは５０台程度という

ことで、東京都が、公明党の代表質問で、高齢者

のスマホ購入費用、あの例の７，０００ポイント

の恩恵にあずかれないということで２万円の助成

をする方針と答弁しました。これも活用すべきと

思いますが、いかがですか。 

○高齢者施策推進室長 この後、実際に始まってス

マホをというようなお話があった場合には、都の

補助制度を御案内したいと考えております。 

○佐々木まさひこ委員 Ｊ－ＭＣＩの１３の質問項

目というのを調べてみたのですけれども、一つ、

物の名前が出てこない。あれ、これを多用する。

曜日や日にちが分からない。３、薬の管理ができ

ない。４、医師や薬剤師の指導内容を覚えていな

い。５、生返事で何を聞いても「はい、大丈夫」

などと答える。６、ささいなことで泣き、大喜び、

激怒等につながる。７、同じ行動を繰り返す。発

言内容、日課、散歩コースなどの固定化。８、時

間を過度に気にして予定時間の前に行動を開始す

る。９、最近の物事を思い出せない。１０、処方

せんや診察券を紛失する。１１、検査室へたどり

着けないなど医療施設内で迷う。この先があれな

のですが、よだれや唾液が増える。１３、ろれつ

が回らず言語が不明瞭であるという１３の質問、

厳選された質問というふうにこれを開始された朝

田隆先生はおっしゃっていますけれども、診察室

でお医者さんから聞かれているのとは訳が違うの

だろうなと思うのです。 

  こういう質問が高齢者のプライドを傷つけるこ

とになりはしないかと若干心配がある。ろれつが

回らず言語が不明瞭であるなんて、スマホで言わ

れて、うーんとちょっと考え込んでしまったので

すが、Ｊ－ＭＣＩという手法は、医学界ではスタ

ンダードなものになっているのでしょうか。 

○高齢者施策推進室長 単体で活用されているとい

うところは聞いておりますが、こういった一連の

システムでというところでは、初の取組になって

おります。 

○佐々木まさひこ委員 老年医学会あたりでは全然

使われていません。老年精神医学会では、朝田先

生理事ですので、多少使われているという感じで

すけれども、ともかくこの検査の始まる前に「御

不快に思われる質問があるかもしれませんが、御

容赦ください」ぐらいの一文は入れておいたほう

がいいかなと思いますが、いかがですか。 

○高齢者施策推進室長 やはり取り組んでいただけ
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る方が不快に思われるようなことがないよう、そ

ういった文章については、事業者の方と調整の時

間が必要になりますが、入れていく方向で考えて

おります。 

○佐々木まさひこ委員 高齢者にとって、認知症と

は非常にセンシティブな病気であるということを

よく考慮して事業を展開していただきたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

  次に、高齢者施策について伺います。 

  これは毎度毎度予算特別委員会でも決算特別委

員会でも必ず私聞いてまいりましたけれども、ま

ず、緊急通報システムですけれども、主に単身高

齢者等、慢性疾患などにより日常生活を送る上で

常時注意を要する方となっています。 

  決算特別委員会で申し上げましたけれども、９

１歳の方が申し込んだところ、健康な方で薬など

全然服用されていない。地域包括支援センターか

ら断られてしまった。しかしながら、９０歳以上

の高齢ということ自体がリスクと考えるべきでし

ょうと申し上げて、一定の年齢以上の申込みが可

能となるよう要項を変更すべきと質問いたしまし

たけれども、緊急通報システムは東京都の予算が

２分の１入っているのでなかなか難しいというこ

とでございました。 

  そこで、せめて足立区がやっている高齢者見守

りサービス助成について、要項は緊急通報システ

ムと全く同じですけれども、この要件を例えば年

齢である程度区切って、それ以上の方は使えると

いうようなことにできないものかなと思うのです

が、そこら辺はいかがですか。 

○高齢者施策推進室長 今、佐々木委員御発言のと

おり、見守りサービスの方は区の事業ですので、

こちら要項を変えていくということは可能です。

今、年齢を幾つかで区切るのがいいのか、どうい

ったところまで範囲を広げるのかということで、

検討は続けております。 

  ただ、すみません、システム改修が伴いますの

で、標準化が終わりましたらシステム改修という

形にならざるを得ない状況が今ございますので、

稼働については少し先になるかと思います。 

○佐々木まさひこ委員 財政課長、いつもこういう

事業を要望すると、システム改修にお金が掛かる

と言ってなかなか進まないのですね。財政課長に

文句言ってもしようがないけれども、ただ、機動

的に事業を展開していく上で、そういったことが、

ＳＥの人手不足という問題もあって、今、標準化

対応ということもあって、なおさら事業の展開が

非常に遅れているという御認識だけは持っていた

だきたいと思いますが、いかがでございますか。 

○財政課長 ＳＥ不足でいろいろなシステムが遅れ

ているというところも認識しております。ただ、

必要なものについては、ＳＥの確保ですとかいろ

いろ手段を講じて、必要な予算についても確保し

ていきたいと考えております。 

○佐々木まさひこ委員 続いて、徘回高齢者の位置

検索システムについてお伺いしますけれども、区

は、新年度からこのシステムについて月額４，５

００円を助成するとしています。加入料の５，２

５０円は変わらないのですか。 

○高齢者施策推進室長 変わりません。 

○佐々木まさひこ委員 高齢者の見守りとか、ＧＰ

Ｓなどと検索しますと、ほとんどがスマホでの見

守りサービスが出てきます。認知症の方がいつで

もスマホを持って外出してくれればいいですけれ

ども、そういうケースは逆に少ないだろうなと思

うのです。やはり通常履いている靴だとか、衣服

に付けているタグなどがいいわけですけれども、

警備会社で見守りタグを提供しているところがあ

ります。ここは、家から外出すると警告を出して

くれるサービスもあります。別の警備会社では、

スマホ型ですけれども、警備員が駆け付けるサー

ビスもあって、加入料４，４００円、月額１，２

００円です。これは両方とも大手の警備会社です。 

  ネットなどで検索しても、ＧＰＳのタグなどは
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様々な種類のものが販売されています。そういっ

たものを衣服のポケットなどに幾つかも忍ばせて

おけば、万が一外にお出になっても、スマホなど

でトレースすることができるということだろうと

思います。 

  高齢者見守りサービス助成開始したときもさん

ざん申し上げたのですが、このサービスを使って

できる民間のサービス、助成ですから、民間のサ

ービスなどをよく調べて、地域包括支援センター

などに一覧を配布して、御利用なさる方が使いや

すくしなければ、またせっかくの事業が利用され

ない事業になってしまいます。この点もくれぐれ

もよろしくお願いしたいと思いますが、いかがで

しょうか。 

○高齢者施策推進室長 以前、佐々木委員の方から

御提案がありまして、一覧を作りまして、包括の

方で、あくまでも相談のときの参考となるような

形で包括の方には配布しております。 

  また、最新版、今、見直しをしておりますので、

包括の方に提供して、相談のときに活用していた

だきたいと考えております。 

○佐々木まさひこ委員 だから、徘回高齢者一斉検

査システムもサービスがいろいろあるから、そう

いったものの一覧も作ってねと今の言ったのです

が。 

○高齢者施策推進室長 位置検索システムのそれも

含めてやっております。 

○佐々木まさひこ委員 私かつて、就寝後に御主人

が家の玄関を開けて出ていってしまうので困って

いるという御相談を受けたことがございます。 

  奥さんといろいろ話し合って、玄関その家は引

き戸だったのですが、風鈴付けましょうかと言っ

て、風鈴を買ってきて付けたのですけれども、夜

中だと風鈴が鳴っても気付けないということが分

かりまして、どう解決したと思いますか、福祉部

長。今、下を向いたので、あえて指しますけれど

も。 

○福祉部長 ちょっと分からないです。体に鈴か何

かを付けたとか、そういうことではないでしょう

か、分かりません。 

○佐々木まさひこ委員 思いどおりの返答していた

だいてありがとうございます。 

  引き戸なので、窓用のストッパー、（現物を示

す）委員長、すみません、これだけちょっとみん

なに見せたい。 

○長沢興祐委員長 何ですか、それ。 

○佐々木まさひこ委員 窓用ストッパー。 

○長沢興祐委員長 はい、どうぞ。 

○佐々木まさひこ委員 これ窓用ストッパー、５０

０円ぐらいです。引き戸だったので、引き戸の下

の部分にこの窓用ストッパーを付けた、カチッと。

簡単に開いて閉まるやつ、これを付けたのです。

そうしたら、御主人開けようとガチャガチャとす

るけれども、ふだんの錠の開け方は知っているの

ですよ、内鍵ですから。だけど、その窓用ストッ

パーを掛けたら出られなくなった、だから全然解

決しちゃったのです。ＧＰＳを持ってもらおうか、

どうしようかなどと奥さんといろいろ話し合った

けれども、要はこの５００円の簡単なものですぐ

に解決しちゃった。 

  このケースから私が学んだことは、一番困って

いることは何かよく相談して解決策を見つけるこ

とが大事。ＧＰＳタグを持っていってくれなけれ

ば何の役にも立たない。 

  だから、相談に当たる地域包括支援センターに

は、よく話を聞いてその家庭に合った方法を模索

してもらいたい、そのようにお願いしますが、い

かがですか。 

○高齢者施策推進室長 包括の方には、じっくり話

を聞いて相談を受けるよう伝えてまいります。 

○佐々木まさひこ委員 あと高齢者の見守キーホル

ダー、光を反射する素材で靴にも貼れるような粘

着力の強いものを作ってほしいという要望をして、

当時の課長が、まだ今の在庫があるから駄目よと
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言ったら、区長が突然立ち上がって、いいことだ

からやりますとおっしゃっていただいて、これは

作っていただきました。 

  これ、今までにどのぐらい配布されましたです

か。 

○高齢者施策推進室長 すみません、１２月の時点

では８０幾つだったかと思うのですが、確認しま

す。 

○佐々木まさひこ委員 今、様々申し上げましたけ

れども、私も高齢者の範疇に入ってまいりまして、

様々体力の衰えとか感じることも多くなってまい

りました。 

  そうはいっても、元気で働いて、そして区民の

皆様のために様々な施策、自分だからこそ感じる

ことができる、そういったこともあるだろうと思

いますので、そういったことも含めて、しっかり

とこれからも皆様のために、区民のために頑張っ

てまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお

願いいたします。 

  以上で終わります。ありがとうございました。 

○長沢興祐委員長 次に、共産党から質疑がありま

す。西の原委員。 

○西の原ゆま委員 日本共産党の西の原ゆまです。

よろしくお願いします。 

  子育てサロンは、区内６４か所、年延べ３０万

２，９７６人の利用があります。時間、曜日によ

ってはたくさんのファミリーが参加し、専門スタ

ッフが気軽にその場で相談に乗ってくれ、とても

助かっているという声を聞きました。身近なとこ

ろに子育てサロンがあることについて質問します。 

  まず、子育てサロンを利用している方に向けて、

アンケートが２月まで行われていたと地域の方か

ら聞きました。肯定的な意見が多いと聞きました

が、課題も見えてきたのではありませんか。 

○住区推進課長 子育てサロンのアンケート、２月

取らせていただいておりまして、まだ集計中では

ございますけれども、例えばですけれど、児童館

の子育てサロンのところでは、保護者の方が、壊

れているものがあるですとか、そういった課題の

御意見も頂いております。 

○西の原ゆま委員 この子育てガイドブックに、拠

点型子育てサロンには保護者のためのほっとひと

息コーナーがあると書いてあります。ほんの少し

の時間、お子さんと離れて一人の時間を過ごせま

す。子どもは専門スタッフが見てくれているので

安心であり、親御さんが一人になれる時間も大切

な育児疲れを癒すタイムになっています。 

  拠点型子育てサロンに通っているママさんは、

そのようなコーナーがあるのと、通っているのに

知らなかったのです。ママさんにもっと分かるよ

うに周知をするべきではありませんか。 

○住区推進課長 通っている方が知らなかったとい

うのは、大変申し訳ございませんでした。広く、

そういったコーナーがあるということは、引き続

き周知していきたいと考えております。 

○西の原ゆま委員 このパンフレットに、ほっとひ

と息コーナーがありますと、ここにも書いてみた

らどうですか。 

○住区推進課長 そのチラシも含め、今後どういっ

た形で周知できるのか、検討していきたいと考え

ております。 

○西の原ゆま委員 このほっとひと息コーナーとい

うのは、拠点型だけではなくて、児童館の子育て

サロンにも人を置いて、このほっとひと息コーナ

ーを作るべきではありませんか。 

○住区推進課長 現在、ほっとひと息コーナーを拠

点型で行っておりますのは、そこに専門のスタッ

フ２名が常に常駐しているというところもござい

ます。 

  児童館型の子育てサロンにつきましては、児童

館の職員が対応しているというところもございま

して、そこはなかなか検討が必要かなと思ってお

ります。 

○西の原ゆま委員 検討をお願いします。 
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  ギャラクシティの子育てサロンを利用されてい

るママさんからの声として、ハイハイスペースが

とても狭く、土日だと、パパママ一緒に参加され

るファミリーが２組いるだけでいっぱいになって

しまうそうです。 

  工夫をして、ハイハイスペースをもっと広げる

ことはできると思いますが、どうですか。 

○住区推進課長 ギャラクシティの子育てサロンに

つきましては、特に土日は、かなり人が混雑する

という状況もございます。０歳、１歳の方のスペ

ースとそれ以上のお子さんたちのスペースという

のは、分けないとかなり危険だというところもご

ざいますので、どこまで広げられるか等につきま

しては、今後確認していきたいと考えております。 

○西の原ゆま委員 検討をお願いします。 

  そして休日は、上の小学校１年生のきょうだい

がいるときも、子育てサロン入りたくてもその小

学校１年生は入れないと言っていました。外でゲ

ームをさせていると言っていました。 

  親の隣にいれば特に一緒にいても問題はないと

思います。改善できると思いますが、どうですか。 

○住区推進課長 先ほども少し申し上げましたとお

り、かなり小さな０歳のお子さんたちもいらっし

ゃいまして、その方と小学生が一緒になるとなか

なか厳しいかなと、今は考えております。 

○西の原ゆま委員 親の横にいれば一緒にいても大

丈夫だと思います。 

  拠点型の方は、開設時間４時までとありますけ

れども、子どもたちは午後お昼寝をして午後３時

ぐらいから活発に遊ぶ時間になるので、ママさん

と子どもたちは子育てサロンに向かうそうですけ

れども、お片付けの時間もあって実質４５分しか

遊べないそうです。もう少し時間を延長してほし

いという切実な要望が出されました。 

  延長の検討をしてほしいと思いますが、その点

はどうですか。 

○住区推進課長 利用者さんから、時間については

少し延長してほしいという声も私の方も聞いてお

りますので、施設によってセキュリティーなどい

ろいろ課題はございますけれど、検討はしていき

たいと考えております。 

○西の原ゆま委員 お願いします。 

  ワンオペ育児疲れで、少しの時間でも近所の子

育てサロンに行って、スタッフさんの第三者の目

があるだけで助かる。ママさんたちの居場所にな

っている。そっと話を聞かせてください。ほっと

ひと息ついてください。きっと力になれると思い

ますと、この子育てサロンのメッセージがあるよ

うに、子育てに自信を持てなくなってきているマ

マさんにとって、無料で予約なしで安心して子ど

もが遊べる施設、外に出てリフレッシュしたいな

と思ったら、子育てサロンにお越しくださいと書

いてあります。 

  しかし、実際は子育てサロンに来るファミリー

がそれなりにいるので、専門のスタッフさんとお

話をしたくても、ファミリーが来るたびにエント

ランスを開けてくれ、靴を靴箱に入れてくれ、赤

ちゃんの抱っこひもを取ってくれたりと対応して

いるので話せないそうです。話せるのは雨のとき

ぐらいだと言っていました。 

  拠点型子育てサロンに通っているママさんから、

平日の日中もママさんや子どもたちがたくさんい

て、そして土日は上のきょうだいたちも来るので、

６、７組が常にいる状態で、専門スタッフさんは

２人体制ですが、常に忙しそうでちょっとした相

談、お話ができる状態ではないそうです。スタッ

フを増やしてほしいという要望ですが、いかがで

すか。 

○住区推進課長 今年度から、イベントなどを行う

際、教室などを行う際は、２名ではなくて３名体

制にしていただくなど、少し工夫して今取り組ん

でいるところではございます。 

○西の原ゆま委員 是非、日中でもスタッフを増や

すことを要望したいと思います。 
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  新宿のある児童館に子育てサロンのような居場

所があります。そこでは、このようにくるくるリ

サイクルといって、児童館の入り口に、もう使わ

なくなったお子さんのお洋服、おもちゃ、ミルク、

バウンサーが棚に置いてあり、誰でも寄附できて、

そして自由に持っていけるものです。 

  そのママさんは、初め、使わなくなった未開封

の粉ミルクを寄附したら次の日にはもうなくなっ

ていたそうで、必要な人に届いてよかったと話し

ていました。そして、その棚にあったアンパンマ

ンの帽子を子どもが見つけて、どうしても欲しい

と言うのでもらったら、毎回のお出かけでその帽

子をかぶって、お気に入りの帽子になったそうで

す。物価高騰により生活が大変な中、子育て世代

の皆さんにはとても喜ばれていると言っていまし

た。 

  足立区も、６４か所子育てサロンを開設してい

るので、くるくるリサイクルのようなことを是非

やってほしいと思いますが、いかがですか。 

○住区推進課長 私ども、そこがどういった仕組み

でやられているのかまだ分かりませんので、まず

は、その課題の整理ですとか、状況の確認から始

めさせていただきたいと思います。 

○西の原ゆま委員 よろしくお願いします。くるく

るリサイクルや、お友達をつくったり、出会いの

場所になっている子育てサロンの拡充を求めて、

次に移ります。 

  小・中・高校生の自殺した方が、今年、過去最

高５２７名でした。自殺を企図、企図しようとし

ている若者たちにつながって支援強化をしなけれ

ばいけない深刻さが増しています。 

  足立区は、こころといのちの相談支援ネットワ

ーク会議の中の資料に、「気づく、つながる、い

のちを守る」とし、「つながる」の項目にこの相

談支援ネットワークの重要性を掲げています。自

殺に関わる団体、医療団体、警視庁や鉄道会社な

ど３７団体が集まり、自分たちが持ち得る情報を

交換する、意見交流できる大事な会議だと認識し

ています。どうですか。 

○こころとからだの健康づくり課長 西の原委員御

指摘のとおり、３７の関係機関に集まっていただ

いて、意見交換等をする絶好の機会ですので、重

要な会議だと認識しております。 

○西の原ゆま委員 令和６年度ネットワーク会議の

中で情報交換、意見交換という時間が設けられて

いましたが、そこに参加したＮＰＯ団体の方から、

あまりに時間が短過ぎて記憶がないと寄せられま

した。せっかく専門の方やそれぞれに関わりのあ

る団体が集まって情報共有できる場所があるのに、

残念だったとのことです。 

  自殺地として多いハイリスク地、足立区はどこ

なのか警察に情報を教えてもらうこと。自殺され

た方の７０％が自殺する前に専門機関に相談して

いたという統計があるが、なぜ自殺を防ぐことが

できなかったのか。その要因はどんなことが考え

られるのか。集まっている専門家たち、ネットワ

ークの皆さんと意見交換することだってできると。 

  ネットワーク会議の中に情報交換、意見交換の

時間を十分に取って、双方向型でやり取りができ

るようにすべきだと思います。そして、テーマな

ども決めて、そこに焦点を当てて話し合うことも

できると思います。改善してほしいと思いますが、

いかがですか。 

○こころとからだの健康づくり課長 今、西の原委

員御指摘のとおり、多くの団体に御参加いただい

ていまして、更に協定を結んでいるライフリンク

★★説明ですとか、そういったものもありますの

で、今のところ十分な意見交換の時間が取れてい

ないのが現状でございます。申し訳ございません。 

  今後、今、年間１回やっているところですけれ

ども、回数の増等も含めまして、実効性ある対策

に結び付けるような、意見交換をできるような形

に改善してまいりたいと思います。 

○西の原ゆま委員 足立区では、小・中学校全体で
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ＳＯＳの出し方授業を行っています。しかし、Ｓ

ＯＳを出す側への授業だけでなく、ＳＯＳを受け

取る側の対応も非常に重要だと思います。既に子

どもたちのＳＯＳが出されていて、うまく対応で

きていない。 

  よくあるケースは、教員が子どもに相談をされ

て、すぐ聞いたまま親に話してしまい、親が先生

に相談したことを知っていて、子どもが相談しな

ければよかったと思うこともあると。そうならな

いように、受け手側の対応も研ぎ澄ませていかな

いといけないと思いますが、どうですか。 

○こころとからだの健康づくり課長 西の原委員お

っしゃいますとおり、子どもがＳＯＳの出し方を

学ぶ以外にも、受け取り手である教員の方にしっ

かり受け止め方等をお伝えしていくことは重要だ

と思っています。 

  現在、教員向けのゲートキーパー研修は毎年実

施しているところでして、加えまして、出張ゲー

トキーパー研修としてスクールカウンセラーです

とかスクールソーシャルワーカー向けの研修も実

施しているところでございます。 

  今後、そういった取組の方も充実させていきた

いと思っております。 

○西の原ゆま委員 実際に相談に乗ってうまくいか

なかったケースもあれば、うまくいったケースも

あると思います。誰にも言わないでほしいと子ど

もから相談されたとき、まず話を聞いて、親との

関係において問題が見えて、親に殴られるから言

わないでほしいということが分かって、スクール

カウンセラーの先生が具体的な話を聞いて、スク

ールソーシャルワーカーも入って、親に伝えてい

いよと子どもから意思表示がされて、親の支援も

必要ということで支援が始まったと。 

  全ての先生たちが、教育相談研修の中で、子ど

もたちのＳＯＳの受け止め方、集団で解決するや

り方をしっかり身に付けていけるような研修が、

今、必要ではありませんか。 

○こころとからだの健康づくり課長 衛生部の方で

も、教員向けのゲートキーパー研修やっていると

ころですが、教育委員会の方でも校長向けの外部

講師をお呼びした研修も実施していると聞いてお

ります。連携して取組を進めてまいりたいと思っ

ております。 

○西の原ゆま委員 先ほどのネットワーク会議に参

加しているＮＰＯの方から、子どもに誰にも言わ

ないでと言って相談されるとき、自分がどのよう

に接していいか分からない、相談に乗るのがおっ

くうになったという先生もいるということを聞い

てびっくりしたそうです。 

  一方で、正しい知識があれば支援につながりま

す。ＳＯＳの受け手の知識を身に付けるための研

修を強く求めて、次に移ります。 

  江北平成公園は、地域の人に、本当に幅広い層

に親しまれています。この公園、防災の拠点とし

て避難所となっています。地域要望としてかまど

ベンチが設置されました。それはとてもよかった

のですが、しかし、地域住民の皆さんは、かまど

ベンチの使い方が分からないから、地域の防災訓

練などかまどベンチの使い方を習得していく必要

があると意見が出されました。 

  いざ災害に遭ったとき、要望したかまどベンチ

を使いたくても、使える人が一人もいないのであ

れば何のためのベンチなのかと。かまどベンチを

活用した訓練も地域住民の方とともに実践するこ

とが大事な取組だと思いますし、行ってほしいと

いう地域の要望あります。いかがですか。 

○災害対策課長 せっかくの設備でございますので、

地域の方々が使っていただくのが一番だと思いま

す。避難所訓練とかでそういった御要望あれば、

我々で対応できるように取り組んでまいりたいと、

そういうふうに思います。 

○西の原ゆま委員 次に、高野小学校跡地のスポー

ツ施設について、施設の中は多目的室が建設され

ると聞いています。 
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  その場所の一部のスペースを活用して、椅子や

テーブルを置いて、地域住民のためのスペースを

つくることができると思います。お年寄りがいて

もいい、小学生や中・高生が勉強しに来てもいい、

区民にとって開かれた居場所がつくれると思いま

すが、いかがですか。 

○スポーツ振興課長 多目的室、様々な用途がある

と思います。今のところは、会議ですとか、大会

の開催時の本部ですとか、そういったところで考

えているところでございます。 

○西の原ゆま委員 せっかくできますので、区民に

とって開かれた居場所をつくっていただくことを

要望したいと思います。 

  次に移ります。 

  日本共産党は、繰り返し、舎人ライナーの混雑

解消に向けて、開業直後から、毎年直接東京都交

通局へ行き改善を申し入れてきました。 

  議会では、交通委員会で、党派を超えて多くの

方から強い改善の要望が出されている、過去にも

決議が上がっていると聞きました。 

  私からも、区民の方から舎人ライナーの混雑に

ついて意見が毎年たくさん寄せられるため、抜粋

して紹介したいと思います。 

  扇二丁目在住の方、長女が都心に働きに行って

いますが、舎人ライナーが混み過ぎて、扇から乗

るのはとても大変でバスにしましたが、帰宅が夜

の１１時過ぎになる。そういった勤務のときはバ

スがなく、またライナーに戻しました。 

  江北在住の方、舎人ライナーの車両を増やすな

ど検討してほしいです。混み合い過ぎて利用をた

めらうレベルです。 

  皿沼在住２０代の方、もう少し舎人ライナーの

混雑がどうにかならないか。お金がたまったら北

綾瀬に引っ越したい。混雑解消してほしい。 

  この区民の皆さんの要望を、至急に応えて改善

しなければいけません。コロナ禍で一時期すいて

いましたけれども、今はコロナ以前と同じくらい

の混雑さが戻ってきていると話してくれた方もい

ました。 

  私も、朝のラッシュ時に利用することがありま

すが、圧迫感があり、苦しいと思うときもありま

す。毎日の通学や通勤で使う方のストレスは計り

知れません。 

  ライナー沿いにはファミリー向けのマンション

が次々と建てられ、まち並みが変わりつつありま

す。区民の皆さんの声を、私たちも毎年東京都交

通局に申入れ交渉のときに伝えていますが、区と

しても、出された声を届け、混雑解消を図ってほ

しいと思いますが、どうですか。 

○交通対策課長 西の原委員のおっしゃるとおり、

いろいろ私の方にも混雑対策の意見入っています

ので、交通局との促進連絡会とか今月末にはあり

ますので、引き続き要望してまいります。 

○西の原ゆま委員 この地域の声は毎年寄せられて

いまして、これはたくさんの人から寄せられた声

の抜粋でありますので、私たちも頑張りますけれ

ども、是非、足立区からも混雑解消に向けて図っ

ていただきたいと思います。 

  これで私の最後の質問を終わりにしたいと思い

ます。ありがとうございました。 

○長沢興祐委員長 続いて、自民党から質疑があり

ます。工藤委員。 

○工藤てつや委員 皆さんこんにちは。自民党の工

藤でございます。この時間は、岡田委員と２人で

お昼の１２時まで対応していきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

  私の方から、まず初めに、先週の金曜日に財政

課の方からいただきました小・中学生教育費に対

する保護者負担軽減策について、幾つか伺いたい

と思います。 

  まず、この施策を実施するに至った経緯につい

て伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○政策経営課長 子育てに関するアンケートという

ことで、政策経営課の方で１２月に実施させてい
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ただきました。 

  この中で、まず、単純集計ということで総務委

員会の方でも御報告させていただいたのですが、

子どもの生育に関して非常にお金が掛かるという

ところが、アンケートの様々なところで一番多く

御回答いただいていると。そういったこともあっ

て、こういった施策の方を検討するに至ったとい

うところでございます。 

○工藤てつや委員 我が会派からも、先月の２月１

７日に近藤区長宛てに要望書も提出させていただ

きました。是非保護者目線で、本当に重要な施策

だと思いますので、計画的に進めていただきたい

と思います。 

  今回、予算規模が１８億円余ということでかな

り多額になっておりますけれども、スケール感と

しては、どのように区として捉えているのか伺い

たいと思います。いかがでしょうか。 

○財政課長 給食費など無償化の事業につきまして

も、小・中学校合わせまして２０億円ということ

で、それと比較しましても、かなり大きな金額規

模かなということで認識はしてございます。 

○工藤てつや委員 それと、ちょっと中身を見てみ

ますと、こちらの入学準備金というのがあるので

すが、ここに括弧で「区立、私立問わない」とい

う記載があるのですけれども、その他の項目につ

いて、私立に行かれている御家庭の部分というの

は補助の対象になるのでしょうか。 

○学校運営部長 現在検討しているのが、４種類の

補助がありまして、工藤委員から御発言ありまし

た入学準備金の方は、区立、私立問わずというふ

うに考えておりますけれども、そのほか教材費、

修学旅行、自然教室については、区立学校に通っ

ているお子さんたちを対象に、今のところ補助を

考えているところでございます。 

○工藤てつや委員 分かりました。今回、予算規模

が１８億円余ということですけれども、この財源

の内訳と、それからこれ毎年財源を確保していか

なければならないという考え方あるかと思うので

すが、この辺について大丈夫でしょうか。 

○財政課長 財源の内訳につきましては、今のとこ

ろですが、先ほどお話が少し出た小・中学校の給

食費の無償化相当の都の２分の１の補助、約１０

億円ほど入ってまいります。そちらと、今、特別

区競馬組合の方から配当金が毎年ございまして、

ここ数年の経過ですと６億円ぐらい毎年入ってき

てございます。うち２億円は子どもの未来応援基

金の方に充当させておりますが、残りの４億円を

充当するというところと、残りにつきましては、

今回、令和７年度の当初予算、予算のあらましに

も記載させていただいているとおり、都区の財政

調整交付金の方がかなり来年度プラス５０億円増

ということで、今後もそのような傾向が見てとれ

ますので、当面はそちらを充てていくような形で、

継続して実施できると考えてございます。 

○工藤てつや委員 毎年しっかりとした財源を確保

した上で、この施策を継続的に実施していただき

たいと思います。 

  それから、項目選定、るるございますけれども、

この部分についての意図というか、考え方につい

て伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○学校運営部長 項目選定といいますと、どのあた

りの項目選定でございましょう。 

○工藤てつや委員 これをなぜ選んだか。 

○学校運営部長 基本的に、保護者の金銭的な負担

が大きいというアンケート結果がありまして、そ

の中では習い事のお金等が掛かるというお話もあ

りました。なかなかそこに行政として手を入れる

というのは難しいので、学校で標準的に使う経費

について補助するものによって、浮いたお金をそ

ういった習い事等に使っていただきたいというこ

とも考えて、繰り返しですけれども、学校で標準

的に使う経費についての補助というふうな形にな

るかと思います。 

○工藤てつや委員 非常に幅広い項目になっていて、
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よろしいのかなと思うのですが、既に他の行政区

で実施をしている状況もあろうかと思いますが、

他の行政区と比較して、当区としてはどのような

状況なのかお聞きしたいと思いますが、いかがで

しょうか。 

○財政課長 他区のプレスの発表の情報などを集め

ているところでございますが、例えば品川区です

と、制服代の補助ですとか教材費の補助というと

ころがございます。また、葛飾区につきましては、

教材費、修学旅行費の補助というところがござい

ます。 

  ほかの区と比較しますと、足立区、今回の案に

つきましては、教材費、修学旅行費、自然教室費、

更には入学準備金というところがございますので、

かなり幅広く今回御提案させていただいている内

容と認識してございます。 

○工藤てつや委員 非常に手厚く、幅広く補助され

ているのかなと実感しております。 

  私も、過去の予算委員会の中で各学校の制服の

価格差を取り上げて、義務教育なのにもかかわら

ず、学校にこの差があるのはどうなのかというこ

とで以前提言したことがあるのですけれども、こ

の部分についても改善されるようなイメージでよ

ろしいでしょうか。 

○学校運営部長 各校の標準服の費用について、な

るべく標準化したいと思っておりますけれども、

なかなかそこに手を入れるまでには時間が掛かる

かなと思っております。 

  今回の入学準備金というのは、一律一定の金額

を保護者の方にお支払いするということで、その

中で標準服の費用も賄っていただければというふ

うに思っているところでございます。 

○区長 ということになりますと、こちらでお配り

する額より高い学校のところには、当然のことな

がら、軽減されるとはいうものの、親御さんの負

担が一部生じる可能性が出てきます。そうします

と、全額基本的には賄える学校がある一方で、自

己負担がある学校が出てくるということになりま

すと、自然のことながら、基本的にお配りする金

額で収まるように変えていこうというようなプレ

ッシャーが、それぞれの学校で出てくるのではな

いかなと私どもは期待しております。 

○工藤てつや委員 分かりました。これだけの大規

模な保護者の負担軽減策というのは、過去になか

ったのではないかと思います。 

  区としての今後の意気込み、それから今後の具

体的なスキームも含めて再度伺いたいと思います

が、いかがでしょうか。 

○区長 意気込みのところは、私の方からさせてい

ただきたいと思います。先ほどちょっと出ました

けれども、とにかく経済的に負担が大きいので、

何かしてあげたい、何かさせたいけれども諦めざ

るを得ないというような声がある中で、こういっ

た負担軽減でございますので、是非とも今まで諦

めざるを得なかったようなところにこの分のお金

を回していただいて、お子さんの経験ですとか体

験の充実に是非振り分けていただくことが、こう

した多額な保護者負担の実施については意味があ

るところだと思いますので、是非その辺のところ

も各御家庭でお考えいただきたいというように発

信していきたいと思います。 

○工藤てつや委員 区長、心強いお言葉ありがとう

ございます。冒頭申し上げましたけれども、私ど

も自民党としては、２月１７日に区長の方に要望

書を提出させていただいてから、本当に短期間で

こうやって対応していただきましたことに心から

感謝申し上げたいと思います。 

  これからも、私どもとしましても、保護者、教

育関係者の皆さんからもしっかりと声を頂きなが

ら、この施策をバックアップしていきたいと思い

ますので、是非財源の部分も含めて、計画的に進

めていただきたいと思います。 

  次に、ちょっとお話変わります。千住の学びピ

アについてお尋ねしたいと思います。 
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  先日、学びピアの７階にあったレストランの跡

利用について、へんみ委員の方からも質問があっ

たかと思いますけれども、そこには地域包括支援

センターと、会議室にはひきこもりの支援事業者

が入るということでございました。 

  残念ながら、レストランについては、公募を掛

けたところ募集がなかったということで伺ってお

りますけれども、跡利用としてその２つの事業者

が入ることになった経緯について、改めて伺いた

いと思いますが、いかがでしょうか。 

○福祉部長 その２事業者は、いずれも区からの委

託事業者でございまして、いずれの事業者とも、

今回事業者が替わったのですね。替わったことに

よって支援の場所を探す必要があった、場所が替

わる可能性があった。そうすると、事業者が替わ

る度にその支援の場所が替わるというのは、なか

なか区民の方に御迷惑をお掛けするということで、

今回、公共施設の中に入れさせていただくことに

いたしました。 

○工藤てつや委員 そういった方針は、今後も考え

方的には続いていく感じでしょうか。 

○福祉部長 これまでも地域包括支援センターに関

しては、例えば特養の中に入っていたり、病院の

中に入っていたり、そういった中で、区民の方か

ら分かりづらい、入りづらいという意見を頂いて

いました。 

  包括の方でも、今、これ評価項目になっている

ので工夫はしてもらっているのですが、やはり分

かりやすいという意味では、公共施設に入れてい

くという方針を今後進めてまいりたいと考えてお

ります。 

○工藤てつや委員 もちろん、そういった公共施設

への配置については理解ができますけれども、あ

そこの学びピアの７階にあったレストラン、個人

的に私利用していましたし、後援会の行事として

使わせていただいておりました。それから、地域

の皆様の憩いの場として利用されていた経緯があ

ったかと思います。 

  今回の事業者の入居に際しても、そういった場

所を残してほしいという地域からの要望もあった

かと思うのですが、この点についてはどういった

対応をされたのか伺いたいと思います。いかがで

しょうか。 

○福祉部長 工藤委員から、地域からのそういった

声があるということを私の方もお伺いしておりま

した。ですので、今回、地域包括支援センターの

中の一部分に、従前あそこのレストランで使って

いたテーブルとか椅子を活用して、誰でも使える

ようなスペースをつくる方向で今進めております。 

○工藤てつや委員 私の方からも、あそこの場所、

公共施設になるのは仕方ないけれども、飲食スペ

ースが全くなくなってしまうということでありま

したので、是非これを設けてほしいということで

お伝えをしていたかと思いますが、きちんとこの

飲食スペースが確保できるという考え方でよろし

いでしょうか。 

○福祉部長 事業者に１日何回か散らかっていたら

きれいにしてもらうなど、飲食が可能なように進

めています。 

○工藤てつや委員 きちんとしたスペースを確保し、

飲食スペースを確保していただけるという認識で

よろしいですか。 

○福祉部長 そうですね。飲食も可能なスペースを

確保したいと思います。 

○工藤てつや委員 ありがとうございます。是非計

画的に進めていただきたいと思いますし、地域の

皆さんへの周知も、特に近隣の方々が物すごく気

にされていますので、そこの部分をしっかりとし

ていただきたいと思います。 

  子どもから高齢者まで、今、居場所のニーズが

高まっていて、重要度がどんどん高まってきてい

ると思うのですが、先日、この予算特別委員会の

中で近藤区長の方からも、新しくて大きな居場所

ということではなくて、公共施設のスペース、そ
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ういった小さいところも活用しながら少しずつ増

やしていきたいというようなお話がありましたけ

れども、学びピアの場合はどうなのか、見解伺い

たいと思いますが、いかがでしょうか。 

○中央図書館長 学びピアの居場所でございますけ

れども、２月の中旬に、学びピアの１階のロビー

のところにテーブル４つと椅子８脚を置かせてい

ただきました。こちら飲食も軽食も可能というこ

とにさせていただきましたら、例えば祝日などは

中・高校生が勉強で使って、しかも軽食を取りな

がらという形で、正に小さな居場所として活用さ

せていただいておりますので、こちら引き続き運

用していきたいと思っております。 

○工藤てつや委員 是非、そういった考え方で進め

ていただきたいと思います。 

  次、お話が変わります。有事の際の災害対策本

部の電源確保について伺いたいと思います。 

  まず、大規模な災害が発生して完全に電源が喪

失した場合、この本庁舎の電気というのは確保が

できるのか。大規模災害を想定した場合は、本庁

内の電気についてどのような状況になるのか伺い

たいと思いますが、いかがでしょうか。 

○庁舎管理課長 停電した場合、非常用発電機が自

動稼働し、電気の供給を行います。非常発電機で

は、照明の１２．５％、コンセント回路の１５％、

エレベーター等が使用できる状態です。 

○工藤てつや委員 それでは、非常用発電機が稼働

する場合、何時間ぐらい電気を確保することがで

きるのか。消費電力については、おおむね照明が

４０％で、コンセントで使うものというのが５

０％という比率もあるようですけれども、非常用

電源で確保できると想定しているのか伺いたいと

思います。いかがでしょうか。 

○庁舎管理課長 非常用電源の稼働時間は、最低限

７２時間を想定しております。非常事態に対する

ことから、使用できる電源は最小限に限られるも

のになります。 

○工藤てつや委員 今の御発言ですと、非常用発電

機で７２時間。ということは、最小限度の電気が

３日しかもたないということですね。 

  では、大規模災害時に特に情報収集ですとか指

揮系統となり得る災害対策本部については、安定

的な電源の確保が望ましいと思いますけれども、

先ほどお話にございました非常用発電機の稼働の

時間７２時間、つまりその３日を超えた場合、防

災拠点としての機能を実際に果たせるのかどうか

心配なところですけれども、全館が停電になった

場合でも、災害対策本部は最優先に電力を確保す

るための対応が必要と考えますが、この点につい

て、区としてはどのように考えているのか伺いた

いと思います。いかがでしょうか。 

○庁舎管理課長 基本的に、停電が起きた場合は非

常用発電機で稼働していくという前提ですが、今

現在行っております北館の改修工事におきまして、

屋上にガス式非常用発電機を設置する予定です。

その発電機によって、南館の７階の対策本部と８

階の特別会議室には電源を送る予定となっており

ます。 

○工藤てつや委員 今のお話ですと、南館７階の災

害対策本部と８階の特別会議室にはガス式非常用

発電機で電気を送るということだと思うのですけ

れども、例えば突発的な不具合でその電気が送れ

なくなった場合、電源を喪失して指揮系統として

の機能全て失ってしまうのではないかと思うので

すが、この点についてはいかがでしょうか。 

○庁舎管理課長 重油式の非常用発電機及びガス式

の非常用発電機が稼働しなくなったら、現時点の

庁舎の設備としては、電源供給の限界だと考えて

おります。 

○工藤てつや委員 今の現況の設備では限界という

お話がありました。つまり、ガス発電機ですとか

南館の地下の非常用発電機が稼働しなくなった場

合を想定すると、全ての電源を失うということに

なると思います。 
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  それでは、その災害対策本部と特別会議室の電

気が失われた場合はどうするのか。足立区の防災

拠点としての機能を全て失うことになりかねない

と思いますが、区としてはどういったことを想定

しているのか。指揮系統、情報収集などについて

はどうするのか。この点について伺いたいと思い

ますが、いかがでしょうか。 

○危機管理部長 実質、区役所に電源がなければ、

区役所での災害の情報収集だとか災害対策本部は

機能しないと思います。先日石巻に行ったときも、

やはり東日本大震災のとき同じ状況が発生したと

いうふうに伺いました。 

  全く電源が使えない、インターネットが使えな

いという状態では、外からの情報も取れませんし、

こっちからの発信もできません。そうなると、基

本は、こちらにいる職員を外に出して必要なとこ

ろの支援に当たらせる、情報収集に外で作業させ

るということ以外に方法はないかと思います。 

  その辺は、被災地の状況も確認しながら、もう

少しどんなことができるのかというのは検討して

いきたいと思います。 

○工藤てつや委員 協定先の東京電力が電源車を到

着させて復旧をしたり、いろいろな手法もそのと

きにあるかと思うのですけれども、非常用発電機

が庁舎内に設置されていて、これがいろいろな形

で支障を来す可能性もある。そうすると、それだ

けで電源がシャットアウトされてしまうので、自

主的に足立区として電源を確保できるような、そ

ういった設備を設けるべきだなと思っております。 

  そういった意味では、大型の蓄電池という手法

があります。例えば５００ｋＷの大きな大型の蓄

電池を設置することで、大体１日、災害対策本部、

特別会議室で使う電気、おおむね１０ｋＷ前後な

のではないかと言われています。ですから、５０

０ｋＷのものを買えば、約５０日電源の部分延命

化させることができるわけであります。 

  ですので、非常用発電機のこの系統駄目になっ

たらこの系統がある、この系統が駄目になったら

こっちもあるよという形で、多重防護の考え方と

いうのが私は必要ではないかなと思っているので

すが、この部分についてはいかがでしょうか。 

○庁舎管理課長 非常用発電機では、様々なところ

で制限が出ております。そういった考え方からし

ますと、蓄電池との併用の可能性も十分あるかな

と考えております。 

  今後、蓄電池の更なる小型化とか高出力化、メ

ンテナンスフリーなど、技術の進展があると思い

ます。将来に向けて、そういう状況を見ながら研

究をしていきたいと思っております。 

○工藤てつや委員 ありがとうございます。北館の

屋上に、今度、太陽光パネルも設置するような計

画があると伺っております。ですので、私、各小・

中学校へのＰＰＡ事業でも推進をさせていただい

ておりますが、太陽光と蓄電池を組み合わせるこ

とによって、これまた更に多重防護になっていく

のではないかと思いますので、今後、この部分に

ついても検討していただきたいと思いますが、い

かがでしょうか。 

○庁舎管理課長 今回、北館改修工事では、太陽光

パネル２０ｋＷを載せる予定でございます。今後、

この蓄電池との併用も、併せて研究してまいりま

す。 

○工藤てつや委員 是非、前向きに御検討いただき

たいと思います。 

  次に、関連して、第一次避難所、福祉避難所に

おける電源対策について伺いたいと思います。 

  先日、第一次避難所、それから福祉避難所の非

常用発電機の配備データを災害対策課に確認した

ところ、福祉避難所にて未配備の施設も確認が取

れました。 

  これ、他の委員からも質問があったかと思うの

ですけれども、現在、未配備の施設については何

か所あるのか伺いたいと思います。いかがでしょ

うか。 
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○災害対策課長 福祉避難所全部で８０か所あるう

ちの６９か所は備えていますので、１１か所につ

いては非常用発電設備がないという状況でござい

ます。 

○工藤てつや委員 １１か所ということでございま

すね。これ、なぜ非常用発電機の配備ができない

のか、その理由について伺いたいと思いますが、

いかがでしょうか。 

○災害対策課長 未配備の施設ですが、主に特別養

護老人ホームですとか、そういった民間施設が主

になってございます。施設の老朽化であったり、

なかなか備蓄するスペースがないので置けていな

い、そういった状況でございます。 

○工藤てつや委員 備蓄倉庫の設置状況などの理由

はあるかと思うのですが、電源が喪失した場合は、

どのように電力を確保していくつもりなのか伺い

たいと思います。 

○災害対策課長 基本的には、各施設でお持ちにな

っている発電設備などを使っていただくことにな

るのですが、それが使い切ってしまうとか、使え

ないような状況もありますので、そういった場合、

東京電力だったり、そういったところで重要施設

を電源車で延命させるといった協定もございます

ので、そういった協定の活用などを考えていると

ころです。 

○工藤てつや委員 まだ設置されていない福祉避難

所があるのであれば、あらゆる可能性を考えて、

区としてきちんと配備に向けて取り組む必要性が

あるのではないかと思うのですが、この点につい

てはいかがでしょうか。 

○災害対策課長 工藤委員御発言のとおりかと思い

ますので、私どもといたしましては、施設と協議

を進めて、可能な限り配備できるように努めてま

いりたいと考えております。 

○工藤てつや委員 それと、さっきの庁舎の話とも

類似しますけれども、電源喪失が長期化した場合、

具体的に７２時間というルールがあると思うので

すが、それを超えた場合、その電源の確保につい

てはどのように考えていますでしょうか。 

○災害対策課長 先ほど申し上げました電源車等も

ございますけれども、燃料が尽きてしまえばその

燃料を後からどんどん施設に入れ込んでいくであ

ったりですとか、ハード的なものであれば、先ほ

どお話がありました蓄電池であったり、そういっ

たものの導入も今後検討する必要があるかなと考

えております。 

○工藤てつや委員 電源車の話がありましたけれど

も、道路が有事のときに寸断されてしまうと電源

車が到着することできない状況もあるかと思いま

すし、非常用発電機、プロパンガスだとかガソリ

ンですとか、そういったものを使うかと思うので

すが、そういったものも使用頻度が高くなればな

るほど限度があるかと思います。 

  ですので、やはりここの部分について、多重防

護というか、そういった考え方で蓄電池みたいな

ものを設置していく方向性も、全てのところは難

しいと思うのですが、徐々に増やしていくという

考え方も必要なのかなと思うのですが、この点に

ついてはいかがでしょうか。 

○災害対策課長 今、工藤委員の方からお話があり

ましたが、今、一次避難所につきましては、来年

度、小型のものでありますけれども、蓄電池を１

０か所程度先行で導入させていただこうと考えて

ございますので、そのあたりも踏まえて、福祉避

難所の電源対策については今後検討してまいりた

いと考えます。 

○工藤てつや委員 ありがとうございます。今、１

０か所整備をしていくという御答弁をいただきま

した。非常に有効的な設備かと思いますので、こ

れからも少しずつ拡大していくような考え方で進

めていただきたいと思います。 

  次に、お話がらっと変わります。劇団四季の鑑

賞事業について伺いたいと思います。 

  この事業については、私自身非常に肝煎りの施



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

２２ 

策でありまして、区制９０周年の導入時、それか

らこの予算特別委員会ですとか一般質問の中で取

り上げて、あらゆる機会を通じて、継続的に実施

をしていただきたいと強い要望をさせていただい

ておりましたけれども、子どもたちの心に残る文

化芸術を体験する機会として、ここ数年非常に定

着してきていて、私も大変うれしく思っていると

ころであります。 

  また、先日、我が会派の鹿浜幹事長からの御提

案、それから議長の御配慮もあって、私ども区議

会議員も鑑賞させていただく機会を設けさせてい

ただきました。 

  改めて私も感動しましたし、隣で見ている小学

生たち、本当に喜んでいて、物すごい目も輝いて

いて、やはり継続的にやってきてよかったなと実

感したところであります。 

  地域のちから推進部長に伺いたいのですが、こ

の「美女と野獣」は、部長は実際御覧になられた

のか、感想も含めて伺いたいのですが、いかがで

しょうか。 

○地域のちから推進部長 私も何回か、随行という

か、現場対応で拝見をさせていただいております。 

  お芝居の中身というよりは、子どもたちが行く

前と見て帰ってくるときの態度というか、表情が

まるっきり違う子がたくさんいらっしゃるので、

やっていてよかったなと思っております。 

○工藤てつや委員 今回、この劇団四季の鑑賞事業

の予算というのはどのぐらいでしたっけ。 

○地域のちから推進部長 令和７年度の当初予算額

で言いますと、９，０００万円強となってござい

ます。 

○工藤てつや委員 ちなみに、教育長は、今回、「美

女と野獣」は御覧になりましたか。 

○教育長 残念ながら、スケジュールが合わなくて

見ておりません。 

○工藤てつや委員 教育費で、今回、９，０００万

円近い非常に多額を投じての内容になっています

ので、教育行政のトップである教育長、是非これ

どんなものなのか御覧になっていただければと思

います。来年度御覧になっていただければと思い

ます。 

  我々議員の方も、本当に感動させていただきま

した。職員の皆さんも、プライベートの部分でも

結構なので、何か機会があれば御覧になっていた

だければなと思います。 

  こちらについては一般質問でも取り上げたので

すけれども、この事業を進めてきて見えてきた課

題などがあれば、教えていただきたいのですが、

いかがでしょう。 

○地域のちから推進部長 一番大きな課題といたし

ましては、児童の皆さんを安全に誘導して行くと

いうのが一番の課題だと思っております。 

  もう１つ言わせいただくと、休憩時間がそれほ

ど長くありませんので、トイレの方がきちんと順

調にいけるのかというところも課題とは考えてお

ります。 

○工藤てつや委員 ちなみに、令和６年度は「美女

と野獣」を見ていただきましたけれども、来年度

以降は何か違う作品ですとか、考えていることが

あれば教えていただきたい、いかがでしょうか。 

○地域のちから推進部長 令和５年度までは「ライ

オンキング」を見ていただいていたときもありま

したけれども、やはりまち中をどれくらいの距離

歩くのかというところが課題となっておりまして、

「ライオンキング」、有明ですと８００ｍ強歩き

ますので、安全性にどうかなと思っております。 

  環境さえ整えば、ほかの演目についても、劇団

四季以外の劇団についても、対応が可能なものが

あれば検討していきたいと思っております。 

○工藤てつや委員 是非、御検討いただければと思

います。 

  それから、ちょっと気になったのが、我々鑑賞

させていただいていたときに、左右、また後方、

後ろの方にかなり空席がございました。この空席
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の状況というのは、今年でこの事業３年目ぐらい

だと思うのですが、ずっとこういった空席がある

ような状況が続いてきたのでしょうか。また、そ

れは何で空席があるのか、そこの部分も併せて伺

いたいと思うのですが、いかがでしょうか。 

○地域のちから推進部長 貸切りでやらせていただ

いております。学校が２０数校ですか、分かれて

行きますので、どうしても満杯にするというのは

難しい状況になっております。 

○工藤てつや委員 ある程度、空席の予測というの

は事前につくかと思います。日本最高峰のミュー

ジカルのあの事業が、空席があれだけあるという

のは、ほかの議員の皆さんも非常にもったいない

よねと言っていたのですね。 

  ですので、いつも足立区に御尽力いただいてい

る方々を御招待するですとか、それはなかなか難

しいかもしれないですが、例えばＰＴＡの皆さん

とか、日頃学校の関係に御尽力いただいているＰ

ＴＡの皆さんをお招きするだとか、今、ＰＴＡの

方々も役員になりたがらないじゃないですか。ニ

ンジンぶら下げるわけではありませんけれども、

そういった形で御招待するというのも一つの方策

なのかなと思うのですが、この点についてはいか

がでしょうか。 

○地域のちから推進部長 児童の皆さんを安全に誘

導していただくという観点で、人手がもう少しあ

ってもいいかもしれませんし、教育委員会の方と、

どのような形ができるのか、少し相談をさせてい

ただきたいと思っております。 

○工藤てつや委員 ＰＴＡ関係者であれば、教職員

の皆さんと一緒に引率をお願いしたり、それから

子どもたちの安全管理に生かせる部分もあろうか

と思いますので、是非、この部分については前向

きに御検討いただきたいと思います。 

  残りが私の時間３分、そうしましたら、次に、

災害時のトイレの確保について伺いたいと思いま

す。 

  私どもの全員協議会ですとか、東京商工会議所

の足立支部での２０２５年度の足立区政について、

区長のプレゼンでは、足立区の防災戦略として、

災害時のトイレの確保と管理、力を入れていきた

いという発表がありました。 

  そこで、幾つか伺いたいと思います。 

  携帯、それから簡易トイレは、確保した場合に

膨大なスペースを必要とします。買いっ放しとい

うわけにはいかなくて、入替えにコストが掛かり

ますけれども、区としてどのように運用していく

方針なのか伺いたいと思います。いかがでしょう

か。 

○災害対策課長 携帯トイレにつきましては、使用

期限が１０年という形になってございます。まと

めて更新するとなかなか大変ですので、予算の平

準化含めて、計画的に入替えの方は考えています。 

○工藤てつや委員 是非、効率的に進めていただき

たいと思います。 

  ちなみに、確保していく数量ですとか、入替え

の予算規模を伺いたいと思いますが、いかがでし

ょうか。 

○災害対策課長 現在、区の方で備蓄している携帯

トイレや簡易トイレになりますと、８２万６，０

００個を確保しているところでございます。 

  次回の予算規模になりますけれども、来年度に

つきましては、３５０万円程度を予定していると

ころでございます。 

○工藤てつや委員 財政負担についてはどう考えて

いるのか。また、平時にトイレというのは活用す

る考え方なのかどうか、伺いたいと思います。 

○災害対策課長 財政負担のお話になりますけれど

も、簡易トイレ、災害時でも確実に使えるといっ

たところから、これまで使っていたアースイント

イレといったものに比べると、非常によろしいの

かな、負担的には軽減につながるのかなと考えて

いるところです。 

  平時の活用というお話がありましたけれども、
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マンホールトイレでありますとか簡易トイレにつ

きましては、避難所運営訓練などで実際に設置す

るなどして地域の方々にも御覧になっていただい

ている、そういった状況です。 

○工藤てつや委員 マンホールトイレ、それから簡

易トイレの確保が最も財政負担の軽減につながる

と思いますので、こちらの部分について計画的に

進めていただきたいと思います。 

  それから、最後、東京都令和７年度の予算案に

おいて、２０２５年１月３１日に、主要な施策と

して、避難所環境整備、災害時トイレ確保等区市

町村支援、新規で１０億円の予算化、補助率２分

の１というのが公表されました。 

  区の施策との連携、それから足立区としての活

用方法について、現段階で検討していることがあ

れば伺いたいと思います。いかがでしょうか。 

○災害対策課長 今、東京都がトイレの防災マスタ

ープラン策定しているところでございます。それ

を踏まえて、区といたしましても、来年度トイレ

の計画をつくってまいります。 

  その中で、様々トイレ出てきますけれども、自

己完結型のトイレとか、そういったこともござい

ますので、来年度、どういった形で導入できるの

かというのは検討を進めていきたいと考えており

ます。 

○工藤てつや委員 是非、東京都との連携の中でし

っかりと進めていただきたいと思います。 

  時間になりましたので、交代させていただきた

いと思います。ありがとうございました。 

○長沢興祐委員長 岡田委員。 

○岡田将和委員 足立区議会自由民主党の岡田将和

です。個人といたしましては最後の質疑となりま

すので、よろしくお願いいたします。 

  工藤委員に引き続き、白本９７ページ、災害対

策費１２億１，３８０万円余でございます。平成

１４年に施行され、２３年ぶりに改正される足立

区災害対策条例改正について伺います。 

  突然ですが、皆様、ここから御自宅までの距離、

分かりますかね。ありがとうございます。 

  大規模な地震が発生した際、公共交通機関の運

行停止が考えられます。電車やバスで足立区役所

まで御通勤されている方もいらっしゃるかと思い

ます。 

  私は、ここから自宅まで約３．２km、今、履い

ている靴ですけれども、走れる革靴を履いており

ます。１０km、２０km、３０kmとなると、革靴だ

と足が痛いとかあると思います。 

  例えば、いつもともしもの境をなくすフェーズ

フリーの普及啓発を、是非とも足立区災害対策条

例の中に概念を入れていただきたいと思いますが、

いかがでしょうか。 

○災害対策課長 今、岡田委員御発言いただいたフ

ェーズフリーの考え方ですけれども、非常に重要

な考え方かなと思っています。 

  我々、備蓄を備えていただく上では、ふだん使

いのものを少し増やしていただいて、災害にも生

かせるローリングストックの考え方を訴えている

ところです。 

  フェーズフリーの考え方も必要重要な考え方で

はあると思いますが、条例改正は非常に大きい話

になりますので、その中でどこまで個別の考え方

を入れていけるのかというのは、その改正の中で

検討させていただければと思います。 

○岡田将和委員 昨年１月に行われた能登地震の視

察報告会でも、被災現場においてとにかく圧倒的

なマンパワー不足との視察報告もございました。

区民一人一人の災害対応力の向上が鍵です。自助、

共助、公助の中でも、特に自助の観点から御検討

のほどよろしくお願いいたします。 

  また、不測の事態に備えて、更なる災害対策の

向上ということで、ほかの自治体とも災害協定を

結んでいる事例もございます。近隣に工場を構え

るウオーターサーバー事業者との災害協定を結ぶ

ことも一つあるかと思いますが、どうでしょうか。 
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○災害対策課長 やはり災害時に水の確保というの

は、非常に重要な視点かと思っています。私ども

で水を備蓄しているところもありますし、応急給

水栓とか応急給水槽、そういったものもございま

す。 

  今、岡田委員から御提案のありましたウオータ

ーサーバーの協定ですが、そういったものどうい

った形で結べるのか、検討させていただければと

思います。 

○岡田将和委員 先日行われた足立区の防災訓練で

も、災害対策本部を設置されていたかと思います

し、そういった区の職員の方々がお水あるのかな

ということも一つ心配になりましたので、御検討

よろしくお願いします。 

  共助の観点から、足立区が現在２７５の事業者

等と災害時協定、覚書を締結しておりますが、足

立区は災害対策に力を入れておりますので、年々

アップデートしてきていると思います。 

  例えば備蓄倉庫ですとか様々な情報を、そうい

った災害協定を結ばれている事業者様に情報提供

などは逐一されているのでしょうか。 

○災害対策課長 協定は、日々、どんどん協定数も

増やしております。直接、そういった関連の方々

にお知らせをしているかというと、そこまではま

だできていない状況です。結んだものについては、

ホームページ等で情報を出していると、そういっ

た状況です。 

○岡田将和委員 災害協定一覧を見ると、少し以前

に協定を結んだ時期なども見受けられますので、

現状に沿った情報のアップデートと、もし万が一

災害が起きたときにスムーズに事業者さんと連携

が取れるように、引き続きよろしくお願いいたし

ます。 

○災害対策課長 そういった意味では、協定先につ

いては、毎年、協定内容の確認をさせていただき、

総合防災訓練などにも参加していただくなどして、

アップデートの方はさせていただいているつもり

でございます。 

○岡田将和委員 よろしくお願いいたします。 

  昨日、日曜日でしたが、日曜日のドラマ、バカ

リズム脚本の「ホットスポット」、私、大好きで

見ているのですけれども、御覧になられている方

いらっしゃいますでしょうか。ありがとうござい

ます。 

  面白いですよね。富士山の麓の架空のまち富士

浅田市を舞台に様々な事件が起こっており、来週

最終回を迎えます。 

  以前、私、足立区を回っていたときに、先祖代々

足立区に住んでいるよという方とお話をしました。

自分が足立区に住んで１７代目だよというお話も

いただき、先祖の言い伝えによると、富士山が噴

火して膝下まで火山灰が積もったよと、そういう

お話をお聞きしました。 

  今からさかのぼること３００年前、宝永４年の

暮れ、富士山に宝永噴火が起き、江戸にも降灰が

あったと記録されております。その一月少し前に

宝永地震、マグニチュード８．４の地震、１０月

４日に起きました。地震の後に噴火。 

  万が一東京で大きな地震が起こった際、活火山

の一つである富士山は噴火しないと言えるのでし

ょうか。マグマだまり、我が党の渡辺ひであき委

員からも予算特別委員会中にこう表現がありまし

た。 

  まだまだ解明できていない火山の噴火の仕組み

ですが、より一層の火山研究を推進する目的で、

昨年４月施行の活火山法改正により、文科省に火

山調査研究推進本部が設置されました。 

  先月の２月１９日に気象庁が主催する火山防災

シンポジウムへ参加をいたしました。 

  そこで伺います。 

  火山灰は小さなガラス破片のようなもので、吸

い込むと呼吸器や目の障害などの健康被害につな

がると思うのですが、高気密マスクやゴーグルの

備蓄は足立区庁舎内にあるのでしょうか。 
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○災害対策課長 現在、粉じんマスクですとかゴー

グルといった備蓄はございますけれども、火山対

策というよりは、建物が倒壊したときに粉じんが

出てそれを防ぐためというところでございますの

で、岡田委員御発言のように、火山に対応したも

のがあるかと言われれば、現在ない状況でござい

ます。 

○岡田将和委員 共助、公助として災害対応に当た

られるのは、きっと足立区の職員の方も多くいら

っしゃると思います。そういった区職員に配給す

るＮ９５の高気密マスクですとか、ゴーグルの備

蓄も考えなければならないと思います。 

  そういったことも、恐らく新しく新設される災

害戦略課の方で御検討の予定でしょうか。 

○災害対策課長 職員向けのそういった備蓄の必要

性につきましては、今、火山の関係では東京都も

地域防災計画の見直しをして、その中に火山編の

改定をするといったこともございますので、我々

としても検討していかなければならないと考えて

います。 

○危機管理部長 今、火山の議論のところで一つ申

し上げておきたいのは、実は足立区の地域防災計

画に、過去、火山対策というのを載せていたので

すが、令和３年の改定のときに落としてしまって

いるのです。 

  ただ、今、東京都でも火山の取組の見直しが行

われたり、それと気象庁でもいろいろな検討をさ

れているという話を伺っていますので、改定の中

では、もう１回火山編を復活させて取組を見直そ

うと考えております。 

  そうした中で、備蓄が必要なのかどうか、区と

してどんな取組が必要なのかというところは、全

体を通して検討はさせていただきたいと考えてお

ります。 

○岡田将和委員 内閣府の調査によりますと、首都

圏に約４．９億ｔの降灰予測も出ております。風

向きにもよるでしょうけれども、火山灰が１０㎝

積もると、車のタイヤが空転して、前に進めなく

なるそうです。東京首都圏は、多分、火山灰に対

する対応というのがまだまだかと思いますので、

引き続き御検討をお願いします。火山灰の状況や

処分方法についての検討もしていかなければなら

ないと思います。 

  続きまして、先日質問させていただきました綾

瀬駅前に建設中の３２階建てのタワーマンション

４２２戸と計画がございまして、来年から入居が

始まってくる時期かと思われます。 

  担税力が高い方も入居されるような予測もあり

ますけれども、仮にそういった担税力の高い方々

が住まわれた場合の税収というのはどれくらい増

えるか、シミュレーションなどされておりますで

しょうか。 

○エリアデザイン推進室長 概算ですけれども、あ

そこ億ションと言われておりまして、大体１億円

のマンション買える方というのは年収の５倍から

７倍までということなので、１，４００万円ぐら

いの年収の方が買えるのかなと考えております。 

  そうしますと、年収１，４００万円の世帯です

と住民税が約１００万円になりますので、４００

戸ですと４億円ぐらいの税収が見込めるかなと考

えております。 

○岡田将和委員 そういった担税力が高い方が綾瀬

の駅前に入ってまいります。先日も申し上げまし

たが、サンアヤセイルミネーション、クリスマス

前に終わってしまって寂しいよというお話もさせ

ていただきました。また、東京都の事業花と光の

ムーブメント、こちらも単発の事業でございます。 

  そこで、環境衛生費の資源化推進事業１６億９，

２００万円余という形で、足立区が昨年６月から

行っている廃食油の回収事業の件ですけれども、

昨年度は何ℓぐらい回収できたのでしょうか。 

○環境部長 現在、取りまとめ中でございまして、

この３月にも回収ございますけれども、数字のう

ろ覚えで大変申し訳ないのですが、１５０は超え
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ていたかなと思うのですが、すみません、数字が

今手元にないので、後ほどお届けさせていただき

ます。 

○岡田将和委員 先日、品川区が行っている目黒川

みんなのイルミネーション２０２４年を見てまい

りました。１１月１５日から６０日間、５時から

夜の１０時まで、地域の飲食店や御家庭などから

出る使用済みの食用油を資源としたバイオディー

ゼル燃料による１００％自家発電を行っておりま

す。みんなのアップサイクルスポットとして、使

用済みの食用油の回収に御協力いただいた方々に

エコキャンドルなどをプレゼントしておりました。 

  例えばそういう形で、廃食油の回収にエコキャ

ンドルですとか、そういうアップサイクルされた

バイオディーゼルを使ったイルミネーションとい

うのも、非常に面白いなと思うのですけれども、

そういったものはいかがでしょうか。 

○環境部長 私どもで、今、集めている廃食油の方

は、御案内かと思いますが、ＳＡＦという航空機

の燃料に転用するという形でリサイクルを行って

おりますので、その航空機絡みのことで、何かお

客様に例えば空港内の見学ですとか、そういった

ことで還元ができないかというのは、今、担当課

の方で議論をしているところでございます。 

  また廃食油を持ってこようというインセンティ

ブにつながるような、何か記念品ですとか、そう

した仕組みについても、どんなものがいいかとい

うのは検討しているところでございます。 

○岡田将和委員 みんなのイルミネーションという

タイトルで、住んでいる住民の方々を巻き込んだ

廃食油の回収という所管をまたがっての事業とい

うのも、なかなか面白いなと思いましたので、質

問をさせていただきました。 

  今日、総括ということですので、４日間質問さ

せていただいたことを私なりに振り返らせていた

だいたのですけれども、初日に質問させていただ

きました東京女子医大の問題の件ですが、昨月の

２月２８日に公開された議事録ですけれども、要

約版ということで、これはいつホームページ等で

公開されますでしょうか。 

○衛生管理課長 現在、関係者、委員含め確認中で

すので、それが済み次第公開をさせていただきた

いと思っております。 

○岡田将和委員 要約版ということですけれども、

詳細版、補助金８５億円の審査会で行われた議事

録の詳細版というのは、公開されるのでしょうか。 

○衛生管理課長 今、岡田委員から要約版とありま

したが、こちら議事録というのが、この議事録が

全てになります。 

  といいますのも、その審査会ですけれども、原

則非公開という中でやっておりまして、音声デー

タ当時は残っておりました。その音声データも、

この要点を記した議事録を作るために録音をさせ

ていただくことを委員の皆様に御了承いただいた

ものでございます。この議事録ができたときには、

目的を達したというところで削除したところでご

ざいます。 

○岡田将和委員 ６年前の３月に支払われた補助金

１６億円、議事録は６ページでした。５年前の３

月の２４億円に対した議事録は５ページ、３年前

の４０億円は議事録６ページ、２年前の３月の５

億円の補助金も６ページ、この議事録の内容を見

て、８５億円の審査が適正にきちんと行われたか

どうかチェックするにはどうしたらいいですか。 

○衛生管理課長 こちらの議事録ですけれども、岡

田委員の言うとおりのページ数になっております。

ただ、作成した議事録、こちら委員長、委員の皆

様に確認して、この発言の内容の要旨でオーケー

だというところで議事録として完成させたもので

ございます。 

  これを作る目的も、その審査会の一言一句とい

う中身ではなくて、審査会がどのような流れで、

どのような資料を用いて行われたかというところ、

添付資料もあるところでございますが、そういう
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ことが確認できれば大丈夫なのかなと担当として

は思っております。 

○岡田将和委員 録音データを消されたということ

ですが、衛生管理課の管轄のパソコンで消したと

いうことですよね。復元してもいいのではないで

すか。 

○衛生部長 足立区には、審議会等の設置及び運営

に関する指針というのがございます。現在、その

指針に沿って会議録などをまとめているところで

す。 

  そちらの方には、審議会等の議事録に関しては、

会議録または議事の要旨を明らかにする書面を作

成し、原則としてこれを公開するものとするとい

うふうにされておりまして、私ども、この運営に

従って行っておりましたので、その中にはテープ

を録音しておくとか、音声データをどのくらい保

存しておくということは定められておりません。

今回は、運用に従ってこちらの対応を取ったとい

うところです。 

○岡田将和委員 今、衛生部長がおっしゃられたの

は、足立区審議会等の設置及び運営に関する指針

だと思いますが、こちらによりますと、会議録は

原則として公開するものとあります。そして、行

政運営の透明性の向上を目的とするという指針も

書いてございます。 

  会社法では、請負契約、委託契約書などは会社

の取引に関わる契約書ですので１０年間の保管期

間、法人税法は領収書や売買報告書などの会社の

経理に関わる契約書は７年間、労働基準法は人事

労務に係る契約書は５年の保管期間を定められて

おります。 

  ２４億円、１６億円、補助金の審査会の議事録

というのはとても大切な情報だと思いますし、こ

れが審査会できちんと審査があったのかどうかは、

岩本元理事長が逮捕されたということ、第三者委

員会報告書の内容を見て、きちっと議会としても

チェックしなければならないのではないかなと思

ったので、質問をさせていただきました。 

  地方自治の目的とは、公共福祉の実現、つまり

区民の安心と安全を担保することにあります。こ

れらの事業は、全て区民の税金で賄われておりま

す。最少の経費で最大の効果の原則の下、公金支

出は厳正な基準なり審査が必要です。 

  岩本絹子元理事長の逮捕、東京女子医大による

第三者委員会報告書によって足立区民の安心・安

全が崩れかけてきています。足立区民の健康上の

安心・安全を担保するために血税の交付は区民が

納得いくかどうかの問題になったと私は考えてお

ります。 

  いろいろと申しましたが、やはり私は区民が納

得のいく方法を今からでも模索して動いていただ

きたいと思いますので、引き続きよろしくお願い

いたします。どうもありがとうございました。 

○環境政策課長 先ほどの廃食油の回収量でござい

ますが、２月末現在で１，１６６ℓでございました。

申し訳ございませんでした。 

○高齢者施策推進室長 佐々木委員から御質問のあ

りました靴等に貼れる反射材付の見守りシールの

実績ですが、２月末現在４０５件です。 

○長沢興祐委員長 この際、審査の都合により暫時

休憩いたします。 

午後零時００分休憩 

午後１時００分再開 

○長沢興祐委員長 休憩前に引き続き委員会を再開

いたします。 

  共産党から総括質疑があります。はたの委員。 

○はたの昭彦委員 共産党のはたの昭彦です。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

  地下鉄８号線の延伸工事が、昨年１１月豊洲－

住吉間で着工されて、大きく動き出しました。以

前東京メトロは、運行委託は今後も受けるけれど

も、事業者として鉄道事業を行うのは新都心線が

最後だと言っておりましたので、８号線延伸事業

を東京メトロが行っているということは、大きな
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変化だと言えると思います。 

  ２月１６日に開催された大谷田梅まつりでは、

区長を先頭にして、地元町会・自治会長が８号線

延伸のグリーンのはっぴを着て大きくアピールし

ていました。 

  改めて、８号線誘致への区長の決意をお聞きし

たいと思います。 

○区長 交通網の充実は、地域の活性化、地域の方々

お住まいの生活もがらっと変わりますので、本当

に長い間地域の方に御苦労お掛けしていますけれ

ども、何としても成果を上げていく、そういう気

持ちでこれからも頑張ってまいりたいと思います。

地域の方々と御一緒にですね。 

○はたの昭彦委員 是非、共に頑張っていきたいと

思います。 

  地下鉄８号線延伸大会の区内開催については、

★★でも声が挙がっておりましたけれども、複数

の委員会にまたがる課題でもありますので、あえ

て１１月２９日の議会運営委員会で要望させてい

ただき、我が会派もこれまでも強く求めてきまし

た。 

  そのときに副区長からは、議会及び地域の声を

聞き、開催に向けて協議したいと、こういった答

弁でした。 

  オウム対策でもそうですけれども、やはり地域

で声を上げ続けないと、雰囲気も機運も醸成せず

に、実現はより遠のいてしまう可能性もあります。

地元の理解も得ながらなるべく負担のならないよ

う、従来の形にとらわれるのではなくて、地域住

民も参加しての促進大会を開催し、機運醸成を図

るべきと思いますが、改めて答弁をお願いします。 

○交通対策担当部長 皆様方からもそうした御意見

も頂いております。また、私も地域の会長様方と

も御相談をさせていただきました。皆様方おっし

ゃるのは、はたの委員おっしゃったとおりで、地

域としてやっていく必要があるだろうというお話

をいただいておりますので、令和７年度から準備

をしながら、７年、８年、９年としっかりやって

いけるように準備は進めていきたいと考えており

ます。 

○はたの昭彦委員 議会としても、促進議員連盟も

つくって一緒に頑張っていきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

  次に、綾瀬川テラスの照明設置について、他党

委員の質問に、区長は来週にも現地を確認すると

答弁されていましたけれども、この週末とかに行

かれたのでしょうか。 

○区長 申し訳ありません。あした終わってからと、

必ず参ります。 

○はたの昭彦委員 分かりました。私もこの役所へ

の行き帰りで、六町加平橋をほとんど毎日利用し

ておりまして見ているのですけれども、やはり他

の会派の皆さんも同じように感じていたのだなと

思いました。 

  この場所は、周りにも明かりはなくて、夜は真

っ暗と表現していいぐらい暗いのです。犯罪や事

故が起きかねないなと私も思っていました。私か

らも強く東京都に設置を求めていきたいと思うの

ですが、改めて一言お願いしたいと思います。 

○都市建設部長 私も、夜間、ちょうど工事中でし

たけれども見ましたが、確かに真っ暗であります。 

  いずれにしても東京都にお願いをするのですが、

設置に向けて東京都と協議することと、仮にです

けれども、何かいい返事が得られなければ、少し

区の方でも考えざるを得ないかなと思っておりま

す。 

○はたの昭彦委員 是非、一日も早く安全性を確保

できるようにしていただきたいと思います。 

  次に、シルバー人材センターへの広報紙の配布

委託ですけれども、事前にお聞きしたところ、新

年度予算では「あだち広報」の税別の配布委託費

は、１２ページ立てで令和６年度の１部１０．０

７円から０．５６円引き上げて１０．６３円、１

６ページ立てでは１０．５８円から０．８５円引
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き上げて１１．４３円になるということだと思う

のですが、それでよろしいでしょうか。 

○報道広報課長 はたの委員おっしゃるとおりでご

ざいます。 

○はたの昭彦委員 令和６年度の委託費は、１２ペ

ージ立てで１０．０７円、１６ページ立てで１０．

５８円だったのですけれども、輸送経費などが引

かれて、実際にシルバーの会員さんの手元に届く

のは１部どちらも８円だったのですね。新年度予

算では、★★の引上げ額は１円にもこれでは届き

ません。 

  これでは、皆さんが要望しているせめて他区並

み、葛飾区並みの１部１０円どころか、９円にも

ならないのではないかと思うのですが、なぜもっ

と引き上げなかったのでしょうか。 

○報道広報課長 この予算額につきましては、シル

バー人材センターの方から見積書を頂いておりま

す。 

  最低賃金が上がったのでこの価格でということ

で予算見積書が上がってきましたので、この額を

計上させていただいております。 

○はたの昭彦委員 私も議会広報の関係で調べたら、

この配布単価というのは、シルバー人材センター

の方から単価の提案どおりに区は予算化をしてい

るということでした。 

  だとしたら、シルバー人材センターがしっかり

とした単価の引上げになるような金額を足立区に

対して提案する必要があると思うのです。物価高

騰に見合った金額に引き上げた提案をシルバー人

材センターが足立区にするよう、所管する産業経

済部がシルバー人材センターに対して働き掛ける

べきじゃないかと思うのですが、いかがでしょう

か。 

○産業経済部長 はたの委員のおっしゃるところ、

ごもっともでございます。シルバー人材センター

に対して、そのように働き掛けるようにいたしま

す。 

○はたの昭彦委員 是非お願いしたいと思います。 

  次に、「あだち広報」と「区議会だより」は、

年４回、配布時期が重なるために一緒に配ること

を前提にして、別々に１部ずつ配るときよりも単

価が低くなっているのですけれども、この低くし

ている根拠というのはどこにあるのでしょうか。 

○報道広報課長 年６回、併配させていただいてい

るのですけれども、基本的に同じタイミングで同

じものを配布していただきますので、別々に配る

よりも安く、低く抑えられているというのは、こ

れもシルバーの方から見積りを頂いて計上させて

いただいているという状況でございます。 

○はたの昭彦委員 実際にシルバーの会員の方にお

聞きすると、１部で配るときと２部で配るときと

いうのは、重さも重たくなる関係で、一度に配る

戸数が少なくなってしまう。だから、その度にセ

ンターへ新たにまた広報紙を取りに行って配ると

いうことで、手間が増えるという実態があります。 

  一般的に新聞に折り込みを依頼する場合も、１

枚幾らということで値段が決まって、２枚、２種

類一緒に同時にお願いするから安くしてと言って

も安くならないわけですよ。そういう意味でいく

と、２種類を一緒に配るからといって単価を低く

抑えるというのは、根拠が薄いのではないかと思

うのです。 

  今、物価高騰が非常に続いて、収まるところ先

が見えないという状況の中で、今、高齢者の方、

年金が増えない。この少ない年金を補うために、

シルバーで生活のために働く高齢者がほとんどな

わけです。併配だからといって単価を下げる在り

方は、今後見直すべきではないかと思うのですが、

いかがでしょうか。 

○報道広報課長 予算を効率的に効果的に執行する

という前提の下で、併配をシルバーの方で受けて

いただいて、それで費用が抑えられているという

ところもございますので、今のところ併配をやめ

るという考えはございません。 
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○はたの昭彦委員 私は、さっき言ったように新聞

の折り込み広告なんかで言うと、２種類一緒に配

っても安くならない、根拠が薄いのではないかと

思うのですが、それについてはいかがですか。 

○区長 併配をすることを前提にして、値段につい

てはどのように設定するのか、また夏の暑いとき

に配っていただくこともございますので、それは

シルバーと意見交換をしながら、今後の在り方に

ついては検討してまいります。 

○はたの昭彦委員 是非、会員さんが納得する形で

よろしいお願いしたいと思います。 

  次に、社会構造変化によって家族や社会におけ

る人とのつながりが薄くなり、誰もが孤独・孤立

状態に陥りやすい状況になっています。 

  令和５年５月には、孤独・孤立対策推進法がれ

いわ新選組を除く全ての政党が賛成して成立しま

した。令和６年４月から施行され、国も孤独・孤

立対策に力を入れています。 

  孤独・孤立はあらゆる世代の問題ですけれども、

近年は、単身世帯の増加や不安定な働き方によっ

て、３５歳から６４歳のいわゆるミドル期の孤独・

孤立が社会問題になりつつあると思うのですけれ

ども、区の認識はいかがでしょうか。 

○政策経営課長 基本計画審議会においてもそうい

った御意見頂いておりますので、今後ますますそ

の課題感というのは増してくるだろうと考えてお

ります。 

○はたの昭彦委員 足立区なら、若者世代ならば、

若年者支援協議会やセーフティネットあだち、あ

だち若者サポートテラスＳＯＤＡなどがそういっ

たことの相談窓口になりますし、６５歳以上なら

ば、町会・自治会等の協力によって行われている

孤立ゼロプロジェクトや地域包括支援センターも

あり、何らかの窓口があると思います。 

  ミドル期の方のこういった孤独・孤立問題に対

応する部署というのは、足立区ではどこになるの

でしょうか。 

○政策経営課長 現時点において、この部署でとい

うところの設定はございません。 

○はたの昭彦委員 やはりそうなのです。足立区、

このところはなかなか目が向きにくいところで、

足立区基本計画審議会の座長であった宮本みち子

教授も、独り暮らしの３５歳から６４歳のミドル

期世代も孤独がもたらすリスクにさらされている

と。一方で、行政は現役世代をリスクを抱える政

策対象と見ていないため、この層への支援が抜け

落ちているというふうに指摘をしております。 

  ミドル期シングルが最も多いのが東京２３区だ

そうです。１９９０年からの３０年間では、２倍

になっているということです。今後ますます深刻

化することが懸念されるミドル期世代の孤独・孤

立対策を区として進めるべきではないかと思うの

ですが、いかがでしょうか。 

○政策経営課長 この予算特別委員会の中でも御質

問いただいたところかと思います。まだ区として

どういった支援が必要なのかというところの分析

ができていないというところもございますので、

課題感があるというのは認識しておりますので、

少しそのあたり意識しながら、今後の行政進めて

まいりたいと考えております。 

○はたの昭彦委員 本当に深刻化している中で、こ

の間新聞報道などで連載されるような問題になっ

ております。 

  宮本教授は、解決策の一つとして、結婚という

形を選ばなくても、それに代わる親密圏をつくる

ことを提案しています。親密圏というのは、より

親しい間柄の関係を身近なところでつくっていく

と。以前は、この親密圏というのが夫婦関係とか

家族関係に限られていたのですけれども、それを

会社ですとか地域のグループなどに広げていく、

この親密圏を広げていくということが大事だとい

うふうに提案しています。 

  また既に、ＮＰＯ団体と連携して、ＬＩＮＥア

プリを使った見守りを我孫子市や秩父市などが行



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

３２ 

っています。 

  （資料を示す）これは秩父市が行っているＬＩ

ＮＥを使った安否通信サービスということで、こ

こには高齢者の方が出ているのですけれども、★

★に住んでいれば誰でも利用ができるのです。こ

れは個人同士を例えば親子関係で見守るとか、あ

るいはグループということを言えば、行政がその

見守りをすることになっているということで、毎

日、朝何時にＬＩＮＥで「どうですか」と言うと

「大丈夫ですよ」と返事をすると。 

  今、このミドル期の中で、セルフネグレクトと

いうことで、病気ですとか自殺というのが増えて

いるので、こういうアプリを使った見守りについ

ても、今後検討していただきたいと思うのですが、

それについてはいかがでしょうか。 

○政策経営課長 今、はたの委員御指摘のとおり、

ミドル期の壮年期の方々はなかなか行政と接触し

ない、地域とも交わりがないというところで、そ

ういった方々をどういう形で接触できるのか、そ

のところは先進自治体の事例も含めて検討してみ

たいと思います。 

○はたの昭彦委員 是非お願いしたいと思います。

この３５歳から６４歳未満のミドル期世代という

のは、正に失われた３０年の経済停滞と経済格差

の直撃を受けてきた世代とも言えます。就職氷河

期で正規雇用に就けずに、年金の見通しもいまだ

に十分ではありません。人間らしい働き方を壊し

て、働く人の４割を派遣、パート、アルバイトな

どの非正規ワーカーにして賃金上がらない国にし

てきてしまった政治の責任も非常に大きいと思い

ます。 

  先ほど言ったセルフネグレクトによる自殺、病

死も増えています。せめてこれからの将来を見越

した長期的な支援を是非考えていただきたいと思

います。 

  次に、現在、生活保護によるＤＶ被害者等への

対策は、どんなに距離が離れていても、正当な理

由があっても、何か事件があっては困るという理

由で、区内転居については認められておりません。

また、近隣区への転居も認められない運用が行わ

れていると思うのですけれども、いかがでしょう

か。 

○足立福祉事務所長 今、はたの委員おっしゃった

ところですが、認めないというような対応はして

おりませんで、その方の相談の内容に応じまして、

区外、また区内がいいというような御希望があれ

ば、そういったところも勘案して相談を受けてい

るところでございます。 

○はたの昭彦委員 ただ、実際に我が党に相談に来

られた方は、区内へ転居を望んでいても認められ

ないということで訴えがあったのです。 

  そういう意味では、そういったことが実際に訴

えとしてあること自体が問題と思うのですけれど

も、今、一律に認められていないわけではないと

言っていましたけれども、国などの指導ですとか

そういったＱ＆Ａについても、そういったことの

明文化というのはないと思うのですけれども、改

めて確認したいと思いますが、いかがでしょうか。 

○足立福祉事務所長 はたの委員おっしゃるとおり、

特に国の方でこういう指導をしなさいとか、そう

いった通知というか、明文化されたものはござい

ません。 

  ただ、その方の生命等に危険を及ぼすものです

から、なるべく生活圏というか、そういったとこ

ろから離れたところに避難していただくのが一番

よろしいのかなと考えております。 

○はたの昭彦委員 もちろん何か事件があったら困

るということでは、生活圏を離すということは必

要ですけれども、一律的な対応は非常に問題だと

思うのです。 

  例えば同じ足立区内でも、小台・宮城地域と私

が住んでいる大谷田では、生活圏は全く違います

し、使っている交通機関なんかも違うわけです。 

  今回の相談に来られた方のケースで言うと、全
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く土地勘がない遠方への転居を余儀なくされてし

まって、この被害者が失踪扱いで保護停止となっ

たという事例もあるわけです。 

  こういう意味では、先ほど一律的な対応はして

いないと言いますけれども、やはり一律的な対応

に現状はなっているというふうに感じるのですが、

それについてはいかがでしょうか。 

○足立福祉事務所長 その方がどういう相談の内容

で、どういった危機的な状況があったか、はっき

りとは分からないですけれども、総合的に勘案し

てその方がどういう危険状態にあるのか、どうい

う生活圏がいいのか、そういったところはしっか

りと相談しているところでございますので、一律

ということでの対応ではなかったと考えておりま

す。 

○はたの昭彦委員 生活保護問題対策全国会議事務

局長次長の方は、こういった足立区の対応に対し

ては、虐待事案でも内容はまちまちだと。離れて

いても追い掛けて来る、加害しに来る場合もある

けれども、別居さえしていれば被害の心配がない

という場合もあると。こういった足立区の対応に

ついては、ローカルルールだというふうにも指摘

していますけれども、今後はこのような指摘がな

いように改めていっていただきたいと思うのです

が、いかがでしょうか。 

○足立福祉事務所長 やはりその方の状況に応じて、

しっかりと相談内容に応じるということが大事か

と思います。 

  また、第一にその方の生命、そこが一番大事な

ところかと思いますので、一律な対応はしないと

思いますけれども、再度そのあたりをしっかりと

指導していきたいと思います。 

○はたの昭彦委員 是非、こういった指摘が今後起

こらないようにしていただきたいと思います。 

  次は、ちょっと時間がないので、次回、あした

また続きをやらせていただきます。ありがとうご

ざいました。 

○長沢興祐委員長 次に、都民ファーストから質疑

があります。川村委員。 

○川村みこと委員 皆様こんにちは。川村みことで

す。今回の予算特別委員会最後の質問時間になり

ますけれども、よろしくお願いいたします。 

  まず初めに、キャッシュレス化の推進について

伺います。 

  本年１１月に施設予約システムの改修が予定さ

れておりまして、地域学習センター等における使

用料の支払いがオンライン上で可能になると伺っ

ております。 

  これまでは窓口へ行かねばならず、かつ現金の

みでの支払いで大変不便と感じる声が聞かれまし

たので、改善されることを大変ありがたく思って

おります。 

  まず、確認しておきたいのですけれども、これ

は、予約時にオンライン上で支払いをすることが

できるようになって、かつこれまでの現金での支

払いを希望する方は引き続き窓口で支払いができ

るという認識でよろしいでしょうか。 

○地域のちから推進部長 川村委員御発言のとおり、

予約時にキャッシュレスでクレジット等で決済が

できるようになるというものでございます。 

○川村みこと委員 オンライン上で決済ができるよ

うになり、かつ引き続き現金にお応えをいただけ

るということで、幅広い世代に利用される施設と

いう特性からも、大変いいことであると感じてお

ります。 

  一方で、区における支払いについて、依然とし

てキャッシュレス化されていないものがあります。 

  特に声が聞かれるのが、スポーツ施設について

です。利用料の支払いについては券売機で行われ

ておりますけれども、この券売機について、キャ

ッシュレス化できていないスポーツ施設はどこで、

計何施設なのか、改めて確認させてください。 

○スポーツ振興課長 総合スポーツセンター、スイ

ムスポーツセンター、千住本町温水プール、東綾
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瀬公園温水プールの４施設と理解しております。 

○川村みこと委員 この券売機、リース契約で間違

いなかったでしょうか。また、契約期間はいつま

でになっていますか。 

○スポーツ振興課長 リース契約になっております。 

  スイムスポーツセンターにつきましては大規模

改修がございましたので、それ以外につきまして

は１年ごとのリース契約で、スイムスポーツセン

ターにつきましては５年の長期でのリース契約と

なっております。 

○川村みこと委員 契約期間終了のタイミングが迫

っているということですけれども、今回、キャッ

シュレス化対応はまだ予定していないということ

で、キャッシュレス対応できなかった理由は何な

のか、確認させてください。 

○スポーツ振興課長 すみません、まだそこまで検

討に至っていなかったというところが事実だと思

います。 

○川村みこと委員 なかなかすぐに変更するのは難

しいのだと思いますが、次の機会まで待っていて

は、キャッシュレス決済という対応が増えてきて

いる現代において、なかなか不便に感じる方が多

いのではないかと思います。早急に御対応いただ

きたく思いますが、いかがでしょうか。 

○地域のちから推進部長 キャッシュレス化時代の

流れにはなっていると思います。費用対効果等を

含め、検討していきたいと思っております。 

○川村みこと委員 このようにどうしてもできない

理由があるわけではないものについても、いまだ

にキャッシュレス対応できていないものも残って

いるのではないかと思います。 

  オンラインの手続の推進、これ全庁的に取り組

んでおりますけれども、これと同様に全庁挙げて

取り組んでいく必要があると考えております。 

  いまだ現金のみの対応となっている手続の数や

内容の取りまとめはできているのか、確認させて

ください。 

○情報システム課長 ＩＣＴ戦略推進担当課長を兼

務しておりますので、答弁させていただきます。 

  令和３年度に一度全庁の調査をしまして、その

ときにお客様の数とか取扱い件数とか、そういっ

たところを見て区民事務所をまずキャッシュレス

化しております。 

  時代の流れでキャッシュレス、その頃からも随

分発展していますので、また改めて調査して、現

状把握して進めていきたいと考えております。 

○川村みこと委員 今、御答弁いただきましたので、

是非令和７年度中には改めて調査を行っていただ

いて、全庁的にキャッシュレス化加速させていた

だきたいと思っております。よろしくお願いいた

します。 

  では、次の話題に入りたいと思います。 

  先日、綾瀬駅前交通広場が開放となりました。

地域の方を招待しての開放記念式典も行われまし

て、大変華やかな★★となりまして、私も区民の

一人として大変うれしく思っております。 

  さて、次の綾瀬・北綾瀬エリアに住む方々の関

心と言えば、６月に迫っている北綾瀬駅前の交通

広場の開放と商業施設のオープンだと思います。

暗い高架下に、そして３両編成のみの運行であっ

た千代田線など、私も北綾瀬エリアに越してきた

１０年ほど前のことを思い出すと、見違えるよう

に活気あるまちになったとうれしく思っています。 

  さて、北綾瀬エリアにはマンションや新たな一

戸建て住宅も次々と建設されておりまして、新し

い住民の方も増えました。この北綾瀬の交通広場

開放と商業施設のオープンという機会を逃すこと

なく、住んでよかった、これからも住み続けたい

と思う取組に今後力を入れていかなければならな

いと思っております。 

  まずは、北綾瀬エリアの今後について、どのよ

うに考えているか教えてください。 

○エリアデザイン推進室長 環状七号線と千代田線

を中心としたところで右上、右下、左上、左下と
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あるのですけれども、まずは、その左上のところ

で商業施設が開業して駅前広場ができるというと

ころで、そのクロスしたところを中心とした周辺

のまちづくりもこれから必要ということで、まち

づくり協議会とともに、段階的にまちづくりを進

めていこうということで考えております。 

  商業施設のオープンを受けて、それでまちが随

分変わってくると思いますので、それを受けまし

て、今後の展開をまちの方々と一緒に考えていき

たいと考えてございます。 

○川村みこと委員 ららテラス北綾瀬においても開

業しますけれども、今後、地域の方々とつながっ

ていけるような取組を行っていただけるよう例え

ばららテラス側に働き掛けていくですとか、北綾

瀬にもともと住んでいる方も、これから引っ越し

てくる方も、地元愛が深まるような住民参加型の

取組を行っていく必要もあると考えておりますが、

この点区の見解はいかがでしょうか。 

○エリアデザイン推進室長 地元の町自連もありま

すし、まちづくり協議会もございますので、そち

らと相談をしながら取り組んでいければと考えて

おります。 

○区長 西新井の綾瀬は、私ども、大変協力的で様々

な企画にも場所を提供していただいたり、御協力

いただいていますので、そうした良好な関係が築

ければいいなということと同時に、まち中にもソ

フトの事業、特に子育て世帯の年齢層にアピール

するような事業は細々といろいろなところで仕掛

けていったり、また公園についても、今日はあち

らの公園、あしたはあちらの公園と選べるような、

そんな工夫もしながら、せっかく北綾瀬・綾瀬を

選んでいただいた方のまちづくりを進めてまいり

ます。 

○川村みこと委員 区長から心強い御答弁いただき

ましたので、是非、引き続き綾瀬・北綾瀬エリア

の発展に向けてよろしくお願いしたいと思います。 

  さて、次の話題に入ります。子ども・子育て支

援対策調査特別委員会でも質問させていただいた

のですけれども、子育て家庭訪問事業について、

もう少し深く質問させていただきたいと思ってい

ます。 

  委員会では、場合によっては絵本をポストに投

函することも想定しているというようなお話でし

た。 

  しかしながら、この事業の目的は、ほんの少し

でもいいので訪問して顔を見る、話す、異常がな

いか確認するということだと思います。何がきっ

かけでもいいと私は思っております。絵本がもら

いたいから会ってみようでもいいと思いますし、

一方で、家の中に上がることを必須とすると、片

付けをしなければならないなど逆に負担を感じて

しまう方も多いのではないかと思います。 

  そのバランスが取れるように、玄関先でも構わ

ないので、一瞬でも会って顔を出してもらってや

っていくというのがいいのではないかと思います

が、現時点での区のお考えを改めて確認させてく

ださい。 

○子ども政策課長 まず、お持ちする絵本の投函に

つきましては、足立区の場合、全世帯に訪問する

形で進めています。なので、必ずしもスケジュー

ルが取れて訪問できない場合もありますので、そ

ういった場合どうしても投函することもあるかな

と想定はしておりましたが、川村委員から今課題

も言っていただいていますので、それについては、

今後、柔軟に考えていきたいと考えております。 

  お会いする際についても、我々無理やり家に入

ろうということを考えていませんので、せっかく

お会いできるので、ちゃんと話ができるような関

係がつくれるような制度設計をしていきたいと考

えております。 

○川村みこと委員 委員会でもお伝えしましたけれ

ども、１年掛けてやる事業ですので、会わなくて

も絵本を投函してもらえるから大丈夫とか最初の

方で思われてしまっては、本当に支援が必要な方
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にも会ってもらえなくなるというリスクがあるか

と思います。 

  一方で、仕事復帰をしていて忙しいという方の

負担になっては本末転倒ですので、そのバランス

については、是非とも今後慎重にお願いしたく思

います。 

  また、訪問した際に、支援が必要であると自分

で申出があった場合はいいですけれども、大丈夫

と言いつつ、全く大丈夫そうではないとか、そも

そも一度も会えないなど様々なパターンがあるか

と思います。 

  支援を行うことですとか、ほかの機関につなげ

る基準については、現在どのように考えられてい

るか教えてください。 

○子ども政策課長 川村委員おっしゃるとおり、基

本的には御本人からの申入れに基づいてつなぐの

が前提だと考えております。 

  ただ一方で、なかなかそう言い出せない御家庭

もあるかと思います。これは１回限りの訪問では

なくて、毎月定期的にお会いする形になりますの

で、信頼関係をつくりながら、なるべく保護者の

方と詳しい話をしながら、必要な機関につなげる

ような形に持っていきたいと思っておりますので、

今のところ、こういった基準でというのは特に決

めてはいないところでございます。 

○川村みこと委員 訪問員の方は、会計年度任用職

員と委託職員の二パターンあると思います。特に

委託職員の方については、資格の有無を問わない

のでここの判断基準も難しいのではないかと思い

ます。是非、その点のサポートもよろしくお願い

したいと思います。 

  これだけの予算で人を使って行う事業ですから、

是非成功させていただきたく思っております。よ

ろしくお願いします。 

  さて、この事業についてもう少し角度を変えて

質問したいのですけれども、絵本の選定について

伺います。 

  １人１０冊もらえるということで、既に持って

いる本とかぶらないようにするために、選択でき

るようにする必要があると思いますので、計二、

三十種類の選定が必要なのかなと思っております。

上のお子さんがいる方は、既にかなりの本を持っ

ているという方も多いです。 

  選定について、現時点での区の考えや進捗を教

えてください。 

○子ども政策課長 絵本の選定につきましては、中

央図書館等も御協力いただきながら、今、選定を

進めているところでございまして、保護者の方に

持って行き方につきましては、当初、１冊をとい

うふうに考えておりましたが、ほかの委員からも、

やはり選択できた方がいいのではないかという御

意見、多数頂いております。 

  ほかの事業者の実績等を見ると、委託事業者の

方で選択できるようなシステムを構築しているよ

うなところもございますので、今後プロポーザル

を実施していく中で、ほかの自治体や事業者の話

を聞いて、よりいいものを取り入れられるように

進めていきたいと考えております。 

○川村みこと委員 是非お願いします。 

  例えばですけれども、この訪問事業で絵本を渡

す際に、この１歳６か月、この対象が終わったら

絵本との関わりは終わりというふうにならないよ

うに、今後は図書館であったり、自分で絵本を定

期的に購入したりですとか、次につながる取組が

必要ではないかなと思っております。 

  例えば絵本を渡す際に、この絵本を選んだ方に

お勧めの絵本であったり、この絵本はシリーズ物

なのでこんなシリーズ本がありますと紹介するよ

うな、次の１冊につながる取組を全庁横のつなが

りもして行っていただきたいと思っているのです

が、いかがでしょうか。 

○中央図書館長 今回の事業につきましては、区立

図書館をＰＲするよい機会だと思っておりますの

で、イベントや事業の案内をさせていただきたい
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と思うのですが、今回の事業に当たって、専用の

そういった本のリストですとか、そういったもの

を作るか否かについては、必要性ですとか効果検

討の上、実施の有無を判断させていただきたいと

思います。 

○川村みこと委員 是非よろしくお願いいたします。 

  次の質問に移りますけれども、あだちはじめて

えほん事業について伺います。 

  ３・４か月健診では本を受け取ったけれども、

１歳６か月健診では受け取らなかったという人が、

これまでは年間２，０００人ほどいたというふう

に伺いました。これを踏まえて、少し改善されて、

中央本町地域・保健総合支援課と東部保健センタ

ーでは、本年度より、３・４か月の際も１歳６か

月の際も健診時に受け取りが可能となりました。

まだ年度が終わっていないので正確な数字は分か

らないと思いますけれども、大幅に受け取り率が

アップしたのではないかと思っております。 

  区内図書館や子育てサロン、児童館に行くきっ

かけにしてほしいからと、１歳６か月時の受け取

りは各施設としていたのだと思いますけれども、

１歳６か月では仕事復帰されている方も一定数お

りまして、受け取りたくても時間がないという方

もいらっしゃった結果ではないかなと思っており

ます。 

  既に、２か所について健診時の受け取りも可能

となっておりますので、公平性の観点からも、全

施設で１歳６か月健診のときも受け取れるように

してはどうかと考えますが、いかがでしょうか。 

○中央図書館長 現在、直接配布をしていない３か

所での直接の配布につきましては、もう少し様子

を見させていただきたいと思っております。 

  と申しますのが、今回出張配布を実施いたしま

したのは、配布率の向上を図るということで東部

と中央は大幅に上がりまして、もともとの３か所

につきましては、子育てサロンが併設されている

などから一定の配布率がありましたので、当面、

もう少しこのまま状況を見させていただきたいと

思います。 

○川村みこと委員 分かりました。 

  続いて、図書館のあかちゃんタイムについて伺

います。 

  現在、区立図書館では、赤ちゃんの声など周囲

を気にせず、気兼ねなく図書館を利用することが

できるあかちゃんタイムというものを設けていま

す。これは非常にいい取組であると思いますが、

場所や時間などの実施状況は図書館により大幅に

異なる状況です。 

  赤ちゃんを連れて行くのですから、あかちゃん

タイムの対象となる場所や時間が多いところに、

わざわざ遠い図書館に行くというのは難しいと考

えると、やはり近所の図書館がこの赤ちゃんウエ

ルカムな環境になるのがいいのではないかと思っ

ております。 

  このあかちゃんタイムの拡大をお願いしたいと

思いますが、いかがでしょうか。 

○中央図書館長 あかちゃんタイムの拡大につきま

しては、面積やレイアウトなどの関係で実施がで

きるところ、できないところあるのですが、可能

なところについては、拡大に向けて検討させてい

ただきたいと思います。 

○川村みこと委員 是非よろしくお願いいたします。 

  続いて、子育てサロンについて伺います。保護

者の負担軽減に関することです。 

  保育園においては、保護者の負担減や衛生上の

観点から、おむつを持ち帰りではなく園で捨てる

というのがスタンダードになってきました。また、

本庁舎の１階の赤ちゃん休憩室にも４月からおむ

つパック器が設置される予定であるというふうに

なっているかと思います。 

  一方で、子育てサロンについては、今、持ち帰

りが一般的となっております。持ち帰りをしなけ

ればならないサロン、回収をしているサロンの状

況は、どのような状況になっておりますでしょう
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か。 

○住区推進課長 子育てサロンにつきましては、建

物の中で、トイレでおむつを捨てられる場所も一

部ございますけれども、基本的に子育てサロンの

中で、そういったおむつを捨てられる場所という

のは今のところございません。 

○川村みこと委員 スペースの問題ですとか、改修

費用の問題など、解決しなければならない課題は

あると思うのですけれども、気軽に訪れることが

できて、保護者の負担を減らすことのできる場所

として、より利便性を高めるためには、おむつ回

収を早急に全区展開していただきたいと思ってお

りますが、区の考えを教えていただきたいと思い

ます。 

○住区推進課長 近年、おむつを捨てられる施設と

いうのが増えてまいりましたので、ほかの事例を

参考にしながら、子育てサロンの中でもおむつを

捨てられるパック回収機のようなものを設置でき

るか、検討していきたいと思っております。 

○川村みこと委員 是非よろしくお願いします。 

  続いて、妊娠・出産関連助成制度について伺い

ます。 

  妊娠・出産に係る様々な支援が、区ではもちろ

んのこと、国や都など日本全体で広がっていると

感じておりまして、大変いいことだなと思ってお

ります。 

  さて、足立区の妊娠届出時には、マタニティサ

ービスの御案内というものが配布されておりまし

て、低所得妊婦に対する妊娠判定費用の助成から

ファミリー学級、産後ケア、こんにちは赤ちゃん

訪問など非常によくまとまっていて、足立区に住

む方が妊娠・出産されるのであれば、これを見れ

ば受けられる制度が分かるようになっております。 

  ただ、この妊娠届出、８週から１２週ぐらいに

行うことが多いのですけれどもこの紙に書かれた

内容は、５か月になったらこの手続ができるとか、

出産したらこれができるようになるとか、かなり

先の情報まで載っておりまして、なかなか環境も

変わる中で漏れなく手続を行うというのは難しい

ことだと感じております。 

  例えば妊娠何か月、出産後というようにスケジ

ュールどおりに並べたチェックシートのようなも

のを新たに作って、それを配布していくというよ

うなものについてはいかがでしょうか。 

○保健予防課長 ワンペーパーにきれいに内容をま

とめたものを作っているのですけれども、御意見

も頂きましたので、スケジュールどおりにすると

か、チェック欄を作るとかという工夫をさせてい

ただきたいと思います。 

○川村みこと委員 是非よろしくお願いします。 

  また、子育て支援アプリが１０月から導入され

る予定となっております。このアプリにはプッシ

ュ通知機能があるとのことです。この紙にまとま

っているような受けられる支援についての情報を、

手続ができる時期にプッシュ通知で配信できるよ

うな仕組みもお願いしたいのですけれども、見解

を教えてください。 

○子ども政策課長 せっかくプッシュ機能付きます

ので、衛生部と連携して、必要な情報を発信でき

るようにしていきたいと考えております。 

○川村みこと委員 是非よろしくお願いいたします。 

  続いて、話題を変えまして、災害時の協定につ

いて伺いたいと思います。 

  先日、足立区では様々な場所に「水害時ここま

で水が来ます」というステッカーが貼ってありま

すけれども、人が避難するのは第一なのは分かる

けれども、区民の重要な足であり財産である自家

用車についても、被害に遭わないようにしたいと

いう区民の方からお声を頂きました。 

  区内で車を垂直避難させられる場所についての

情報がなかなかないなと思うのですけれども、何

か所と協定を結んでいるかなど、現在の状況を教

えていただきたく思います。 

○災害対策課長 水害時に車を避難させることので
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きる施設ですが、現在４か所と協定を結んでいる

ところでございます。 

○川村みこと委員 既に４か所協定を結んでいただ

いているということは、区民の安心につながり、

大変ありがたく思います。 

  ただ、これがあまり情報が届いていないように

思いますので、周知を徹底していただきたいとい

うところと、この協定先の拡大も是非お願いした

いと思うのですけれども、現在の進捗等はいかが

でしょうか。 

○災害対策課長 協定先の拡大については、今後も

随時進めてまいりたいと考えております。 

  また、この避難できる場所の周知をという御発

言でございますけれども、実際利用する想定です

けれども、避難の段階で避難指示が出て、更にそ

の後のレベル５のいわゆる緊急安全確保といった

段階になって使っていただくようなことを想定し

てございます。まずは、きちんと逃げてというこ

とが先決ですので、最後いざとなって命を守ると

きにはという段階での利用を考えておりますので、

まずは、避難指示に従って逃げていただくのが先

というところを周知していきたいと思っています。 

○川村みこと委員 丁寧な周知を是非お願いしたい

と思います。 

  それに併せて、頂いたお声として、足立区多く

の自治体と隣接しています。例えば中川エリアで

あれば、車を垂直避難させるにしても、アリオ西

新井に行くのではなくて、アリオ亀有に車を持っ

ていくのが早いという状況です。自治体ごとに一

区切りというのは、一つの区切りではありますけ

れども、災害時のことなので、区民の命と財産を

守ることのできる方法を幅広く検討していただき

たいと思っております。 

  今後は、区という垣根を越えて災害時協定を締

結できるように働き掛けていくということについ

てはいかがでしょうか。 

○災害対策課長 区の枠組みを超えてといったとこ

ろは、正におっしゃるとおりかなと思っておりま

す。 

  アリオにつきましては、今、ヨーカドーと既に

車両の協定を結んでおりまして、アリオ西新井と

亀有の方の駐車場、いずれも使えるような状況に

はなってございます。 

○川村みこと委員 是非、区の垣根を越えて災害時

協定先の確保広げていただきますよう、よろしく

お願いいたします。 

  続いて、管理職の昇任意欲の醸成について伺い

ます。 

  令和６年度は多くの方が管理職に昇任されまし

た。今後も、管理職の成り手が不足するというこ

とがないように、早い段階から管理職に興味を持

ってもらえるような取組をしていく必要があると

考えております。 

  現在、管理職の成り手不足を防止するための取

組は、どのようなことを行っておりますでしょう

か。 

○人事課長 今、キャリアデザインの研修など、あ

るいはキャリアサポートブックという自分の将来

像を描くような勧奨の方法で進めております。 

○川村みこと委員 このキャリアサポートブック、

私も拝見いたしました。今、ボリューム２まであ

るかと思うのですけれども、この管理職の制度の

面と冊子などで管理職について知ってもらう、身

近に感じてもらうという、２つの側面から進めて

いくというのが重要だと私も感じております。 

  このキャリアサポートブック拝見してみて、私

が特にいい内容だなと思ったのは、長谷川副区長

が管理職になろうと思われた理由についてであり

まして、１つ目は仕事のできる範囲が広がるから、

２つ目は早く住宅ローンを返したかったからとい

うようなものでした。 

  それがその方のエンジンになるのであれば、私

は昇任の動機は何でもいいと思っておりますし、

それを長谷川副区長がこのように職員の方々に発
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信されているというのは、非常にポジティブでい

いことだなと感じました。 

  ただ、やはり職員の方々のお話を伺っておりま

すと、聞こえてくるのは、私が言うのも何なので

すけれども、議会対応がブラックボックス過ぎて

分からないとか、やりたくないという声でござい

ます。部署によって、係員のうちから議会に関係

することもあると思うのですけれども、窓口職場

のように係員のときにはほとんど関わらないとい

う職場もあります。 

  私も実体験として、全く関わらないときと、よ

くそういう相談が来るなという部署のときがあり

ました。分からないから遠く感じてしまうという

こともあるのではないかと思います。 

  例えば必須ではなくて、任意でも構いませんの

で、冊子を読んで興味を感じていただけた希望者

の方には、実際に議会を見ていただけるよう、そ

れを研修、出張扱いにするなど、現場を知っても

らえる仕組みづくりをしていってはどうかと思う

のですが、区の見解を最後に教えてください。 

○人事課長 今、管理職になった昇任者に対しては、

こういった★★であるとか実際に見ていただいて、

自分の将来像を描いていただく研修はあります。 

  今、御希望の話でございましたが、主任に昇任

しているとき、あるいは係長に昇任しているとき

の研修で、議会の役割ということを少しやらせて

いただいております。そこのところで、もし今後

必要があれば、そういう見学ということも取り入

れることについては検討できるのかなと思ってお

ります。 

○川村みこと委員 分かりました。早いうちから是

非議会を身近に感じていただきたいと思っており

ますので、引き続き検討をよろしくお願いしたい

と思います。 

  これで私の質問を終わります。ありがとうござ

いました。 

○長沢興祐委員長 次に、無会派から質疑がありま

す。野沢委員。 

○野沢てつや委員 維新の会で無会派の野沢です。

よろしくお願いいたします。 

  初めに、第１回目の質問の際、区が発行する発

行物について質問させていただきました件につい

て、確認だけさせていただきます。 

  この件につきまして質問した際、足立区で発行

している冊子の種類は何種類ぐらいあって、費用

総額は幾らなのか把握していないとの回答でした。 

  私は、補助金や助成金が各部による管理だった

ものを区長がトップからメスを入れてくださった、

このようなスキームを横展開して経費削減に取り

組んでほしい、そういう思いで質問させていただ

きました。 

  ＹｏｕＴｕｂｅで質問を見返したところ、この

点について明確な回答がいただけていませんでし

た。政策経営部長に補足答弁をお願いしたいので

すが、いかがでしょうか。 

○政策経営部長 前回の質問、私、書式とかの統一

というところで答弁をさせていただきまして、大

変申し訳ございませんでした。 

 これまでもガイドブックのところについて、その

費用対効果についていろいろと議会の方からも御

指摘等受けたものありますので、そういったいろ

いろな指摘とか各所管の工夫、そういったものを

横展開していいものを作るというところは必要だ

と思いますので、工夫して取り組んでまいりたい

と考えます。 

○野沢てつや委員 大変だと思いますが、前向きに

取り組んでいただけたらと思います。 

  次に、第１回の質疑におきまして、歳入につき

まして質問しませんでしたので、１点だけ質問さ

せていただきます。 

  会議室などの使用料収入です。最近、人件費や

原材料価格の高騰などにより物価が急上昇してい

るのは、皆さんも感じられていると思います。 

  そんな中、私は、先日、ギャラクシティの会議
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室をインターネットで予約させていただきました。

土曜日の夕方、１時間１，０００円でした。正直

言って、現在の物価水準を考えると少し安過ぎる

ように思われます。 

  会議室利用料などの見直しは、どれぐらいのス

パンでされているのでしょうか。 

○資産管理課長 施設使用料の見直しについては４

年ごとに実施しており、直近では令和５年度に実

施しております。 

  そのときは、令和２年度から令和４年度はコロ

ナ禍で打撃を受けた施設利用状況が明らかになっ

たことを踏まえ、施設使用料を据え置くという判

断をしております。 

○野沢てつや委員 この会議室利用料、最後に料金

改定されたのはいつぐらいなのですかね。この１，

０００円に料金改定されたのは、いつぐらいなの

でしょうか。 

○資産管理課長 私の記憶ですと、平成２６年度だ

と認識しております。 

○野沢てつや委員 住区センターなどに係る利用料

等につきましては、当該地域の方々、子どもや高

齢者の方々などのことを考えて、福祉的観点から

なるべく抑制すべきだと思います。 

  ただ一方、一般業者の会議室利用などＢｔｏＢ

に近いようなものについては、逆に市場価格に近

づけてもよいのではと思います。 

  余談ですけれども、私、以前、さいたま市で会

議室を借りようとしたとき、何とか建託の土地資

産活用セミナーで予約がいっぱいだったのを見て、

何だかなと思ったことを覚えています。 

  ですので、本当にきめ細かな料金設定をお願い

したいのですが、いかがでしょうか。 

○資産管理課長 野沢委員おっしゃることもごもっ

ともだと思います。現在、運営コストや施設利用

実績など積み上げて、令和９年度の施設使用料の

見直しの検討に向けて準備しているところなので、

野沢委員おっしゃるところも踏まえて検討を進め

ていきたいと考えております。 

○野沢てつや委員 是非、前向きに御検討お願いい

たします。 

  それと、昨年の決算書を見たところ、屋外広告

物許可に係る手数料として２，８１６万５，００

０円、結構な額が収入として計上されておりまし

た。これ具体的な内容を教えていただきたいので

すが、いかがでしょうか。 

○道路公園管理課長 例えば鉄道にラッピングされ

ている広告であるとか、あとタクシーにラッピン

グされている広告、また建物の看板など、そうい

うものでお金を頂いているものでございます。 

○野沢てつや委員 この価格を決めるのは足立区で

しょうか、それとも東京都でしょうか。 

○道路公園管理課長 東京都が屋外広告物条例とい

うのを定めておりまして、その中で金額を定めて

おります。 

○野沢てつや委員 一般的にちょっと思うのですけ

れども、屋外広告物の許可を申請する業者さんに

とっては、正直言って１，０００円、２，０００

円の価格上昇改定は問題なく吸収できる、そのよ

うに考えます。 

  ですので、東京都に対して、価格上昇改定を打

診することを要望したいのですが、いかがでしょ

うか。 

○道路公園管理課長 そういうことも踏まえて、東

京都の方にお話しさせていただければと思います。 

○野沢てつや委員 今まで述べたように、区の歳入

増加のために、全体的な料金の見直しをお願いし

たいと思います。 

  次です。若者の婚活支援、足立区議会ではあま

り婚活について取り上げる方がいないので、私、

婚活とか全然関係ないのですが、今回取り上げさ

せていただきます。 

  江戸川区は、結婚を望む区民の出会いを支援す

るために、国内最大規模の★★を運営する株式会

社タップルと連携協定を締結したそうです。同協
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定では、結婚を望む区民の方々がマッチングアプ

リを安心して利用できるよう、両者が連携して支

援していくとのことです。 

  協定の締結を受け、区は、同社の協力を得てマ

ッチングアプリ活用セミナーを開催、アプリの始

め方やプロフィールの書き方、トラブルに巻き込

まれない利用方法などについて同社の講師が解説

するそうです。このほか区のホームページには、

マッチングアプリの安全な利用方法などの情報が

掲載された特設ページを開設するとのことです。 

  これポイントとなるキーワードが散りばめられ

ているのですけれども、どなたか分かりますでし

ょうか。 

  ポイントとなるキーワードは安心・安全、トラ

ブルということです。江戸川区は、マッチングア

プリを作ったり、婚活パーティーを開いたりする

のではないのですね。安心・安全に婚活できるよ

うにするために、この締結を結んだということみ

たいです。 

  今、マッチングアプリを利用した詐欺、これが

流行しているそうです。 

  自分が先日お話を聞いた方は、マッチングアプ

リでマッチングした方に会いに行ったところ、バ

イナリーオプションなる商品を勧められたとのこ

とです。絶対にもうかると言って１５０万円の支

払い求められ、追い回されたそうです。結局、逃

げ切って事なきを得たそうですが、金融庁のホー

ムページを見ると、バイナリーオプション詐欺に

ついての注意喚起みたいのがありました。 

  足立区は、こういったものに対して何らかの対

策をしていますでしょうか。 

○産業経済部長 消費者センターの方では、例えば

ＳＮＳを使ったそういった詐欺に関しては、意識

啓発というところで、ＳＮＳでこういう点に気を

付けるべきだというふうな発信をさせていただい

ております。 

○野沢てつや委員 そうなのですが、実際そんな対

応で対策できる生易しい相手ではないのですね、

これ。 

  詐欺罪は、逮捕されて、起訴されて、裁判にか

けられても刑が軽いのです。詐欺罪の法定刑は１

０年以下の懲役ですが、被害弁償すれば減刑され

て軽くなるのです。なぜ減刑されるかというと、

そうしないと被害弁償しない、こういった現状が

あるのです。 

  ですので、こういった詐欺をする業者さんとい

うのは本当に百戦錬磨なのです。ですので、今の

足立区の対応はまだまだ甘い、そのように感じて

おります。 

  ですので、現状を踏まえて江戸川区のようにも

っと具体的な対策をすべきだと思いますが、いか

がでしょうか。 

○産業経済部長 野沢委員御指摘の江戸川区の対策

ですとか、そういったものを研究させていただき

まして、どういった具体的に効果的な対策が取れ

るのか、しっかりと進めてまいります。 

○野沢てつや委員 是非とも前向きに取り組んでい

ただけたらと思います。 

  続きまして、高校生応援支援金事業です。 

  足立区は、部活、習い事、資格取得などのチャ

レンジに対して５万円を支給する高校生応援支援

事業を行っています。本当にとてもよい事業だと

思います。 

  今年度は、募集人数や所得層を広げることが予

想されております。具体的にはどのように拡大さ

れているのでしょうか。 

○子どもの貧困対策・若年者支援課長 所得層につ

いては、一般的に４人世帯でおおむね５００万円

程度の収入、申込み人数６００人程度を想定して

おります。 

○野沢てつや委員 広げること自体は好ましいこと

だと思います。ただ一方で、年収を要件とするこ

と、これはやはりおかしいと思います。所得制限

は撤廃すべきだと思います。 
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  私は、子どもの頃、親の年収なんて全く分から

なかったですし、ここにいる執行機関の皆様も、

子どもの頃に自分の親の源泉徴収票を確認して年

収を正確に把握していた方などいなかったと思い

ます。いらっしゃいますか。さすがにいないと思

うのですね。 

  子どもたちにとって、親の年収などは知るとこ

ろではありませんし、応援支援金なのに、応援す

べき対象の子が限定されるというのはおかしいと

思います。やはり区内全ての子を応援すべきだと

思いますが、いかがでしょうか。 

○子どもの貧困対策・若年者支援課長 まず、親の

収入については、当然分からない子どもたちが多

いかなと思いますので、申込みについては所得が

分からなくても大丈夫だよということで、取りあ

えず申し込みくださいと。審査の方はこちらでさ

せていただきますということで、申込みに対する

ハードルはこちらの方で下げております。 

  所得要件につきましては、いろいろと調査の方

もさせていただいた結果、その所得層に応じて、

部活代とか課外学習に使う費用の差がある程度発

生しているというところも確認できましたので、

そこの差を埋めてあげるということをこの費用の

目的としておりますので、ある程度制限の方はさ

せていただいているところでございます。 

○野沢てつや委員 親の収入にかかわらず、取りあ

えず申込みできるということですけれども、取り

あえず申し込んでこの審査に落ちたら、逆にどう

なのかと思ったりもするのですが、やはり先ほど

から申し上げているとおり、親の年収によって支

援できる子と支援できない子がいるというのはお

かしいと思いますので、全員に実行していただけ

たらと思います。 

○長沢興祐委員長 この際、審査の都合により暫時

休憩いたします。 

  なお、開会前に申し上げましたとおり、午後２

時より黙祷を行います。間もなく放送が入ります

ので、放送に合わせて御起立いただき、黙祷して

いただきますよう、御協力お願いいたします。傍

聴人の皆様も御協力をお願いします。 

午後１時５８分休憩 

午後２時０１分再開 

○長沢興祐委員長 休憩前に引き続き委員会を再開

いたします。野沢委員。 

○野沢てつや委員 続きまして、治安問題を取り上

げさせていただきます。 

  足立区における令和６年の刑法犯認知件数は４，

４４２件で、前年同期比２２０件の増加、２３区

中上位２１位とあります。また、自転車盗の被害

は、令和６年は１，３９４件で、前年同期比３３

件増加、刑法犯全体の３１．３％と記載してあり

ます。また、特殊詐欺の被害は、令和６年は１１

６件となっており、前年同期比１４件の減少と記

載されております。そして、刑法犯認知件数は３

年連続の増加と、足立区のホームページに記載が

ありました。 

  自動車盗難が多いということですが、どういっ

た自転車が盗まれているのでしょうか。 

○犯罪抑止担当課長 自転車の車種で言えば、最近

はスポーツタイプが増えていると聞いております。

自転車の状態ですと、無施錠のものが多いとのこ

とです。 

○野沢てつや委員 スポーツ型自転車、スポーツ型

バイクの盗難が多いということは、確かにホーム

ページにも記載がありましたし、そのとおりだと

思います。スポーツ型ですと、盗んで自分で乗る

というのはなかなか考えづらい。やはり目立つの

で、すぐに発見されてしまうのですね、高いです

し。 

  そう考えると、もしかしたら販売して利益を出

すことを目的として盗んでいる可能性がある。端

的に言うと、自転車盗難は自己利益のための軽は

ずみな軽犯罪ではなく、販売目的の計画的な犯罪

の可能性もあるということです。この点について
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いかがでしょうか。 

○犯罪抑止担当課長 野沢委員おっしゃるとおり、

転売目的で盗まれているのも実際にあると思われ

ます。 

  ただ、夜、終電後に足代わりに軽い気持ちで盗

むというものもございますので、一概に計画的な

悪質な犯行ばかりが多いというわけではないと考

えられます。 

○野沢てつや委員 今の御回答のとおりだと思いま

す。本当に軽はずみな犯行の可能性もある、一方

でこういった転売目的の計画的な犯行もあるとい

うことです。 

  平成２４年には足立区暴力団排除条例が施行さ

れていますが、ちなみにですが、足立区内指定暴

力団構成員の数とかは把握していますでしょうか。 

○犯罪抑止担当課長 暴力団員の人数等については、

警察から公表されておらず、把握はしておりませ

ん。 

○野沢てつや委員 半グレ的な組織、そして外国人

犯罪集団、そういった方に対する認識というのは

ありますでしょうか。 

○犯罪抑止担当課長 最近は、暴力団のような明確

な組織ではなく、いわゆる半グレ集団のようなも

のもあるとは聞いておりますが、区内にそういっ

た団体がいるかどうかということは把握しており

ません。 

○野沢てつや委員 法務省の統計によると、２０２

０年の再犯率は５８％とあります。そういった前

科がある方の状況とか、そういったものは把握し

ていますでしょうか。 

○犯罪抑止担当課長 前科者がどこに何人ぐらいお

住まいになられているかということも、こちらで

は把握しておりません。 

○野沢てつや委員 今の答弁は、正直、聞いて、担

当部署の認識がやや甘いような気がします。 

  区は、防犯カメラの整備を進めていますけれど

も、こういった自転車盗とか軽犯罪、こういった

犯罪に対する意識付けの警戒レベルをちょっと上

げていただいて、一つ一つ個別に対策していただ

きたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○危機管理部長 今まで区の取組としては、件数を

減らすということで、軽犯罪の取組が主でござい

ました。 

  ただ、野沢委員がおっしゃったように、暴力団

とか半グレ集団、その問題が起こる度、警察と情

報交換して対応は一緒にやっているのですが、今、

区全体でどうなのかというところの認識は、おっ

しゃるとおり甘いところはありました。 

  そこについては、今後、警察と連携する中でし

っかり取り組んでいきたいと考えます。 

○野沢てつや委員 区民の満足度は非常に高い。そ

れも安心・安全、足立区の治安がよくなっている、

だからこそ皆さん満足していると思いますので、

もっともっと治安がよくなって、外の方からも足

立区いいなと思われるように取り組んでいただけ

たらと思います。 

  続きまして、公立学校の水道蛇口の自動水栓化

です。 

  最近、今日もニュースで見ましたけれども、ノ

ロウイルスが大流行しているみたいですが、足立

区、特に小・中学校での現状はいかがでしょうか。 

○東部地区建設課長 新築の建物につきましては、

コロナ禍から自動水栓を設置するようにいたして

おります。 

○長沢興祐委員長 学校運営部、いかがですか。 

○学務課長 今年度につきましては、ノロウイルス

の大流行という話は、今のところ出ておりません。 

○野沢てつや委員 ちなみに、コロナウイルスとか

インフルエンザはいかがでしょうか。 

○学務課長 インフルエンザは、令和５年度に大流

行して学級閉鎖が相次ぎましたが、今年度はその

６分の１程度に抑えられているかと思います。コ

ロナについては、ほぼ学級閉鎖についてはござい

ません。 
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○野沢てつや委員 先に言われてしまったのですが、

足立区の公立小学校での自動水栓の導入状況はい

かがでしょうか。 

○東部地区建設課長 先ほど答弁させていただきま

したけれども、新築の学校につきましては自動水

栓化を進めているところでございます。 

○野沢てつや委員 以前、公明党の大竹議員から予

算委員会で質問があったのですけれども、やはり

この自動水栓、メリット多いと思います。タッチ

レスで手が洗えるため、レバーにウイルスや細菌

が付かない、そして衛生的です。レバーを介した

人から人への接触感染、これ防げます。また、水

の出しっ放し、こういったのを防いで節水効果も

できる。また、触らないでいいので障がい児など

も使いやすく、バリアフリーな設備だと思います。 

  後付けですと、ちょこちょこ検索すると、工事

費別で１つ１０万円程度らしいですけれども、費

用対効果をいろいろ考えていただいて、全校導入

も検討していただけたらと思いますが、いかがで

しょうか。 

○施設営繕部長 計画的な大規模改修ですとか、先

ほど答弁しました改築のときには必ず自動水栓、

それから今後やるとすれば老朽化してきた給水系、

こちらの改修も鋭意取り組んでいるところでござ

いますので、極力自動水栓導入するように頑張っ

てまいりたいと思います。 

○野沢てつや委員 是非とも前向きな取組お願いい

たします。 

  あと、これは直接要望があったので取り上げさ

せていただきます。 

  足立区の子育て事業ということで、保護者が病

気や出産などで一時的に子どもの養育ができず、

宿泊を伴う保育所が必要なときに一時的に預かる

事業としてショートステイ事業があるということ

です。 

  現在、そういったショートステイ事業を行って

いる事業者は、足立区に何か所ありますでしょう

か。 

○こども家庭相談課長 申し訳ございません。病児

をショートステイで預かる制度はございません。 

○野沢てつや委員 もしかしたら私の書きっぷりが

誤りだったかもしれません。申し訳ありません。 

  現状、児童養護施設クリスマス・ヴィレッジで

ショートステイ事業というのをやっているそうで

すけれども、そちらについてはいかがでしょうか。 

○こども家庭相談課長 クリスマス・ヴィレッジに

おけるショートステイ事業でございますが、親の

育児疲れ、あと冠婚葬祭等で一時的に養育が無理

という方を対象としてお預かりしているところで

ございます。 

○野沢てつや委員 承知いたしました。私の書きっ

ぷりが悪くて申し訳ありません。 

  そこの施設、１歳６か月から１２歳までが対象

で、定員がこれ何名でしたっけ。 

○こども家庭相談課長 ７名でございます。 

○野沢てつや委員 私、実はそこに呼ばれて現場を

確認させていただきましたが、定員１０人を超え

ている場合が結構あるみたいです。寝るときは雑

魚寝になるそうで、ちょっと窮屈だったのですね。

区長が一回見学に来てくださって施設を拡張され

たということですが、ニーズに対して現状やや窮

屈感があるということなのですが、区としてはど

のように考えていますでしょうか。 

○こども家庭相談課長 ７名という定員の中で、状

況に応じてその７名を超えることはございます。

ただ、面積的には２ＤＫの状況でございますので、

一定程度の対応力はあるのかと考えているところ

でございます。 

○野沢てつや委員 一回ちょっと見ていただければ

分かると思うのですが、やはり狭いです。今後、

その利用者の方の推移を見ながら、この定員を超

えるような状態が続くようでしたら、前向きに取

り組んでいただけたらと思います。 

○こども家庭相談課長 野沢委員のおっしゃるとお
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り、今後の推移を見ていきたいと考えているとこ

ろでございます。 

  ただ、全国的に見ますと、実は、足立区、利用

状況が政令市含めて４位という状況で、かなり利

用させちゃっているようなところもございます。

本来的に使わせていいのかどうかというような考

え方もございますので、そういったところも含め

て検討してまいります。 

○野沢てつや委員 本来的に使わせてもよいかとい

うのは、いかがでしょう。 

○こども家庭相談課長 あくまでも家庭での養育が

原則でございます。一時的な育児疲れだとか冠婚

葬祭等々で、仕事は対象になっておりません。そ

ういった方での利用という状況になっております

ので、目的に適した形での利用となるように進め

てまいりたいと思っております。 

○野沢てつや委員 育児疲れということですけれど

も、実際に保護者の方、目がうつろな方が多くて、

利用方法を制限させるという方法は、正直なとこ

ろどうなのかなと思いますが、執行機関の方でい

ろいろ現状を把握した上で対応していただけたら

と思います。 

  最後に、足立区給付型奨学金給付事業です。 

  朝日新聞オンラインとか東洋経済に区長が顔付

きで記事が載っていて、本当にいい施策だと思い

ます。入学金とかそういったものを援助してくだ

さるということですけれども、最大の弱点が、一

回自分で払って、その後償還払いにするというス

キームらしいです。 

  これ非常に難しいとは思うのですが、１８歳の

方が自分でお金を一度立て替えて払わなくちゃい

けないというスキーム、ちょっと難しいと思いま

すので、スキームの変更を是非とも要望したいと

思いますが、いかがでしょうか。 

○長沢興祐委員長 学務課長、簡明に願います。 

○学務課長 給付型奨学金のスキームですけれども、

入学金については一度立替えとなりますが、学費

等については請求書を頂いてこちらの方からとい

う流れになりますので、立替えが発生しない場合

もございます。 

  スキームについては、また御意見頂きながら見

直していきたいと思います。 

○野沢てつや委員 入学金についてもお願いいたし

ます。 

  以上です。ありがとうございました。 

○長沢興祐委員長 引き続き、無会派から総括質疑

があります。市川委員。 

○市川おさと委員 無会派の無所属の市川です。よ

ろしくお願いします。 

  まず、シアター１０１０、その他の車椅子用の

座席についてお尋ねします。 

  シアター１０１０、この１階部分の一番後ろの

ところに車椅子の座席、これ２０年前ぐらいにで

きたときからそこにあるのですけれども、一方で、

先日、私も「美女と野獣」、舞浜アンフィシアタ

ーに行ってまいりました。 

  そのときは、真ん中ぐらいの横のドアから入っ

たところに車椅子の座席があって、最後部じゃな

いのです。横から入った真ん中ぐらいのところに

車椅子用の座席があって、車椅子で行ったのは、

当日、私と、ある小学校の５年生の男の子と２人

だったのですけれども、そこから見たと。非常に

いいものだなと思いました。 

  車椅子の座席というのは、映画館とか劇場など

古いところだと、必ずつくらなきゃいけないので

すね、決まりがあって。大体不利なところ、悪い

ところにつくられるというのがあります。アリオ

の映画館など行けば分かるかもしれないけれども、

映画館はどこかというと最前列です。劇場だと、

シアター１０１０もそうだけれども最後列という、

あまり選ばれないところが車椅子の座席というこ

とになっている。決まりによると、どこにつくる

べきかというのは、出入口のそばにつくれぐらい

のことしか書いていないらしいです。だから、一
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番後ろの人気のない席に置かれちゃっているとい

うわけです。 

  一方で、シアター１０１０の場合は、真ん中ぐ

らいのところに座席を外して車椅子の人が見られ

るようになっている、そういう仕組みがあるわけ

ですけれども、この席の利用状況、利用の仕方と

いうのは、今どうなっているのかお聞かせくださ

い。 

○地域のちから推進部長 市川委員御発言のとおり、

シアターについては８列目、９列目の辺りが取り

外し可能になっていて、事前にお問合せいただけ

れば使っていただいているようですけれども、す

みません、具体的な回数までは把握できておりま

せん。 

○市川おさと委員 私が把握している限りでは、部

長、あそこは車椅子の人が優先的に使えるという

よりも、もともと売っているから、いい席だから

埋まっちゃっているから、あそこ使わせてくださ

いと言っても、私の把握している限りでは、一般

の興行であそこが車椅子用に使われているという

ことは、全部は把握していないですよ。部長の方

がよく知っていると思うけれども、私は把握して

いないのですが、そのあたりいかがですか。 

○地域のちから推進部長 詳細までは把握できてお

りませんが、市川委員御発言のとおり、興行の場

合はそういう車椅子の方の配慮なく席を売ってい

ると思いますので、市川委員御発言のような状態

になっているかと思います。 

○市川おさと委員 興行といっても、自主興行と売

り興行とありますよね。そうなのだけれども、こ

れちょっと別の話をします。 

  アメリカのメジャーリーグベースボール、ＭＬ

Ｂがありますよね。ＭＬＢの場合どうなっている

かというと、チケット販売します。最初のところ

に入ると、アクセシブルと書いてあります。アク

セシブルのところをピッとチェック入れると車椅

子の座席が、例えばアメリカのボストンにあるフ

ェンウェイ・パーク、グリーンモンスターで有名

なフェンウェイ・パークの場合で言うと、３０か

所以上の座席が買えるのです、高い席から安い席

まで。それいつ買えるかというと、一般に販売す

る前に。車椅子の席１００以上あるのかな、３０

か所で。それをまず売ってくれるのです。それで、

時間がたつと一般の方に公開して、そこに一般の

人も入れる、そうなっているのです。 

  だから、アクセシビリティーというのが車椅子

のマークなので、アクセシビリティーが必要な人

は優先的に買えると。一般と一緒に用意ドンで買

うというと埋まっちゃうから、実は買えなくなっ

てしまうのです。 

  ですから、こういったことも学んで、シアター

１０１０についても、まずは車椅子席の方から先

に売ると。車椅子の人は１人で★★する人はあま

りいませんから、２人か３人か分からないけれど

も、そういった形でまずはやるべきだと、自主興

行。売り興行やってもらうときにも、そういう条

件で、最初に車椅子席を売ったくれと。埋まらな

かったら一般に公開していいよと。そういう形で

運用を改めるべきだと思うのですが、いかがです

か。 

○地域のちから推進部長 民間の方々の興行ですと、

例えば抽選の場合は、当たった段階で御連絡くだ

さいみたいなことをやっている興行もありますし、

様々な興行の形態があると思っております。 

  ただ、市川委員御発言の内容については、指定

管理者の方に伝えて、どういったことができるの

か、少し相談をしてみたいと思います。 

○市川おさと委員 自主興行についてはできるわけ

で、売り興行だってそういう条件付ければいいだ

けの話ですから、そんなに難しくないのかなと思

います。 

  今、アメリカのメジャーリーグベースボールの

話をしました。これは外国の事例です。私、この

予算特別委員会の最初のときに、政務活動費を使
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った議員の海外視察のことを申し上げました。正

にこういったことも、外国に実際行ってみなけれ

ば分からないことはたくさんあるわけです。 

  こういった制度、単に紹介するだけでなくて、

制度を支える人間というのもいるわけです。そう

いう人間を見るというのも、外国に行く、視察す

るということの非常に重要なことだと思っており

ますので、こういった外国の事例をしっかり参考

にしながらやってもらいたいなと思います。 

  「美女と野獣」の話をしました。舞浜アンフィ

シアターに行って、そのときに私思ったことです

けれども、小学校の５年生の車椅子の男の子が来

た。その子の小学校というのは、ほかのお友達と

席が随分離れていました。お友達と離れていたけ

れども、その子は手を振って、お友達も手を振っ

て、やあ、やあと言い合っていました。休み時間

にその友達がパーッと来て、２人か３人来て、そ

の車椅子の子と抱き合ってじゃれていた、そうい

うところを目の当たりにしました。 

  私も、「美女と野獣」自体すばらしい演劇だっ

たなと思うのですが、そういった車椅子の子ども

が友達と仲よくしている姿を見られたというのも、

本当にうれしかったなと思います。これ私の感想

です。 

  そういった小学校、中学校の重い障がいを持っ

た車椅子を使った、例えば車椅子もそうだけれど

も、学校の体育の授業では、どのような特別な対

応がなされているのかお聞かせください。 

  というのは、私も中学校２年生のときに車椅子

の生活になって、入谷中学校だったけれども、当

時は何もなかったのです。４０年以上前だから昔

の話をしてもしようがないけれども、当時は何も

なかった。成績も、保健体育、保健の方の書くの

は得意だからうまくいったけれども、２とか３と

かを付けられたような記憶があるわけであります。 

  今のそういった子どもたちの対応というのはど

うなっているのでしょう、成績評価も含めて。 

○教育指導課長 まず、成績につきましては、今、

学校の成績は、子どもたちの実態、またそれぞれ

の特性に応じて、今、相対評価ではなく絶対評価

ですので、学習指導要領に基づいた学習内容をし

っかり理解できているかどうか、そういったとこ

ろで評価しております。 

  実際に体育の中で一番の課題になってくるとこ

ろは、実技だと思います。実技においても、車椅

子のお子さんができること、例えばバスケットボ

ールですと健常のお子さんと一緒に車椅子のお子

さん可能です。また、卓球なども可能です。 

  そういったところで、学校は車椅子のお子さん

が実技に少なからずしっかりと参加できるような

指導工夫を行っているという報告を受けておりま

す。 

○市川おさと委員 もう１回、聞き漏らしたかも分

からない。成績評価についてはいかがですか。 

○教育指導課長 成績評価につきましては、それぞ

れ学校で、絶対評価といいまして、学習指導要領

に沿った、それぞれのここができたらＡ評価、こ

こができたらＢ評価という評価基準を設けており

ますので、それに沿って学校はそれぞれ評価をし

ているところでございます。 

○市川おさと委員 指導課長に言うとそういういい

答えが返ってくるけれども、現場の実態です。 

  現場の実態といっても、重度の障がい者はそん

なにたくさんいやしないのだから、それぞれの実

態について定期的に見るということはしているの

ですか、教育委員会として。 

○教育指導課長 申し訳ございません。個別のそれ

ぞれのヒアリングまでできておりませんので、そ

ろそろ評価の時期にもなりますので、できる限り

私もヒアリングに参りたいと思っております。 

○市川おさと委員 当事者の子どもとか、教える先

生とか、そういう人たちの話を是非教育委員会と

して聞いてもらいたい。指導課長がこんな格好い

いこと言っても、現場の実態がどうなっているか
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ということを教育委員会が把握しなかったら、そ

れはどうなのかなと思いますので、よろしくお願

いします。 

  それから、手話通訳についてお尋ねしたいので

すけれども、こころの健康フェスティバルについ

て、手話通訳もいらっしゃいました。最前列に手

話通訳を必要とする人の席があったのかなと思う

のですが、そのあたりいかがだったのですか。 

○衛生部長 申し訳ありません。今回、手話が必要

な方がどこに着席していたかは把握しておりませ

ん。専用の手話を見る方用の場所を用意してはい

なかったと思います。 

○障がい福祉課長 事業実施所管課からそういった

方が御参加されるという情報が入ってくれば、こ

ちら障がい福祉課の方で、ボランティアセンター

等にお願いをして手配しているところでございま

す。 

○市川おさと委員 こういった大きいイベントでは

手話通訳がいらっしゃるわけで、手話通訳をでき

るだけ付けてくれというのは、聾の団体の人たち

も繰り返しおっしゃっているわけです。ですから、

手話通訳を必要とする人がいるかいないか分から

ないから席を用意しないというのは、僕はおかし

な話だなと思います。ちゃんと最前列で席を用意

して、団体の方にも、これ任意という形になりま

すけれども、こういった制度をちゃんと維持させ

るためには、そういった聾の人の参加も必要なこ

とだと私は思いますよ。 

  無理やり参加させるという話ではないけれども、

是非そういう人にも、他の障がいを知るというこ

とも重要ですから、是非参加をしてもらって、最

前列のそういう席にちゃんと人がいるということ、

そういう姿をほかの参加者も見れば、また啓発さ

れる機会にもなるのかなと思いますので、どうで

すか。 

○衛生部長 今回、手話通訳の方自体をお願いして

おりました。今後、実行委員会の皆様とも話し合

って、手話通訳を見ることが必要な方が最前列に、

見やすいところに座れるように席を御用意してい

きたいと考えます。 

○市川おさと委員 次に、すこやかプラザあだちの

車椅子用の体重計の件についてお尋ねします。 

  これは先日もお尋ねしました。検討するという

答弁であったわけでありましたけれども、その後

検討が進んだという話も聞きました。どのように

検討が進んだのか、お聞かせください。 

○衛生管理課長 先日、市川委員から御要望いただ

きましたすこやかプラザへの車椅子用体重計です

けれども、できるだけ早いうち、ただ、オープン

にはこれから間に合わないかもしれませんが、こ

れから機器の選定、運用の確認、予算の確保等し

まして、来年度できるだけ早いうちに設置できる

よう進めてまいりたいと考えております。 

○市川おさと委員 足立区では「住んでいるだけで

自ずと健康になれるまち」ということ、令和２年

からこのタブレットに入っていますけれども、令

和２年から毎年この予算のあらましの中に必ず入

れているぐらいの重要な施策だと認識しておりま

す。 

  自分の体重を把握する、知るということ、これ

は体調管理、健康管理の基本の部分だと考えてお

ります。「住んでいるだけで自ずと健康になれる

まち」、その対象の中に障がい者もしっかりと含

んでいく、そのためにも体重計の設置は重要だと

考えております。 

  今現在、車椅子でそのまま量れる体重計は、あ

しすとにしかないのですね。私も一回量りに行っ

たのですが、奥の方から出してもらって、しかも

これは一人では計測できないものです。必ず人の

手を借りないと計測できないものですけれども、

すこやかプラザあだちというのは足立区でも非常

に力を入れた健康づくりの大拠点でもありますの

で、車椅子で行った人も一人で計測できるような、

そういったちょっといいめの体重計を導入しても
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らいたいなと思うのですけれども、いかがですか。 

○衛生管理課長 予算の確保これからですので、す

ごくいいやつというのは今お約束はできませんが、

機器の選定の中で、車椅子の方、状態にもよると

思いますが、なるべくお一人で量れるような機器

を選定してまいりたいと考えております。 

○市川おさと委員 すこやかプラザあだちにまず導

入するという方向性、今、聞きました。ほかの例

えば総合スポーツセンターなどにも、今後広げて

いってもらいたいなと思います。これは要望です。 

  次に、千住宿開宿４００年について。 

  千住を舞台にした落語というのがどんなものが

あるのかということ、知っていらっしゃる方、手

を挙げて教えてくれますか。千住を舞台にした落

語。落語好きでしょう、落語。手挙がらない、知

らない……。 

○施設営繕部長 「藁人形」という高座が。 

○市川おさと委員 おお、すばらしいな。「藁人形」

がパッと出てくるというのはさすがだ。すばらし

いです。僕に褒められても大したことないかもし

れないけれども、「藁人形」です。 

  「藁人形」というのは、僕は古今亭今輔さんの

はなしで、古今亭今輔って群馬出身ですけれども、

もう亡くなった方です。古今亭今輔の「藁人形」

で僕は聞いて、本当にうまい人で、ＹｏｕＴｕｂ

ｅでも古今亭今輔の「藁人形」見られます。 

  話の内容を言うのはちょっとやぼになりますが、

これは千住地区の遊女に千住に住んでいる貧乏な

お坊さんがひどい目に遭わされると、そういうお

話です。 

  一方、★★部長おっしゃらなかった、私の把握

しているのがもう１つあります。「四宿の屁」、

四宿というのは江戸四宿、屁というのは、尾籠な

話ですが屁です。「四宿の屁」というはなしがあ

って、四宿それぞれの女郎さんの屁がそれぞれ違

いますよというひどい話だけれども、これもＹｏ

ｕＴｕｂｅで三遊亭圓生の大変いいはなしを聞く

ことができるわけであります。 

  「藁人形」にしても「四宿の屁」にしても、千

住地区というのが岡場所だったということが、重

要な背景となっておるわけであります。正に千住

地区の繁栄を支えた非常に重要な部分とも言える

わけでありますけれども、このあたりの区の認識

はいかがですか。 

○産業経済部長 そのような歴史があったというの

は認識しております。 

○市川おさと委員 千住の西口から出ると、千住の

投げ込み寺と呼ばれる金蔵寺さんというお寺さん

があります。地元の人は知っていると思うけれど

も、ここに千住遊女供養塔というのもありまして、

これは実は区の有形文化財にも登録されていると

いうことであります。 

  そのところに金属のプレートがあって、その中

にはこう書いてある。千住地区には、本陣、脇本

陣のほかに５５軒の旅籠屋があり、そのうち遊女

屋が３６軒あったと書かれているわけであります。

これは足立区教育委員会の名前でこのプレートが

張られているわけであります。 

  こうした千住の大切な歴史、その歴史を踏まえ

て、今言った「藁人形」とか「四宿の屁」という

おはなしもありまけれども、こういった千住の魅

力というのは非常に重層的であります。今となっ

ては、あまり言わないほうがいいのかなというこ

ともあるかもしれませんけれども、こうしたこと

も、千住の繁栄を間違いなく支えてまいりました。 

  こうしたことも、どうなのでしょう、４００年

事業の中にはしっかりと組み込んでいるのかな、

いないのかな。今までのペーパーでは何も書いて

いないような気がするのですけれども、この落語

と絡めてやってもいいのかなと思うのですが、い

かがでしょう。 

○シティプロモーション課長 具体的な企画という

のはこれからになるかと思うのですけれども、ま

ち歩きなどで、金蔵寺でしたり、そういう昔の千
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住の歴史に触れながら歩くようなツアーもできる

と思いますので、そういったものが盛り上げられ

ればいいなと思っております。 

○副区長 私、一度、大学の先生とまち歩きをした

ときに、ちょうどまちのつくり方が、この辺が遊

廓のあるところで無縁仏ですとか★★があるよう

なところというのを私もそのとき初めて知りまし

た。そういった意味の歴史は理解しております。 

  ４００年とどういうふうにマッチングできるか

というのは、これから検討していきたいと思いま

す。 

○市川おさと委員 最初に言った落語というのは、

「藁人形」にしても「四宿の屁」にしても、「四

宿の屁」というのは千住地区の女がサゲに使われ

ていますから、当時からも千住地区というのは栄

えたのだろうなと思うところでもあります。 

  特に落語のホールとしてもシアター１０１０は

非常に人気があるということは、やっている人か

らも人気があるということ、先日も区長おっしゃ

っていました。是非、この落語という切り口でも

千住宿を盛り上げていってもらいたいなと思いま

す。 

  それから、言い忘れたことを少し言います。前

回言いました「健康づくりのための身体活動・運

動ガイド２０２３」、これ日本で出たものですけ

れども、この中には障がい者や妊婦というものは

全然対象になっていない、今回は含まれていない

ということでした。 

  一方で、２０２３年、さかのぼること３年前の

ＷＨＯが出した「身体活動・座位行動ガイドライ

ン」、この中ではちゃんと障がい者も含まれてい

るということ。２０１８年、アメリカで出た「Ｐ

ｈｙｓｉｃａｌ Ａｃｔｉｖｉｔｙ Ｇｕｉｄｅｌ

ｉｎｅｓ ｆｏｒ Ａｍｅｒｉｃａｎｓ ２ｎｄ ｅ

ｄｉｔｉｏｎ」、この中にも障がい者のことが、

ちゃんと運動しなさいということで、これ表紙で

すけれども、電動車椅子を使っているお父さんと

小さい子どもが２人載っています。ちゃんと障が

い者も運動しなさいということで、出ているわけ

であります。 

  最初に私が言いました、障がい者もちゃんと運

動してもらうということ、そうしたことは非常に

重要なのだろうなと思っています。 

  その際に大事なのは、スポーツ推進課長は、私

が障がい者スポーツどうなのですかと聞いたら、

指針だか計画の中にはちゃんと書いてありますよ

ということを言ったのだけれども、私はそうじゃ

ないよと。チラシには、持病を持っている人とか

既往症がある人は断るとか、そういうことがあっ

た。 

  一般の区民の方は、区の方針だとか指針だとか、

そんなものは見ないのです。一般の区民の方が見

るのはチラシです。ですから、チラシを区民の方

に届けるときには十分注意してもらいたいなと思

います。 

  あと３分残っておりますが、これで終わります。 

○長沢興祐委員長 この際、審査の都合により暫時

休憩いたします。 

午後２時３７分休憩 

午後２時５５分再開 

○長沢興祐委員長 休憩前に引き続き委員会を再開

いたします。 

  執行機関から発言を求められていますので、こ

れを許します。 

○こども家庭相談課長 先ほどの野沢委員からの最

初の質問におきまして、私が聞き間違えまして答

弁いたしましたので、おわびして訂正させていた

だきます。 

  子どもが病気というふうな捉え方をしてしまい

ましたが、野沢委員からの質問は、保護者が出産

や病気の場合という質問でございました。聞き間

違えまして、申し訳ございません。こどもショー

トステイ事業で預かっているものでございます。

おわびさせていただきます。大変申し訳ございま
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せんでした。 

○長沢興祐委員長 それでは、自民党から総括質疑

があります。白石正輝委員。 

○白石正輝委員 皆さんこんにちは。いよいよあし

たで予算委員会も終わりですから、元気に質疑を

していきたいなと思います。 

  先週の金曜日にお約束をしたことを先にやらな

いと、やれなくなってしまうと困りますので、ま

ず初めに、西新井本町の三丁目にある児童相談所

についてお伺いをいたします。 

  この児童相談所については、建て替えというこ

とで、あみだ橋公園の中に仮の施設を造って今ま

でやっていたのですね。児童相談所ができたら、

この仮の施設は壊しますよという約束だった。と

ころが、出来上がったら東京都から来て、２３区

全体の計画が進んでいないので、あと５年貸して

くださいという話があったわけですけれども、先

般、本会議のときに、子ども家庭部長、担当の部

長なのかな、に聞いたら、全然そんな話聞いてい

ませんということですが、なぜこういう形で引継

ぎをちゃんとしておかなかったのですか。 

○子ども家庭部長 白石委員の方からお話をいただ

きまして、毎年更新ですよねというお話をいただ

いたので、私、毎年更新の意味が分からなくて、

建て替えのことの経緯は承知しておりますが、公

園の占有許可、毎年更新していること後から分か

りまして、私も即答できなくて申し訳ありません

でした。 

○白石正輝委員 この施設は、新しい施設ができた

ら取り壊す、仮の施設ということになっていたの

ですが、今、児童相談所は東京都の管轄ですけれ

ども、将来は２３区各区に１個ぐらいずつつくっ

て、各区で運営していくということになっている

わけですけれども、そうですか。 

○教育長 まだはっきりとそういうふうな方針は決

まっておりません。足立区としては、今、足立区

内児童相談所、足立区の子どもたちだけ引き受け

ていますので、あえて区でつくるということにな

っておりません。 

○白石正輝委員 ２３区で、全然、今、足らないの

ですね。児童相談所を持っている区の方が少ない

のです。 

  だから、私たち足立区の町会としては、足立区

の子どもたちも、ちょっと前まで、足立区に施設

ができる前までは台東区へ行っていたのです。大

部分が台東区の施設で対応していただいていたわ

けですから、全区的に足らないということになれ

ば仕方ないかということで、取りあえず建て替え

の間は仮の施設造ってもいいですよということで

話をまとめたわけです。 

  実際にできたら全然動こうとしない。５年間は

使わせてくれということですから、これも町会の

役員会に掛けて、どうしますかといったら、しよ

うがないだろうということで、ただ、５年という

のは、はっきりと東京都で示した年月ですから、

足立区が言ったのではないのです。 

  ただ、東京都も課長、部長がしょっちゅう交代

しています。そうすると、私たちは聞いていませ

んという可能性が非常に大きい。だから、毎年必

ず覚書で、この施設は壊しますという話を東京都

としてくださいということが条件だった。当時の

担当者は、今、いないのかな。 

○こども家庭相談課長 あみだ橋公園につきまして

は、５年間、令和１０年３月で更地に戻すという

形で、東京都と令和５年３月に覚書という形で結

んでいるところでございます。 

○白石正輝委員 そうですよね。ただ、さっきも言

ったように、足立区に施設がなかった頃には台東

区の施設にお願いしていたわけですから、全区的

に施設が足らないということになれば仕方ないだ

ろうということで、東京都の職員も足立区の職員

も、関係の町会・自治会に回ったのです。私たち

の町会では、しようがないだろう、受けようじゃ

ないかということで受けたのですけれども、ただ、
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言ったように毎年きちっと覚書をもらわないと、

東京都の役人というのは最近結構動きが早いので

すね。聞いていませんということを平気で言いま

すから。 

  そういうことのないように、副区長、毎年きち

っと、絶対５年後、今年で終わるはずですから、

完全に。今年は令和７年ですから、５年後令和１

２年には必ず取り壊すという約束を毎年きちっと

そのときの関係部課長としていただきたいと思い

ますが、どうですか。 

○副区長 当時の約束５年間ですので、ほかの施設

を建てるまでということでしたので、その進捗状

況も併せて私どもの方で確認をしながら進めてい

きたいと思います。 

○白石正輝委員 これなぜ強く言うかというと、各

区でやろうとする区はあるのですけれども、実際

にはまだ建っていない。今、副区長が言うとおり

ですよ。まだ建っていない。建てないなら壊しち

ゃうよということをはっきりと強く東京都に言わ

ないと、東京都がなかなか動かない。こういうふ

うに思いますので、区長、そのことについてはし

っかりと確認をしていただきたいと思います。 

○子ども家庭部長 実は、最初に東京都の覚書に、

東京都から使用限界日を超えた使用申請があった

場合、いかなる事情があってもこれを使用許可を

行わないというふうに覚書しておりますので、こ

れを機会に我々の方もしっかりと要求してまいり

たいと思います。 

○白石正輝委員 言っていることは分かりますよ…

…（道路公園管理課長挙手）手挙げなくてもいい

よ。部長がそういうことを言っているのに、課長

が手挙げることないでしょう。 

  いいですか、私はかつて、工場跡地の特別委員

長をやったことがある。工場跡地ってどこかとい

うと、大谷田にある施設です。そのときに東京都

は、是非足立区さん協力してくださいと、こんな

すばらしいものを将来造りますと。全部覆土をし

て、その上を公園にしますからという話を持って

きたのですね。それだけではなくて、一般的なマ

スコミにも発表して、日刊紙に全部載ったのです。

ところが、実際に工事が始まると、どんどん高い

建物が、２０ｍ、３０ｍという高い建物ができて

しまって、覆土なんか全然する気がない。という

ことがかつてあったのです。 

  そのときに、おかしいじゃないかということで、

当時の下水道部長と担当課長を呼んだ、特別委員

会に。それで、こういう書類が東京都から出てい

るけれども何であんたたちが知らないのだと。そ

したら、いやあ、引継ぎしていませんと言うので

す。引継ぎしておりませんと。昭和４９年ですよ。

政策経営部長生まれていないんじゃない、昭和４

９年。 

  だって、これは東京都の書類でしょう。ちゃん

と判も押してあるのです。それでも、見たことあ

りません、平気で言うのですよ。取りあえずよく

調べてみろと言ったら、調べますと。 

  ということで、一緒に来ていた係長、多分あれ

は説明ができなかったときに係長に聞くのでしょ

うね。係長が一緒に来ていた。どこかで見たよう

な人なんだね。それで聞いたら、江北高校で同級

生だったの。 

  それで、３か月後ぐらいにもう１回呼ぶよと言

ったら、白石、やめた方がいいよと。何でと言っ

たら、もう１回呼べばまた首のすげ替えだよと。

また部長と課長が替わった人が来て、私たちは知

りませんと言いますよと。それの繰り返しだから

やめた方がいいよと言われました。そのぐらい東

京都というのは非常に無責任なところがあるのだ

から、区としてはそのことをよく考えて、しっか

りと対応していただきたい。 

  私たちが認めたのは、足立区にある施設を建て

替えるために仮の施設を造った、その仮の施設を

新しい施設ができたら取り壊しますという最初約

束でやったのです。ただ、そうはいっても、なか
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なか児童相談所というのは各区でつくるのは、特

に都心区は土地ありませんので、それはそれで仕

方ないかなと思いましたけれども、５年間だとい

う約束ですから、これについてはどんな理由があ

ろうとも、さっき部長が言ったように、どんな理

由があろうとも取り壊しますという約束ですから、

町会・自治会に来て。 

  それを破るようなことのないように、毎年毎年

きちっと、その時々の課長、部長とのはっきりと

した念書を出してもらいたいと思いますが、どう

ですか。 

○子ども家庭部長 白石委員のおっしゃるとおりで

す。我々の方も、毎年、これを機会に必ず確認を

させていただきたいと思います。 

  覚書には、必ず返していただくという覚書をし

ておりますので、そこは堅持していきたいと考え

ております。 

○白石正輝委員 そういうことで、この公園はなか

なか歴史があったのです。もともとは都営住宅を

造ろうということで東京都が買った。地域がみん

な反対して都営住宅ができなかった。都営住宅が

できなかったら、東京都は買った土地みんな完全

放置しちゃったのです。そのことで、中に入って

けがをしたり、もともと工場があったところです

から。中の工場用水を排出する排水口だとかその

まま残っていた。これに子どもが落ちてけがをす

るとか、いろいろなことがあったのです。 

  そう言ったら、東京都は、じゃあと言って今度

はバラ線で入れないようにしたのです。ところが、

驚いたことに、バラ線を止める柱がコンクリの上

に置いてあるだけなのです。だから、３人ぐらい

で押すと倒れちゃう。こんなことではどうしよう

もないよということで、町会でブルドーザーを入

れてならしたのです。平らにした結果、周囲の子

どもたちが野球をするとか球技をするような形に

なった。そうなったら都営住宅なんか建つわけが

ない。そこで東京都が足立区にその土地を売って、

足立区の公園、あみだ橋公園になったわけです。

地域の人たちがブルドーザーを入れてならした、

土も入れてならした、そういう公園なのです。 

  だから、地域の人たちに言わせると、私たちが

造った公園じゃないかと。東京都は公園にする気

なかったのですから。でも、実際的に公園になっ

ちゃったものだから、足立区に用地を売って足立

区の公園に今なった。それが、あんな形で東京都

が借りるというのはおかしいだろうということで、

是非何とかしてほしいと思うのが町会の皆さん方

の御意見です。 

  ところで、道路公園室長かな、八潮の道路陥没

についてお伺いしたいと思います。 

  あまり大きな事件にならなかったから忘れてい

るのかな。足立区では、私の知っている限りは大

きな陥没事故が３回あった。そのうち２つは土木

部、道路管理のほうも把握しています。１つは把

握していない、３つのうち１つは知らないと言う

のです。 

  こんなことで、副区長、こっちかな、土木だと。

またこっちか。こんなことでいいのですか。 

○副区長 すみません、私も３回やったというのは

記憶にございません。 

○白石正輝委員 １か所は、千住のこの間本会議で

も質問があったところですね。これは、水道管の

水が流れて道路の土をみんな削っちゃったから道

路が陥没した。 

  もう１つは、環状七号線の江北陸橋の下です。

環状七号線の少し南側に東京都の浄水場があるの

ですね。あの建て替えをするので、どんどん掘っ

ちゃった。掘ったら水が出るから、その水だけど

んどん流していたのですね、ほかのところに。結

果的に、その水は環七の江北陸橋の下を流れてい

たのです。江北陸橋の下に自動車の駐車場があり

ました。ただ、起こったのは夜ですから誰も人が

いなかった。人的な被害は何もなかった。ただ、

そこにあった車は下におっこっちゃいました。深
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さにして２ｍ５０ぐらいで、広さは４ｍ四方ぐら

い。あそこは道路じゃなく駐車場ですけれども、

環七の陸橋の下ですから道路と言ってもいいと思

いますけれども、それも落ちた。その理由もはっ

きりしている。 

  もう１つは、何ではっきりしていないかという

と、私の家の西新井本町四丁目の９番地と１０番

地の間の、今、細街路に指定されている細い区道

です。 

  あるときに穴が空いたのです、区道に。穴が空

いたから埋めてくれというので見に行ったら、穴

どころじゃなくて、穴はこんなものです。３０㎝

ぐらいなものです。その下を見たら、下に何もな

いのですね。ただ、細い道路ですから、車が走る

ような形ではないから、取りあえず舗装でもって

いたのですね。それ以上大きくならなかった。 

  あるときに工事事務所が、終わりましたと言っ

て報告があった。見に行ったら、きれいにできて

いましたけれども、どういう工事をしたのか全然

知らない、分からない。だから、記録も何も残っ

ていないのです。 

  ところで、八潮の事故が起こった後、区長とも

新年会でよくお会いしましたよね。各区団体の新

年会で区長とよくお会いした。そのときに区長が、

八潮でこういうことがありましたけれども足立区

大丈夫です、調べましたと言ったのですね。調べ

た結果、足立区は問題ありませんという御説明が

あったと思いますが、いいですか。 

○区長 あくまでも職員による目視での調査の段階

で一報させていただきました。ただ、最終的には、

まだ実際に原因が究明されていないということも

あって、東京都の方としては、これから抜本的な

調査をして最終的な報告を出すということは、そ

こまで御説明したかと思います。 

○白石正輝委員 道路は、足立区には国道もあるし、

区道、都道もあるわけですね。これを全部調べる

のは大変な手間が掛かると思いますけれども、取

りあえず私の家のあんな、どう考えても陥没しそ

うもないようなところが陥没しちゃうのですから、

そういう意味では、どこの道路の下に空洞がある

かについてはよほどしっかり調べないと、落ちた

後、結果あそこは人的な被害もありましたよ。う

ちのところは実際には何もなかった。小さな穴か

ら見ると、全体では深さが１ｍ５０ぐらいで全体

の広さは２ｍぐらいありましたよ。足立区の場合

には、あそこでさえ陥没するのだから、どこでそ

ういう事故が起こるかについては全く分からない。 

  というのは、足立区はもともと低地なのですね。

私が子どもの頃は、どこを掘っても５０㎝ぐらい

掘ると水が出てきた。自然の池が簡単に造れた。

それぐらいに水は非常に足立区の地下を流れてい

るのです。 

  足立区の★★に下水道を掘ったときに、地下の

川にぶつかってしまって、下水道工事が１年ぐら

い遅れたということがありましたけれども、知っ

ていますか、副区長。 

○副区長 すみません、存じ上げておりません。 

○白石正輝委員 梅田堀って関原と梅田の間に通っ

ている通りです。あそこに下水道を入れたのです

けれども、北の方から入れてきた。そしたら、ち

ょうど今の亀田小学校の辺りで、地下水、地下の

川にぶつかっちゃった。地下の川というのは止め

るのが大変なのですね。それで結局は下水道の工

事が１年も遅れた。そのくらい足立区中にあちら

こちらに地下水の流れる川があるのです。 

  そのことを考えると、一日も早く、特に狭い道

路を検査するのは大変ですから、目視するといっ

ても上から見て分かるわけがないですよ。舗装が

おっこっているわけではないですから。現在まだ

舗装側でもっている道路というのは、結構あるは

ずです。 

  ですから、今、いい機械があるみたいで、その

機械を積んで道路の上を走るだけで、空洞がある

かないか分かる機械があるみたいですけれども、
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そういうものを十分に利用して、都道だろうと、

国道だろうと、区道だろうと、速急に調査をして

ほしいと思いますが、どうですか。 

○道路整備課長 白石委員御発言の車にセンサーを

付けて空洞の調査をするというのは、平成２６年

から実施しております。区道全部で９７０kmある

うちの……。 

○白石正輝委員 そんなこと聞いていない。速急に

足立区中全体の道路を検査しますか、しませんか

と聞いているのに、答えが全然合っていないじゃ

ない。 

○道路公園整備室長 白石委員おっしゃるとおり、

白石委員のところの裏の通りが陥没した理由は大

体分かっておるのですが、あの辺りは合流式とい

って、下水を入れるのに早い時期に入れておりま

す。★★というものが通っておりますので、そこ

の割れとか、そういうところから陥没が起きたの

だろうと思っております。 

  そういうのが入っているところについては、危

険だということで、調査を５年の間に★★やると

いうことで、今、進めておるところでございます。 

○白石正輝委員 副区長、私、今聞いたのは、速急

にやりますか、やりませんかということを聞いて

いるの。 

○副区長 まず、国と東京都には申入れしますけれ

ども、今、やり方を検討しているようですので、

それを確認させていただきます。 

  区の水路跡、今、暗渠になっているところで危

ないところについては、大きいところは職員が潜

るなり、あるいはスコープで調査をするようなこ

とで、今、道路公園整備室の方で進めているとこ

ろです。 

○白石正輝委員 この話はこれで終わりますけれど

も、京成の荒川鉄橋について、前、城北地区で説

明会があったのですね。 

  何を言いたいかというと、荒川の土手というの

は年々高くなるのですよ。私たち子どもの頃は、

江北橋の橋の上から欄干に立って、荒川に飛び込

めないのは男じゃないよとよく言われて、荒川に

飛び込みました。今、荒川の江北橋の欄干から飛

び込むというと、すごい高いですね。 

  なぜ高いかというと、荒川というのはもともと

川じゃないですから、放水路ですから、川の流れ

がすごく緩やかなのです。だから、上流で土砂を

運んでくると、みんなそこに土砂を積もらせる。

土砂がどんどん積もりますから、土手を高くしな

いと川の水と土手の高さが合わなくなっちゃう。

土手高くなりましたよ。あんな高い土手じゃなか

ったのですから、私たち小さい頃は。 

  そうすると、京成の荒川鉄橋というのはいつ頃

できたのですか。誰か分かる人いる。誰もいない

……。 

○都市建設部長 たしか記憶では、昭和の１桁の時

代に架けているのではないかと思います。 

○白石正輝委員 随分古くにできた。そのときは、

荒川の京成の鉄橋というのは土手の上にあったの

です。土手よりも鉄橋の方が高かった。ところが、

どんどん土手が高くなることによって、京成の荒

川鉄橋というのは、土手よりも現在では４ｍ５０

ぐらい低くなっているのですね。これもし水が出

たとすれば、大水が出たとすれば、土手からあふ

れることなんかあり得ないけれども、京成の荒川

鉄橋から流れ出ちゃう。これ当たり前のことです

ね。荒川鉄橋は４ｍ５０ぐらい低いのですから、

そこから流れ出るのは当たり前。 

  それで、鉄橋を高くしようという話がそのとき

の説明会でありました。どのくらいでできるのか

と聞いたら、★★、どのくらいでできると言いま

した、京成側は。 

○副区長 十五、六年だったような気がします。 

○白石正輝委員 最短で１３年とか、今、工藤副区

長が言ったように十五、六年掛かるかもしれない。

だけど、そんなに待っていられますかと。今、集

中豪雨があちこちで起こっていますよ。そうなっ
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たときに荒川がもしあふれたとすれば、これは大

変な洪水になりますよね。 

  それで、そんなに待てないじゃないかと言った

ら、京成側がまず最初に提案したのは何だと思い

ますか。土のうを用意しますと。土のうをどうい

う形で用意するのと言ったら、四ツ木側の土のう

の数が全然足立区側より多い、足立区が少ない。

京成の鉄橋ですから、堀切側も四ツ木側も幅一緒

ですよ。幅一緒なのに、四ツ木側の方だけはたく

さん土のうを用意して、堀切側はあまり用意して

いないということを平気で言ったのですね。それ

で、地元も含めて大抗議をした。 

  昔、ＮＨＫで大学の偉い先生が土手の工事の話

をしていた。土手の工事は、右岸だろうと、左岸

だろうと、背景にある市街地が大きいほうを必ず

丈夫にする、高くする。人があまり住んでいない

ところは、あふれても大した被害が出ない。とい

うことを私が言ったのではないですよ。そのとき

その大学の教授が、私がこんなこと言っていいん

ですかねというようなことを言っていましたけれ

ども、できるだけ市街地、人がたくさん住んでい

るところに被害がないように土手を造ると言うの

です。それが、正に四ツ木と堀切の違い、土のう

の数の違いなのです。 

  これ、冗談じゃない、土のうなんかすぐ流れる

から駄目だよって話をしたら、今度は扉にすると

言っていましたよね。それでいいのですか。 

○長沢興祐委員長 都市建設課長、時間がありませ

んので簡明に願います。 

○都市建設部長 土のうではなくて止水板というも

のを使って閉鎖するという形で、扉という形では

ないという形で、職員の方では日々年間訓練をさ

せていただいているところでございます。 

○白石正輝委員 時間が来ましたので、これで終わ

ります。あした１日で終わりですから、そういう

つもりで頑張ってやってください。 

○長沢興祐委員長 次に、公明党から総括質疑があ

ります。たがた委員。 

○たがた直昭委員 前半たがたでございます。よろ

しくお願いしたいと思います。 

  初めに、太陽光発電の補助金拡充について伺い

ます。 

  区は、再生可能なエネルギーの普及については、

例えば太陽光発電システムの設置費用の助成など

拡大を図っております。あらましの３３ページに

よりますと、令和７年度は６年度の申請需要の高

まりにより、受付開始早々終了してしまったため、

補助金を大幅に拡充し、普及を図るとしています。 

  補助金の件数を見ますと、令和４年度１５０件、

５年度が２６８件、今年度は６４３件の申請とな

り、前年度より倍以上に増えておりますが、この

点についての要因はいかがでしょうか。 

○環境政策課長 区の補助金と併給可能な東京都の

補助金が年々拡充されております。 

  主に、県外、埼玉県にあります事業者が足立区

の住宅に営業を掛けているというところが要因だ

と認識してございます。 

○たがた直昭委員 環境部の事業を見ますと、省エ

ネ、創エネの機器導入の推進については、メニュ

ーの見直しを行いながら内容や件数を拡充し、場

合によっては受付終了後も補正予算を計上し、更

なる補助金等の活用によりＣＯ２排出抑制に取り

組まれております。 

  今回、令和６年度は、前年度より３７５件増え

て５４３件の申請でしたが、令和７年度は、更に

３５０件以上増えて１，０００件という目標です

が、見通しについてはいかがでしょうか。 

○環境政策課長 １，０００件計上させていただい

た見通しでございますが、今年度の実績でござい

ますけれども、補正いただいたにもかかわらず数

日で終わってしまいました。これを年間通じて申

請を受け付けたというところの計算が、月１，０

００件というところでございます。 

  そして、先ほど申し上げました事業者の方に、
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私、直接ヒアリングをしたところでございます。

各事業者、なかなか難しいけれども来年度も今年

度と同じぐらいの見通しだということを答えた事

業者がほとんどでございましたので、こういった

件数を計上させていただいたところでございます。 

○たがた直昭委員 予算のあらましでは、令和７年

度目標達成すれば約３，７００ｔのＣＯ２排出削

減ができると書いてあります。これに対して足立

区脱炭素ロードマップでは、２０３０年までのＣ

Ｏ２排出削減は約２，６００ｔの目標を掲げてい

ます。 

  仮に令和７年度に１，０００件の実績結果が出

れば、ＣＯ２排出量削減の目標が５年間前倒しで

達成できることになりますが、この点については

いかがでしょうか。 

○環境政策課長 たがた委員御指摘のとおり、前倒

しで達成できる見込みでございます。 

○たがた直昭委員 ５年というスパンですけれども、

これを前倒しにできるということでありますので、

更なる目標を掲げてお願いしたいと思います。 

  あと１点、３年前に私ここの予算特別委員会で

話したのですけれども、我が党の伊藤孝江という

参議院議員が予算委員会の中で、使用済みの太陽

光パネルが、今後、年間５０万から８０万ｔが廃

棄物として排出される見込みとなり、処分場も積

極的に受け入れたい品目ではなく、大量廃棄物時

代を迎える前に確実な処分方法を検討すべきとの

質問に対し、時の総理も、適正な処理の受皿とな

る体制整備に努めていきたいと答弁されていまし

た。 

  当時区としては、この質問をしたときに、有害

物質等が含まれているので処理できませんが、廃

棄物事業者等の活用を求めて進めていくとのこと

ですが、その後についてはいかがでしょうか。 

○環境政策課長 東京都の方が、このリサイクルの

仕組み、そういった廃棄物につきましても含めて

補助金を整備したところでございます。私ども足

立区といたしましても、ごみ減量推進課のホーム

ページ等におきまして、パネルのリサイクルを呼

び掛けてございます。 

  また、環境政策課におきましても、補助を行っ

てございますので、補助金の御案内時にもパネル

のリサイクルのことにつきまして案内してまいり

たいと考えてございます。 

○たがた直昭委員 積極的に取り組んでいただきた

いと思います。 

  続きまして、足立区地下鉄サリン事件風化防止

啓発推進条例について伺います。 

  オウム真理教による地下鉄サリン事件から３０

年となります。３月１日付の読売新聞は、条例に

対し、区議会として全会一致で可決、同様の条例

は全国初で施行されたと掲載されておりました。

恐らくここにいる４０代、また５０代以上の皆様

は、３０年前は１０代、２０代だと思いますが、

全国を揺るがす事件や様子は覚えているかと思い

ます。 

  今日午前中に、控室にお昼帰ったら、今回の「広

報あだち」が手元に来ておりました。「風化させ

ない、あの日のことを」ということで、地下鉄サ

リン事件のことが１面に書いております。その一

番下に、葦立ちで、区長の冒頭、ちょっと読ませ

ていただきます。 

  「平成２２年５月１９日に、オウム真理教の後

継団体、アレフの幹部が代表を務める「宝樹社」

が、足立区入谷の土地および建物を取得したとい

うニュースが飛び込んできました。不動産登記は

すでに３月に完了しており、なぜ国はもっと早く

知らせてくれなかったのかと、歯ぎしりしたこと

を覚えています」うんぬんというコメントが書か

れております。 

  私も、このニュースのちょっと前に、ここの御

近所の方から連絡がありまして、今、テレビの取

材の方が来て、オウムの方がここの宝樹社を買っ

たという、これどうなのですかということだった
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のですが、その方は川口から引っ越してきて１年

弱だったので、すごい落胆をして私のところへ連

絡が来た記憶があります。 

  何度も答弁されていると思いますが、区長、こ

の辺の見解についてよろしくお願いします。 

○区長 やはり所有が変わらないと、こういう団体

であっても、個人情報の問題であって公表できな

かったということで公安の方から説明がありまし

たけれども、その状態になってしまっては区とし

てできることも限られているという中で、こうい

う団体ですので、何か特別の配慮というのはいた

だけなかったのかなと思いました。 

○たがた直昭委員 確かにそのとおりで、もっと早

く情報を得られればなという気持ちだったのです

けれども、とにかく地域の方々や入谷の住民協議

会の方々も、時が重なるにつれて関心の低さを感

じており、条例をきっかけに若者が事件を知り、

再発防止についてつながってほしいなど期待をし

ながら、なおも懸命に抗議を行っています。 

  また、公安調査庁も、風化防止に向け、啓発広

報の一環として、政府機関と連携し、団体や関連

事件に関する各種資料等を集約したアーカイブを

作成し、２月２１日より公開いたしました。 

  危機管理部長、この辺は御存じでしょうか。 

○危機管理部長 公安から事前に紹介されていまし

たので、中身の方も拝見しております。 

○たがた直昭委員 私も拝見をさせていただき、当

時の様子や遺族の証言、警視庁の無線の音声、自

衛隊の除染作業の動画など、結構生々しい映像も

配信されていました。 

  特に事件や教団について知らない世代にも関心

を持ってもらえるよう工夫されており、あえて松

本サリン事件、坂本弁護士一家や上九一色村など、

当時毎日のように報道されていた関連キーワード

など表示されており、その説明を閲覧できるよう

になっておりました。 

  今月、第３２回目の抗議デモが行われる予定で

すが、今回条例が施行された以上、関係機関とな

お一層の協力をしていきながら、風化防止に対す

る更なる啓発活動を行うべきと考えますが、いか

がでしょうか。 

○危機管理部長 我々も、今回条例ができたという

ことで、より一層声を掛けていきたいと思ってお

ります。 

  来週の月曜日には、町会の会長さんたち、舎人

の会長さんたち一堂に会して話し合う機会があり

ますので、またその場で御協力の方改めてお願い

していきたいと考えております。 

○たがた直昭委員 住民協議会や地域の皆様ととも

に、教団の早期解散、撤退を訴え続けていきたい

と思いますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

  続きまして、足タクについて幾つかお伺いをし

たいと思います。 

  ２月２７日区長のブログに「デマンド型交通「足

タク」、４月から本格運行へ」と書かれておりま

した。地域の皆様の協力もあり、実証実験からい

よいよ本格運行へとなります。現在は、高齢者の

方が病院の通院に活用されることが多いようです

が、実証実験期間中は、若い皆様にも利用してい

ただこうと、乗降スポットに新たに産婦人科や子

育てサロンなどを追加しました。 

  今後について、若年者層に対して利用対策につ

いてはいかがでしょうか。 

○交通対策担当部長 ４月から本格ということで、

子育て世帯の方への割引券ということで、登録い

ただいている方に配布をやっておるところでござ

います。 

○たがた直昭委員 中学生以下のお子様がいる保護

者向けに割引券を配布するなど、利用促進に努め

ていくということでありますので、是非協力して

いただきたいと同時に、実証実験の期間中は、利

用者の御意見、御要望等を聞きながら、乗降スポ

ットの追加や事業者への負担金の見直しなど何度
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か事業の見直し等を行い、本格運行までに至りま

した。 

  今後、本格運行後も、利用状況を検証しながら

更なる利便性向上を図ると思いますが、その点に

ついてはいかがでしょうか。 

○交通対策担当部長 引き続き、利用者の方への定

期的なアンケートですとか、また事業者の意見も

聞きながら進めていきたいと考えております。 

○たがた直昭委員 実証実験期間中、舎人六丁目の

地域、もう少し具体的に言いますと、舎人団地の

居住者の方より、是非うちの地域も登録利用でき

るようにしてほしいとの御要望を多々耳にします。

舎人団地の中には乗降スポットである入谷住区セ

ンターがあり、また買物でよく利用する団地東側

のコモディイイダもスポットとなっているため、

団地の方も身近に感じているがゆえに、駅や病院

などにも利用したいとの声を聞きます。 

  区として、その辺の声については聞いておりま

すか。 

○交通対策担当部長 昨年、たがた委員から御質問

もいただきましたし、先日、私も団地の自治会長

様とお話をする機会があり、そうしたお声を頂い

ております。 

○たがた直昭委員 舎人団地も高齢化をしておりま

すので、見沼代親水公園駅からは徒歩圏内とはい

え、はるかぜ３号が走っていたときも、駅まで僅

か１つ、２つの停留所でしたが、バスを利用して

いました。是非とも舎人団地の皆様にも改めて声

を聞いていただき、今後対象地区に入れていただ

きたいと思いますが、改めていかがでしょうか。 

○交通対策担当部長 実証実験の範囲の中で、本格

をということでまずはやらせていただくというこ

とに来ておりますけれども、そうした御意見等あ

ることについては、しっかり検討させていただき

たいと思います。 

○たがた直昭委員 早期の実現に向けて、是非よろ

しくお願いしたいと思います。 

  本格運行は、事業者の協力あっての運行となり

ます。現在４社の協力をいただいていますが、事

業者の継続についてはいかがでしょうか。 

○交通対策担当部長 ヒアリングをさせていただき

まして、４社さんとも継続して協力いただけると

いうことになっております。 

  ただ、事務手続的に負担があるという部分がご

ざいます。そうしたところの軽減の検討を進めて

いきたいと思っています。 

○たがた直昭委員 事業者の負担軽減などもしっか

りと考慮していただきたいと思います。 

  最後に、４社以外の事業者にも更なるアプロー

チをし、拡大を図るべきと考えますが、その辺は

いかがでしょうか。 

○交通対策担当部長 以前にも、この実験を始める

前にヒアリングをさせていただいたところにお声

掛けをさせていただいているところでございます。

また、先ほどのお話ではないですけれども、範囲

を広げるためにもそうした地元の事業者さんの協

力も必要になってきますので、これは継続してや

っていきたいと考えております。 

○たがた直昭委員 是非、期待しておりますので、

よろしくお願いします。 

  次に、鹿浜西小学校、北鹿浜小学校の跡地につ

いて、昨年１２月私の一般質問や、今回の鹿浜委

員の代表質問でも取り上げられていましたが、鹿

西小と北鹿浜小跡について若干お尋ねをします。 

  鹿浜小跡地については、商業施設としてベルク

スが事業者となり、先月地鎮祭が行われ、来年３

月の施設開設に向けて工事着工の運びとなりまし

た。 

  一般質問でも述べましたが、商業施設の東側道

路は産業道路として位置しており、川口方面から

産業道路を経由して施設に来店する場合は右折を

しなければなりません。日頃より交通量が多い道

路状況を鑑みると、右折専用のレーンを設置すべ

きと要望しましたが、その後についてはいかがで
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しょうか。 

○道路整備課長 産業道路の右折レーンの件ですけ

れども、道路管理者である東京都の第六建設事務

所と区と商業事業者が連携しまして、協議を進め

ております。 

  現在、打合せも２回ほどしておりまして、現地

の警察との現地実査も終えておりますので、完了

までには設置される方向で調整が進んでいるとこ

ろです。 

○たがた直昭委員 是非よろしくお願いします。 

  あと１点の要望、北側の道路については一方通

行解除の方向で検討されていますが、鹿浜いきい

き館入り口付近から環七方面に向かう道路は、引

き続き一方通行のままです。鹿浜いきいき館側は

歩道が整備されていますが、反対側には幼稚園等

の駐輪場もあり、安全のため歩道の確保をしてほ

しいとの要望もありますが、ガードレールの設置

等についてはいかがでしょうか。 

○道路整備課長 以前、たがた委員からも本会議の

質問でありまして、その後、説明会の場ですとか

幼稚園とも直接お話をしております。 

  その中で、ガードパイプの設置や路面標示等に

よって安全確保する方向で、今、警察の方とも最

終段階の詰めをしておりますので、意見をしっか

り聞いた対応ができる見込みでございます。 

○たがた直昭委員 是非ともよろしくお願いしたい

と思います。 

  ベルクスも若干延びましたけれども、ようやく

ゴールが見えてきたということで、地域の皆様も

大変喜んでおりますので、無事故、安全でお願い

したいと思います。 

  ちなみに、鹿浜地域はベルクスだけではなくて、

昨日「つぶれないお店」というテレビやっていた

かと思うのですが、知れば明日行きたくなるお店

という中で、北九州が本格的にやっている資さん

うどんというのがあります。 

  この資さんうどんというのはすごい人気で、私

も九州に行ったとき何度か食べさせていただいて、

昨年八千代市に、ついに関東に上陸ということで、

その後に両国に上陸ということで、３軒目が鹿浜

店いよいよ４月３日にオープンするということで

ありますので、ベルクスの前に資さんうどん。資

さんうどんというよりも、資さんという漢字が読

めませんという人が結構いるのですが、また何か

の機会に来ていただきたいと思いますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

  最後に、北鹿浜小学校の跡地、これは何度か興

味を示す事業者もあったと思いますが、現在にお

いては三度白紙の状態となっております。今後に

ついてはいかがでしょうか。 

○資産管理課長 区議会からも、既存校舎を含めた

利活用のお話をいただいているということもあり

ますので、既存校舎の活用を前提とした利活用を

進めていきたいと考えております。 

  具体的には、文部科学省のみんなの廃校プロジ

ェクトに登録して、事業者へ周知して御意見を頂

きたいと考えているところでございます。 

○たがた直昭委員 なるべく進めていただきたいの

ですが、地域の皆様、校舎の解体時期や周辺の管

理、整備なども懸念されていますが、地域の声に

ついては何か伺っておりますか。 

○資産管理課長 北鹿浜小学校の跡地活用について

地元の方に御説明に行った際には、学校の周辺が

暗いので何とかしてほしいという御意見も頂いて

いるところでございます。 

  そこにつきましては、現在、都市建設部、教育

委員会と、どのような対応ができるか検討してい

るところでございます。 

○たがた直昭委員 どうぞよろしくお願いします。

ありがとうございました。 

○長沢興祐委員長 いいくら委員。 

○いいくら昭二委員 皆様こんにちは。公明党のい

いくらでございます。最後の時間、よろしくお願

い申し上げます。 



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

６２ 

  最初に、東京女子医科大学足立医療センターへ

の補助金交付についてお伺いいたします。 

  本年１月２０日の厚生委員会の冒頭、衛生部長

から、マスコミ報道を受けて女子医大の事のてん

まつの説明を受けました。私は、その厚生委員会

のとき、補助金審査に関わる資料について財務諸

表などを公表してもらえないかと要望いたしまし

た。 

  衛生部からは、どのように公表できるか検討す

るという答弁でした。その後の検討状況はどうで

しょうか。 

○資産管理課長 いいくら委員からの御要望を受け

まして、関係する部署と検討させていただきまし

た。 

  今回の補助金交付審査会の資料ですが、財務関

係や契約関係の書類、こちらに法人や契約先の企

業の機微な情報、また図面等のセキュリティーに

関する情報が多く含まれております。また、審議

会等の設置及び運営に関する指針におきましては、

議事録以外の資料は情報提供の対象となっており

ません。 

  こうしたことから、議事録以外の資料の情報提

供は困難と考えております。 

  なお、審査した際の全てではありませんが、女

子医大のホームページにおいて、決算書として２

０２４年までの資金収支計算書や賃借対照表、財

産目録等が監査報告とともに公表されております。 

○いいくら昭二委員 女子医大が足立区で開院して

約３年経過しております。足立区と関わった１０

年ほど前から最新の令和６年３月までの決算書、

私自身もホームページに公開されておると聞き及

びまして、補助金に関する項目をつぶさに確認さ

せていただきました。 

  私の調べによると、この１３年間の足立区を含

む地方公共団体からの補助金の総額は約２００億

円、１年間の平均額は約１５億円、標準偏差額は

１５億円で、足立区が支出した多額の補助金は、

先ほど岡田委員からも質問があったとおり、その

ときに計上されているように見えました。 

  足立区が女子医大に補助金の交付時と女子医大

の受領時の金額について、女子医大の財務諸表上

の財産の変化状況、また課題となっている補助金

に関する項目について、全体のバランス等の異常

な数値は確認できなかったのですが、これ以上の

情報提供はできないということですが、先ほどの

答弁で。情報公開請求をすれば入手は可能なので

しょうか。 

○衛生管理課長 お手数をお掛けすることになりま

すが、審査会の資料入手されたい場合には、情報

公開請求をしていただきまして、条例に基づいて

判断させていただきたいと考えております。 

○いいくら昭二委員 情報公開請求をした場合、ど

のような情報を得ることができるのでしょうか。 

○衛生管理課長 実際には請求を確認してからの判

断となりますが、例えば先ほどのセキュリティー

に関わる図面や先方の契約内容といった情報、こ

ちらは開示が困難と思われますので、それ以外の

部分になるのではないかと考えております。 

○いいくら昭二委員 女子医大のホームページには、

第三者委員会による検討結果が公表されておりま

す。その中には、足立区への補助金申請において

不正があったという記述は含まれているのでしょ

うか。 

○衛生管理課長 衛生部の職員でも目を通しており

ますが、足立区への補助申請に不正があるという

ような記載はございませんでした。 

  なお、第三者委員会報告書の建築アドバイザー

等による工事等の代金が水増し請求されたとの疑

義についてという項目もございますが、その結論

としては、殊更工事等の代金を水増し請求したと

疑わせるような事情は見当たらなかったとの記載

になっております。 

  また、逮捕や起訴されてから一定の時間がたっ

ておりますが、区の方に捜査機関からの捜査等も
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来ている状況ではございません。 

○いいくら昭二委員 今、捜査の話が出ているので

すが、たとえ捜査が来ていなくても、このような

報道が多く出ることで、何となく区が不正に加担

しているように不安や疑念を抱く方もいらっしゃ

るかもしれません。それらを区としてはどのよう

に払拭していくのか、お伺いいたします。 

○衛生管理課長 区でできることといたしましては、

現在、女子医大と大林組の双方に、個別に文書で

区の補助金対象となっている経費にアドバイザー

報酬が含まれていないことの回答を求めておりま

す。また、回答がありましたら御報告させていた

だきます。 

  今回の報道を受けまして、大学から頂いた１日

ごとの受診者数やベッド稼働率について、また厚

生委員会で報告できるよう準備させていただきま

す。 

  なお、今後、万が一捜査や裁判で不正な事実が

示された場合は、しかるべき対応を取ってまいり

たいと考えております。 

○副区長 今、区として何ができるのかというお話

でしたけれども、女子医大、大林組にコンサルの

経費が請求の中に入っているのどうなのかという

ことで聞いておりますけれども、それ以外に、実

は先日、代表監査の方から女子医大の補助金関係

について説明をしてくれということで、所管の方

が説明をさせていただきました。代表監査の方か

らは、現時点では特別な監査をする必要はないと

いうふうな御判断をいただいています。 

○いいくら昭二委員 分かりました。先ほどお話が

ありましたように、今後新たな進展があった場合

には、厚生委員会の方で逐次報告の方をよろしく

お願い申し上げます。 

  女子医大に関しまして最後になりますが、移転

してきて数年がたちますが、女子医大の高度医療

に関する周辺地域への貢献や日常からの区との信

頼関係を築いてきたと思いますが、連携事業があ

りましたら教えてください。 

○衛生管理課長 例えばになりますが、足立医療セ

ンターの１階に、からだ情報館という部屋がござ

います。こちらで区の制度や事業、イベント等の

ポスター、パンフレット、チラシなどを多く置い

てくれておりまして、来院する皆様に区の施策を

広く周知、紹介していただいております。 

  また、こういう関係、今後も継続して連携に努

めてまいりたいと考えております。 

○いいくら昭二委員 高度医療に関する周辺地域は、

部長どうでしょうか。 

○衛生部長 高度かつ専門性の高い医療を提供して

いただいております。これは、医師会の先生方と

ふだんから顔が見える関係を築いていただいて、

区内のクリニックや二次医療機関で何かもっと深

い検査をする必要がある患者さんを女子医大の方

に紹介して、専門性の高い検査などをしたり、あ

るいは手術をしたりして地域に返していただいて

おります。 

  今後、新しい病院長や看護部、薬剤部の先生方

とも連携しながら、高度かつ専門性の高い医療が

提供できるように、私どもも引き続き連携を深め

てまいります。 

○いいくら昭二委員 これからも区民や地域の皆様

方のための医療機関になるように、区としてもし

っかりと応援していただきますよう、よろしくお

願いいたします。要望しておきます。 

  次に、組織定数編成についてお伺いいたします。

前回、都市建設部長の答弁の途中で終わってしま

ったので、続きを行います。 

  （資料を示す）この図を見ていただきますと、

足立区定数の推移でございます。足立区定数、平

成３年からの推移で、平成３年では職員が５，１

７５名で、平成３年度から始まった第一次定員管

理適正化計画期間がありまして、平成２年度１

０％削減、具体的には５２１人を目標にして、結

果、達成率は９４％、その後第二次定員管理適正
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化計画期間、また第三次、平成１７年からの改定

では達成率が９３．８％、第二次定員適正化指針

で達成率は１１６％、そして新年度、来年度にな

りますが、３，４９５名の予定になっているわけ

でございます。一番定数が低かった年は平成３０

年で、ここのちょうど赤いところでございます。

平成３０年で３，２５９名、その後は微増となっ

ており、新年度は３，４９５名になっているわけ

でございます。 

  現状、持続可能な行財政運営を見据え、組織は

区が直面する様々な課題や行政ニーズに的確に対

応でき、また区民へのサービスとして平成３年度

と比較して約７割弱になっておりますが、区民サ

ービスの向上度合いはどうか、お伺いいたします。 

○政策経営課長 その時々の状況に応じた職員定数

というもの、毎年査定を掛けて見直しを行ってお

ります。 

  ですので、区民サービスという観点で減らして

いっているという部分ございますが、直近では、

その状況に応じて適切な区民サービス提供できる

ようにということで、増ということにさせていた

だいております。 

○区長 職員の定数については、区民サービスとい

う観点と職員の負担感、こちらも見ていかなけれ

ばならないかと思います。職員に行いました何が

ボトルネック的な課題となっているのかというア

ンケートの結果、やはり人が少ないということを

挙げた職員がかなりおりました。 

  一方で、例えば公務員に成り手が少なくなって

いる中で、優秀な人材が採りにくくなっていると

いうこと、また、たくさん採りたくても部屋が、

スペースが足りなくて、表にオフィスなりをこれ

から一定程度設置していかなきゃならないという

ような場所の問題等もございますので、そうした

バランスを見ながら、どの程度までこれから職員

が採用できていけるのかということも少し戦略的

に、また議員の皆様方にも御理解いただきながら、

様々な課題を解決する必要があるかと考えており

ます。 

○いいくら昭二委員 私自身も同じように考えてお

りまして、今後、会計年度任用職員の重要性はま

すます増すと思いますが、今、区はどの採用の形

態を取っているのでしょうか。また、区の職員と

どのような連携をしているのでしょうか。 

○人事課長 会計年度については、必要なところに

応じて各課の方で応募させていただいております。

連携については、職員の指導の下、補助的な業務

を中心にやる、あるいは専門的な業務の会計年度

であればその専門の分野で活躍していらっしゃる

ということでございます。 

○いいくら昭二委員 （資料を示す）この表でござ

いますが、所属別定数の推移でございます。緑の

線は都市建設部、前回もお話しさせていただいた

ように、土木部とかいろいろな★★した中におい

て、現状はこちらの推移になっております。 

  区は、令和７年４月より、地震や水害に関する

対応に新たに防災戦略課、この緑の線になります。

戦略課を新設いたします。これによって、区民の

皆様の安心・安全が高まることを期待します。定

数は、区民生活を支える必要な高い業務に注力で

きるようにとありました。 

  ここで、衛生部の線、このブルーの線でござい

ますが、この令和３年から急に上がっているので

すけれども、これは皆様方御存じのように、コロ

ナ禍ということで衛生部が前面に立って最前線で

取り組んできたわけでございますが、これからも

いざパンデミックが起これば、増員をしなければ

いけないと思います。 

  常日頃から、専門的な知識、技術を衛生部長は

どのように継承、維持しているのでしょうか。 

○衛生部長 今回、いろいろ職員の★★マニュアル

が保健師ですとか、栄養士ですとか、衛生監視職

などございますので、それに従って進めていると

ころです。 
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  また、衛生部では、６５歳まで再任用、再雇用

を終えた職員がその後ＯＢ、ＯＧとして健診事業

などにも従事しておりますので、そういった職員

の応援ももらいながら、今、仕事を進めておりま

す。これからもパンデミックに備えていきたいと

考えます。 

○いいくら昭二委員 このグリーンの線は、先ほど

申し上げた都市建設部の線でございます。前回、

途中で話が終わってしまったのですが、部長にお

話しさせていただいたのですが、私自身が思うの

は、この都市建設部は、本当に現場で、例えば昔

は図面を引いたり、また道路の保守とか、様々委

員の方々から意見あるのですけれども、現場の感

覚が必要だと思うのですが、現状、このように大

分下がってきているのですが、今後、先ほど衛生

部長からお話がありましたような技術の承継等々、

現状、どのような形で部長としては今後乗り切っ

ていこうとしているのでしょうか。 

○都市建設部長 私も今年５５歳になりましたが、

教えてもらった先輩方がどんどん抜けております。

そういう意味では、先輩から教わったことを次の

世代に伝えるということが重要だと思います。 

  一方で、仕事の中身もかなり複雑化しているの

と、この場で言うのはどうなのかですが、区民の

方の要望非常に多くなっております。場合によっ

ては心を病んでしまう職員もおりますので、そう

いった部分のフォローも含めて、外部にお願いす

ることは外部にお願いすることと、職員の育成に

ついては部を挙げて取り組んでいく必要があると

考えております。 

○いいくら昭二委員 これから高齢化社会を迎える

中で、職員の皆様方の退職も多くなると予想しま

す。職員の皆様は区にとって大切な人的財産でも

あり、会計年度任用職員の採用に際しても、職員

の培った経験、技術を会計年度任用職員の採用に

際して、条件設定をして足立区の社会また経済に

プラスになるような対応はできるでしょうか、都

市建設部長。 

○長沢興祐委員長 都市建設部長、時間が残り少な

いので簡明に願います。 

○都市建設部長 常勤以外にも、会計年度任用職員、

技術、ノウハウを持った方を採用するということ

も重要かと思いますので、そういう意味では、組

織を挙げて日々区民のために働きたいと思います。 

○いいくら昭二委員 高齢者のペット飼育について

お伺いします。 

  昨年の決算特別委員会でも質問しましたが、今

後課題となってくるのは、高齢化社会における高

齢者飼育に関する課題でございます。飼い主の死

亡や施設入所、入院等に伴い、飼育継続、いわゆ

る終生飼育や適正飼育が困難になる事例を昨年の

決算特別委員会で質問しました。その後の進捗状

況をお伺いします。 

○衛生部長 いいくら委員からのそういった御指摘

を受け、私ども、ＮＰＯの方ですとか、今後の高

齢者のペット飼育をどうするかという話合いを始

めております。 

  また、高齢者向けのチラシなども作りまして、

現在、介護保険に従事する様々な業種のところに

そういった資料を配布させていただいているとこ

ろです。 

○いいくら昭二委員 どうもありがとうございまし

た。 

○長沢興祐委員長 本日の委員会審査はこの程度に

とどめ、散会いたします。 

  次回の委員会は、明１１日午前１０時から開会

いたしますので、御参集願います。 

午後４時０１分散会 


